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1. 概要（全体方針） 

島根原子力発電所２号炉の実用炉規則第八十三条に係る対応について，概要を表１にて

説明する。 

表１ 実用炉規則第八十三条 一号ロ（１），（２），（３）および四号の対応 

 要求事項 対応方針 

一号ロ（１） 

火山現象による影響が発生し、又は

発生するおそれがある場合（以下こ

の号において「火山影響等発生時」

という。）における非常用交流動力

電源設備の機能を維持するための対

策に関すること。 

非常用ディーゼル発電機Ａ系および

Ｂ系の給気口に改良型フィルタを取

り付け，２台運転を行う。 

一号ロ（２） 

（１）に掲げるもののほか、火山影

響等発生時における代替電源設備そ

の他の炉心を冷却するために必要な

設備の機能を維持するための対策に

関すること。 

高圧原子炉代替注水系を使用し，原

子炉圧力容器内へ注水することによ

り炉心の冷却を行う。この場合，継

続して高圧原子炉代替注水系の機能

を維持する必要があるため，水源を

サプレッションチェンバから復水貯

蔵タンクへ切り替える。 

一号ロ（３） 

（２）に掲げるもののほか、火山影

響等発生時に交流動力電源が喪失し

た場合における炉心の著しい損傷を

防止するための対策に関すること。 

原子炉隔離時冷却系を使用し，原子

炉圧力容器内へ注水することにより

炉心の冷却を行う。この場合，継続

して原子炉隔離時冷却系の機能を維

持する必要があるため，水源をサプ

レッションチェンバから復水貯蔵タ

ンクへ切り替える。 

四号 

前三号に掲げるもののほか、設計想

定事象、重大事故等又は大規模損壊

の発生時における発電用原子炉施設

の保全のための活動を行うために必

要な体制を整備すること。 

緊急時対策所の居住性確保，通信連

絡設備の機能確保のための手順を整

備する。 

 

  

4



2. 一号ロ（１）の対応方針

火山灰による給気フィルタの閉塞を防止するため，降灰開始前までに非常用ディーゼル

発電機Ａ系およびＢ系の給気口に改良型フィルタを取り付ける。 

  フィルタ設置から24時間は，降灰によって閉塞しないことを性能確認試験によって確認

済み。 

  改良型フィルタの取付けおよび給気ライン概略図を図１に示す。 

図１ フィルタ取付けおよび非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の給気ライン概略図 
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3. 一号ロ（２）の対応方針 

火山影響等発生時に全交流動力電源が喪失し，かつ，原子炉隔離時冷却系の機能が喪失

した場合は，高圧原子炉代替注水系（タービン駆動の常設施設）により炉心冷却を実施す

るが，水源であるサプレッションチェンバの水温上昇により高圧原子炉代替注水ポンプの

運転継続が困難となる可能性があるため，降灰が24時間継続した場合においても冷却が可

能となるよう，注水開始後に水源をサプレッションチェンバから復水貯蔵タンクに切り替

える。 

高圧原子炉代替注水系は降灰に対して強度を有する建物内に設置された常設施設であ

り，中央制御室内の操作により容易な起動が可能である。また，必要注水量は復水貯蔵タ

ンクの貯水量によって確保されている。 

高圧原子炉代替注水系使用時の系統図を図２に示す。 

 

 

図２ 高圧原子炉代替注水系使用時の系統図 
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4. 一号ロ（３）の対応方針 

火山影響等発生時に全交流動力電源が喪失した場合は，原子炉隔離時冷却系（タービン

駆動の常設施設）により炉心冷却を実施するが，第一水源であるサプレッションチェンバ

の水温上昇により原子炉隔離時冷却系ポンプの運転継続が困難となる可能性があるため，

降灰が24時間継続した場合においても冷却が可能となるよう，注水開始後に水源をサプレ

ッションチェンバから復水貯蔵タンクに切り替える。 

原子炉隔離時冷却系は降灰に対して強度を有する建物内に設置された常設施設であり，

自動起動により容易に注水が可能である。また，必要注水量は復水貯蔵タンクの貯水量に

よって確保されている。 

原子炉隔離時冷却系使用時の系統図を図３に示す。 

 

図３ 原子炉隔離時冷却系使用時の系統図 
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5. 四号の対応方針 

  通信連絡設備について，火山影響等発生時に全交流動力電源喪失時においても機能維持

が可能なように，高圧発電機車による給電または乾電池により使用する。 

  高圧発電機車は火山灰の影響を受けないように降灰に対して強度を有する建物（原子炉

建物）内に移動し給電を行う。なお，24時間の給電に必要な燃料は，非常用ディーゼル発

電機燃料デイタンクより補給する。 

  高圧発電機車および原子炉建物内での配置イメージを図４に示す。 

 

 

   

図４ 高圧発電機車および原子炉建物内での配置イメージ図 
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6. 原子炉の停止基準および火山灰対応の着手基準 

  降灰による全交流動力電源喪失のリスクに対して，早期に崩壊熱の除去を開始すること

でリスクの低減を図ることを目的に停止基準を設定している。また，降灰による事象の進

展に備え，早期に必要な対応に着手できるよう着手基準を設定している。 

  原子炉の停止基準および火山灰対応の着手基準判断フローを図５に示す。 

 

 

図５ 原子炉の停止基準および火山灰対応の着手基準判断フロー図 
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 8.
 
先
行
と
の
比
較
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) 

一
号
ロ
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対
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ロ
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示
す
。
 

 

表
２
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２
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２
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炉
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応
方
針
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常
用
デ
ィ
ー
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ル
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機
の
吸
気
ラ
イ

ン
に
改
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型
フ
ィ
ル
タ
を
取
付
け
，
２
台

運
転
を
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う
。
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常
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及
び
Ｂ
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の
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フ
ィ
ル
タ
を

取
付
け
，
２
台
運
転
を
行
う
。

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
お
よ
び

Ｂ
系
の
給
気
口
に
改
良
型
フ
ィ
ル
タ
を
取

付
け
，
２
台
運
転
を
行
う
。
 

改
良
型
フ
ィ
ル
タ
閉
塞

時
間
の
推
定
手
法
 

試
験
に
よ
っ
て
系
統
の
許
容
差
圧
へ
の
到

達
時
間
を
測
定
 

試
験
に
よ
っ
て
系
統
の
許
容
差
圧
へ
の
到

達
時
間
を
測
定
 

試
験
に
よ
っ
て
系
統
の
許
容
差
圧
へ
の
到

達
時
間
を
測
定
 

改
良
型
フ
ィ
ル
タ
閉
塞

時
間
 

24
時
間
以
上
（

24
時
間
時
点
で
許
容
差
圧

未
満
）
 

24
時
間
以
上
（

24
時
間
時
点
で
許
容
差
圧

未
満
）
 

2
4時

間
以
上
（

2
4時

間
時
点
で
許
容
差
圧

未
満
）
 

保
安
規
定
上
で
の
運
用
 

交
換
・
清
掃
を
必
要
と
し
な
い

 
交
換
・
清
掃
を
必
要
と
し
な
い

 
交
換
・
清
掃
を
必
要
と
し
な
い
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(2
) 

一
号
ロ
（
２
）
の
対
応
 

 
ロ
（
２
）
の
対
応
方
針
は
，
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
お
よ
び
女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
と
同
様
に
，
タ
ー
ビ
ン
駆
動
の
常
設
施
設
に
よ
る
炉
心
冷
却
と

し
て
い
る
。
た
だ
し
，
格
納
容
器
設
計

の
違
い
に
よ
り
，
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉

で
実
施
し
て
い
る
格
納
容
器
ベ
ン
ト
を

実
施
す
る
必
要
が
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
 

女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
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(3
) 

一
号
ロ
（
３
）
の
対
応
 

 
 
 
ロ
（
３
）
の
対
応
方
針
は
，
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
お
よ
び
女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
と
同
様
に
，
タ
ー
ビ
ン
駆
動
の
常
設
施
設
に
よ
る
炉
心
冷
却
と

し
て
い
る
。
た
だ
し
，
格
納
容
器
設
計

の
違
い
に
よ
り
，
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
で
実
施
し
て
い
る
格
納
容
器
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
必
要
が
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
 

女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
 

 

 

 

  
 

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
 

チ
ェ

ン
バ

 

原 子 炉 圧 力 容 器  

主
蒸

気
系

へ
 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

 

駆
動

用
蒸

気
タ

ー
ビ

ン
 

 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

 

M
O
 

M
O
 

A
O
 

A
O
 

M
O
 

M
O
 

H
O
 

原 子 炉  

浄 化 系 よ り  

原
子

炉
隔

離
時

 

冷
却

系
ポ

ン
プ

 

M
O
 

A
O
 

給
水

系
よ

り
 

M
O
 

A
O
 

M
O
 

M
O
 

M
O
 

M
O
 

M
O
 

復
水

貯
蔵

 
タ

 
ン

 
ク

 

凡
例

 

 
 

 
：
原

子
炉
隔

離
時
冷

却
系
（

蒸
気

系
）

 

 
 

 
：
原

子
炉
隔

離
時
冷

却
系
（

注
水

系
）
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(4
) 

通
信
連
絡
設
備
に
対
す
る
対
策
 

 
 
 
通
信
連
絡
設
備
に
対
す
る
対
策
は
，

女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
で
は
屋
外
に
設
置
し
た
電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
に
フ
ィ
ル
タ
コ
ン
テ
ナ
を
接
続
す
る
が
，

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
で
は
，
柏

崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
と
同
様

に
，
原
子
炉
建
物
内
に
移
動
し
た
高
圧
発
電
機
車
か
ら
の
給
電
ま
た
は
乾
電
池
に
よ
り

通
信
連
絡
設
備
を
使
用
す
る
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
 

女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

通
信

連
絡

に
つ

い

て
，
降
下
火
砕
物
の
影
響
を
受
け
な
い
有
線
系
の
設

備
を

複
数

手
段

確
保

す
る

こ
と

に
よ

り
機

能
を

確

保
す
る
。
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能
が
喪

失
し
た
場
合
に
お
い
て
は
，
タ
ー
ビ
ン
建
屋

内
に
配

置
し

た
5
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
用

可

搬
型

電
源

設
備

か
ら

5
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策
所
内
の
通
信
連
絡
設
備
へ
給
電
す
る
。
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

通
信

連
絡

に
つ

い

て
，
降
下
火
砕
物
の
影
響
を
受
け
な
い
有
線
系
の
設

備
を

複
数

手
段

確
保

す
る

こ
と

に
よ

り
機

能
を

確

保
す
る
。
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ｂ
系
の
機
能

が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
は
，
電
源
車
（
緊
急
時

対
策
所
用
）
か
ら
緊
急
時
対
策
所
内
の
通
信
連
絡
設

備
へ
給
電
す
る
。
火
山
影
響
等
発
生
時
に
は
フ
ィ
ル

タ
の
取
替
え
・
清
掃
が
容
易
な
フ
ィ
ル
タ
コ
ン
テ
ナ

を
接
続
す
る
。
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

通
信

連
絡

に
つ

い

て
，
降
下
火
砕
物
の
影
響
を
受
け
な
い
有
線
系
の
設

備
を

複
数

手
段

確
保

す
る

こ
と

に
よ

り
機

能
を

確

保
す
る
。
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
の
機
能

が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
は
，
原
子
炉
建
物
内
に

配
置

し
た

高
圧

発
電

機
車

か
ら

緊
急

時
対

策
所

内

の
通
信
連
絡
設
備
へ
給
電
す
る
。
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(5
) 

火
山
灰
対
応
の
着
手
基
準
 

 
 
 
火
山
灰
対
応
の
着
手
基
準
は
，
柏
崎

刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
お
よ
び
女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
と
同
様
に
，
噴
火
後
1
0分

以
内
に
降
灰
予
報
が
発
表
さ
れ
な

い
場
合
で
も
着
手
を
行
う
こ
と
と
す
る

。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
 

女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
 

○
気
象
庁
が
発
表
す
る
降
灰
予
報
（
「
速
報

」
又
は

「
詳
細
」
）
に
よ
り
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
を

含
む
地
域

（
柏
崎
市
，
刈
羽
村
）
へ
の
「
多
量
」

の
降
灰
が

予
想
さ
れ
た
場
合
，
気
象
庁
が
発
表
す

る
噴
火
に

関
す
る
火
山
観
測
報
に
お
い
て
，
地
理

的
領
域
（

発
電
所
敷
地
か
ら
半
径
１
６
０
ｋ
ｍ
）

内
の
火
山

に
噴
火
が
確
認
さ
れ
た
が
，
噴
火
後
１

０
分

以
内

に
降

灰
予

報
が

発
表

さ
れ

な
い

場
合

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

発
電

所
へ

の
重

大
な

影
響
が
予

想
さ
れ
た
場
合
 

○
気
象
庁
が
発
表
す
る
降
灰
予
報
（
「
速
報
」
ま
た

は
「
詳
細
」
）
に
よ
り
女
川
原
子
力
発
電
所
を
含

む
地
域
（
女
川
町
，
石
巻
市
）
へ
の
「
多
量
」
の

降
灰
が
予
想
さ
れ
た
場
合
，
気
象
庁
が
発
表
す
る

噴
火

に
関

す
る

火
山

観
測

報
に

お
い

て
地

理
的

領
域
（
発
電
所
敷
地
か
ら
半
径
１
６
０
ｋ
ｍ
）
内

の
火

山
に

噴
火

が
確

認
さ

れ
た

が
噴

火
後

１
０

分
以

内
に

降
灰

予
報

が
発

表
さ

れ
な

い
場

合
ま

た
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

発
電

所
へ

の
重

大
な

影
響
が
予
想
さ
れ
た
場
合
 

○
気
象
庁
が
発
表
す
る
降
灰
予
報
（
「
速
報
」
ま
た

は
「
詳
細
」
）
に
よ
り
島
根
原
子
力
発
電
所
を
含

む
地
域
（
松
江
市
）
へ
の
「
多
量
」
の
降
灰
が
予

想
さ
れ
た
場
合
，
気
象
庁
が
発
表
す
る
噴
火
に
関

す
る
火
山
観
測
報
に
お
い
て
，
地
理
的
領
域
（
発

電
所
敷
地
か
ら
半
径
１
６
０
ｋ
ｍ
）
内
の
火
山
に

噴
火
が
確
認
さ
れ
た
が
，
噴
火
後
１
０
分
以
内
に

降
灰

予
報

が
発

表
さ

れ
な

い
場

合
ま

た
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

発
電

所
へ

の
重

大
な

影
響

が
予

想
さ
れ
た
場
合
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(6
) 

原
子
炉
の
停
止
基
準
 

 
 
 
原
子
炉
の
停
止
基
準
は
，
柏
崎
刈
羽

原
子
力
発
電
所
７
号
炉
お
よ
び
女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
と
同
様
に
，
噴
火
後
，
降
灰
予
報
が
発
表
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い

て
，
噴
火
し
た
火
山
と
の
距
離
を
踏
ま

え
外
部
電
源
の
状
況
に
応
じ
て
停
止
判
断
を
行
う
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
 

女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
 

○
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
い
て
，
発
電
所
を
含
む

地
域
（
柏

崎
市
，
刈
羽
村
）
に
降
灰
予
報
「
多
量
」

が
発
表
さ

れ
た
場
合
 

○
発

電
所

よ
り

半
径

１
６

０
ｋ

ｍ
以

内
の

火
山

が

噴
火
し
た

が
，
降
灰
予
報
が
発
表
さ
れ
な
い
場
合

に
お
い
て

，
保
安
規
定
第
５
８
条
の
３
に
定
め
る

外
部
電
源

５
回
線
の
う
ち
，
３
回
線
以
上
が
動
作

不
能
と
な

り
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
２
回
線

以
下

と
な

っ
た

場
合

（
送

電
線

の
点

検
時

を
含

む
。
）
又
は
全
て
の
外
部
電
源
が
他
の
回
線
に
対

し
独
立
性

を
有
し
て
い
な
い
場
合
 

○
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
い
て
，
発
電
所
を
含
む

地
域
（
女
川
町
，
石
巻
市
）
に
降
灰
予
報
「
多

量
」
が
発
表
さ
れ
た
場
合
 

○
発

電
所

よ
り

半
径

１
６

０
ｋ

ｍ
以

内
の

火
山

が

噴
火

し
た

が
降

灰
予

報
が

発
表

さ
れ

な
い

場
合

に
お
い
て
，
第
５
８
条
に
定
め
る
外
部
電
源
５
回

線
の
う
ち
，
３
回
線
以
上
が
動
作
不
能
と
な
り
，

動
作

可
能

な
外

部
電

源
が

２
回

線
以

下
と

な
っ

た
場
合
（
送
電
線
の
点
検
時
を
含
む
。
）
又
は
全

て
の

外
部

電
源

が
他

の
回

線
に

対
し

独
立

性
を

有
し
て
い
な
い
場
合
 

○
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
い
て
，
発
電
所
を
含
む

地
域
（
松
江
市
）
に
降
灰
予
報
「
多
量
」
が
発
表

さ
れ
た
場
合
 

○
発
電
所
よ
り
半
径
１
６
０
ｋ
ｍ
以
内
の
火
山
が
噴

火
し
た
が
，
降
灰
予
報
が
発
表
さ
れ
な
い
場
合
に

お
い
て
，
保
安
規
定
第
５
７
条
の
３
に
定
め
る
外

部
電
源
３
回
線
の
う
ち
，
１
回
線
以
上
が
動
作
不

能
と
な
り
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
２
回
線
以

下
と
な
っ
た
場
合
（
送
電
線
の
点
検
時
を
含

む
。
）
ま
た
は
全
て
の
外
部
電
源
が
他
の
回
線
に

対
し
独
立
性
を
有
し
て
い
な
い
場
合
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(7
) 

気
中
火
山
灰
濃
度
の
推
定
方
法
 

 
 
 
気
中
火
山
灰
濃
度
の
算
出
方
法
は
，

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
炉
お
よ
び
女
川
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
と
同
様
に
，
原
子
力
発
電
所
の
火
山
影
響
評
価
ガ
イ
ド

に
お
け
る
「
降
灰
継
続
時
間
を
仮
定
し
て
降
灰
量
か
ら
気
中
降
下
火
砕
物
濃
度
を
推
定
す
る
手
法
」
を
用
い
て
い
る
。
 

 

 
柏
崎
刈
羽

原
子
力
発
電
所
７
号
炉
 

女
川
原
子
力
発
電
所
２
号

炉
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
 

推
定
手
法
 

原
子
力
発
電
所

に
お
け
る
火
山
影
響
評
価

ガ
イ
ド
記
載
の

「
降
灰
継
続
時
間
を
仮
定

し
て
降
灰
量
か

ら
気
中
降
下
火
砕
物
濃
度

を
推
定
す
る
手

法
」
 

原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
火
山
影
響
評
価

ガ
イ
ド
記
載
の
「
降
灰
継
続
時
間
を
仮
定

し
て
降
灰
量
か
ら
気
中
降
下
火
砕
物
濃
度

を
推
定
す
る
手
法
」
 

原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
火
山
影
響
評
価

ガ
イ
ド
記
載
の
「
降
灰
継
続
時
間
を
仮
定

し
て
降
灰
量
か
ら
気
中
降
下
火
砕
物
濃
度

を
推
定
す
る
手
法
」
 

堆
積
量
 

35
cm
 

15
cm
 

5
6
c
m 

粒
径
分
布
 

Te
ph
ra
2
に
よ
る
算
出
結
果
 

Te
ph
ra
2
に
よ
る
算
出
結
果
 

T
e
p
h
r
a2
に
よ
る
算
出
結
果
 

気
中
降
下
火
砕
物
濃
度
 

3.
3g
/m

3  
2.
7g
/m

3  
8
.
8
g
/
m3
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 9.
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1. 概要 

本章では，実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則の改正（平成29 年12月14 日

原子力規制委員会規則第十六号）にて，第八十四条の二（現 第八十三条）に「火山影響等

発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動」が追加されたことから，これに対

する当社の対応の概要を以下に示す。 

(1) 要求事項および当社の対応 

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則の第八十三条一号ロ（１），（２），

（３）において，火山現象による影響が発生するおそれがある場合または発生した場合

（以下「火山影響等発生時」という。）における発電用原子炉施設の保全のための活動

は以下のとおり定められており，それに対する当社の対策を示す。また，第八十三条四

号に前三号に掲げるもののほか，設計想定事象，重大事故等または大規模損壊の発生時

における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために，緊急時対

策所の居住性の確保および通信連絡設備の確保を行う。 

第八十三条 当社の対応 

一
号
ロ 

（１） 火山現象による影響が発生し、又は発

生するおそれがある場合（以下この号

において「火山影響等発生時」とい

う。）における非常用交流動力電源設

備の機能を維持するための対策に関す

ること。 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ

系の給気口に改良型フィルタを取り付

け，２台運転を行う。 

（２） （１）に掲げるもののほか、火山影響

等発生時における代替電源設備その他

の炉心を冷却するために必要な設備の

機能を維持するための対策に関するこ

と。 

高圧原子炉代替注水系を使用し，原子

炉圧力容器内へ注水することにより炉

心の冷却を行う。この場合，継続して

高圧原子炉代替注水系の機能を維持す

る必要があるため，水源をサプレッシ

ョンチェンバから復水貯蔵タンクへ切

り替える。 

（３） （２）に掲げるもののほか、火山影響

等発生時に交流動力電源が喪失した場

合における炉心の著しい損傷を防止す

るための対策に関すること。 

原子炉隔離時冷却系を使用し，原子炉

圧力容器内へ注水することにより炉心

の冷却を行う。この場合，継続して原

子炉隔離時冷却系の機能を維持する必

要があるため，水源をサプレッション

チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替

える。 

四号 

前三号に掲げるもののほか、設計想定

事象、重大事故等又は大規模損壊の発

生時における発電用原子炉施設の保全

のための活動を行うために必要な体制

を整備すること。 

緊急時対策所の居住性確保，通信連絡

設備の機能確保のための手順を整備す

る。 

 

また，これらに対して要員の配置，教育訓練の実施，資機材の整備を含む計画の策定，体

制および手順書の整備ならびに定期的な評価を行う。 
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(2) 火山影響等発生時の想定 

第八十三条一号 ロ（１）においては，火山影響等発生時の想定として，「原子力発電

所の火山影響評価ガイド」に示す手法に従い，当該発電所の降灰量(56cm)が24 時間継続

すると仮定することにより気中降下火砕物濃度を推定し，その環境下での対策を検討し

た。 

第八十三条一号 ロ（２），ロ（３）および第八十三条四号においては，気中降下火砕

物濃度によらず，その動作に期待できる対策を検討した。 

 

2. 要員の配置 

火山影響等発生時に備え，必要な要員を配置する。また，夜間および休日（平日の勤務

時間帯以外）に発生した場合に備え，保安規定第１２条（運転員等の確保）に定める必要

な要員を配置する。 

図１，図２および図３に火山影響等発生時の体制の概略を示す。 

(1) 要員の非常招集 

所長は，降灰予報等により発電所（松江市）への多量の降灰が予想される場合，手順

書に定める組織の要員を招集して活動する。 

なお，夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）においては，手順書に定める組織が

構築されるまでの間，保安規定第１２条に定める重大事故等の対応を行う要員を活用す

る。 

(2) 火山影響等発生時の体制 

火山影響等発生時における対応は，以下の体制にて実施する。 

図４に火山影響等発生時における対応のタイムチャートを示す。 

a. 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能維持 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能を維持するための対策については，

緊急時対策要員８名（非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系に対して４名１班）に

て準備する。 

なお，夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）についても同様に実施する。 

b. 高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却 

高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却については，中央制御室運転員１名および

現場運転員２名にて実施する。 

なお，夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）についても同様に実施する。 

c. 原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却 

原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却については，中央制御室運転員１名にて実施

する。 

なお，夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）についても同様に実施する。 

d. 緊急時対策所の居住性確保 

緊急時対策所の居住性を確保するための対策については，緊急時対策要員１名にて

実施する。 

なお，夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）についても同様に実施する。 
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e. 通信連絡設備の確保 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ

－電話機およびＩＰ－ＦＡＸ）等の通信連絡を行うために必要な設備（以下「通信連

絡設備」という。）を確保するための対策については，緊急時対策要員４名，中央制

御室運転員１名，現場運転員２名にて実施する。 

なお，夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）についても同様に実施する。 

 

3. 教育訓練の実施 

「2. 要員の配置」の要員に対して，火山影響等発生時の非常用ディーゼル発電機Ａ系

およびＢ系の機能を維持するための対策および炉心の著しい損傷を防止するための対策等

に関する教育訓練を定期的に実施する。 

(1) 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能維持 

緊急時対策要員に対して，非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能を維持する

ための対策（改良型フィルタの設置等）に係る教育訓練を１年に１回以上実施する。 

(2) 高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却 

運転員に対する高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却に係る教育訓練については，

１年に１回以上実施する。 

(3) 原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却 

運転員に対する原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却に係る教育訓練については，１

年に１回以上実施する。 

(4) 緊急時対策所の居住性確保 

緊急時対策要員に対して，緊急時対策所の居住性確保に係る教育訓練を１年に１回以

上実施する。 

(5) 通信連絡設備の確保 

運転員および緊急時対策要員に対して，通信連絡設備の確保に係る教育訓練を１年に

１回以上実施する。 

 

4. 資機材の整備 

火山影響等発生時の対応に必要な以下の資機材を配備するとともに，必要時に使用可能

なよう適切に管理する。 

また，必要な保護具については別紙１に示す。 

(1) 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能維持 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能維持に必要な改良型フィルタを必要数

配備する。 

改良型フィルタ  2 台×2 系列 

フィルタ数  32 枚（1 系列あたり） 

(2) その他 

緊急時対策所の居住性確保および通信連絡設備の確保に必要な資機材を配備する。 
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5. 体制および手順書の整備 

(1) 火山影響等発生時における炉心冷却のための対応手段と設備の選定 

a. 対応手段の選定 

火山影響等発生時における炉心冷却のための対応フローを図５に示す。また，火山

影響等発生時の炉心冷却に有効な手段の選定を別紙２に示す。 

火山影響等発生時において，原子炉停止後，外部電源喪失が発生した場合は，炉心

崩壊熱の除去を維持継続する必要があるため，非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ

系からの給電により原子炉圧力容器への注水による炉心冷却等を行う。なお，最終ヒ

ートシンクへの熱輸送については残留熱除去系および原子炉補機冷却水系（原子炉補

機海水系を含む。）を用いたサプレッションプール水冷却モードおよび原子炉停止時冷

却モードにより実施する。 

この場合，継続して非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能を維持する必要

がある。（実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則 第八十三条一号 ロ

（１）） 

また，上記の状態において，全ての非常用ディーゼル発電機の機能が喪失した場合

は全交流動力電源喪失となるが，降下火砕物の影響によりガスタービン発電機からの

代替受電が不可能なため，原子炉隔離時冷却系を用いた原子炉圧力容器への注水によ

る炉心冷却を行う。この場合，継続して原子炉隔離時冷却系の機能を維持する必要が

あるため，水源をサプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへ切り替える。（実用

発電用原子炉の設置，運転等に関する規則 第八十三条一号 ロ（３）） 

さらに，原子炉隔離時冷却系による炉心冷却ができない場合は，高圧原子炉代替注

水系を用いた原子炉圧力容器への注水による炉心冷却を行う。この場合，継続して高

圧原子炉代替注水系の機能を維持する必要があるため，水源をサプレッションチェン

バから復水貯蔵タンクへ切り替える。（実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規

則 第八十三条一号 ロ（２）） 

なお，ロ（１）の対応に用いる非常用ディーゼル発電機について，ＢＷＲは炉心の

冷却はＡ系，Ｂ系および高圧炉心スプレイ系の各系統で対応が可能であるが，一方，

格納容器の除熱に用いる残留熱除去系ならびにほう酸水注入系，可燃性ガス濃度系，

非常用ガス処理系，燃料プール冷却系等はＡ系およびＢ系の負荷であることから，ロ

（１）の対応としては非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系を用いることとした。 

また，非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系が維持されている際の注水手段とし

て，原子炉隔離時冷却系，高圧原子炉代替注水系，残留熱除去系，低圧炉心スプレイ

系等が使用可能であるため，上記注水手段の中から適切な注水手段を選択，使用する

方針とする。 

なお，実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則の第八十三条一号ロ（２），（３）

の対応において，全ての非常用ディーゼル発電機の機能が喪失した場合，高圧注水系で

ある原子炉隔離時冷却系および高圧原子炉代替注水系にて炉心冷却を行うこととして

いる。ロ（１）においても原子炉隔離時冷却系等の高圧注水系にて注水することで継続

して炉心冷却が可能となる。よって，原子炉隔離時冷却系での炉心冷却の成立性を示す
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こととする。 

b. 各対応手段に対する必要設備 

(a) 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能維持 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能維持に必要な設備は，設置許可基準

規則の適合性審査において下記のとおりとしている。 

・非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系 

・原子炉補機冷却水ポンプ 

・原子炉補機海水ポンプ 

・原子炉補機冷却系熱交換器 

    ・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

    ・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

     また，原子炉隔離時冷却系の機能維持に必要な設備は下記のとおりである。 

    ・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

    ・サプレッションチェンバ 

  

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系については，給気口のフィルタが降下火砕

物によって閉塞することが想定されるため，対策として火山影響等発生時には，屋外

に設置された給気口に閉塞を防止するための改良型フィルタを取り付けることによっ

て機能維持が可能である。具体的な対策手順等は「5.(2) 非常用ディーゼル発電機

Ａ系およびＢ系の機能維持のための手順等」に示す。 

原子炉補機海水ポンプにおいては，降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有し

ており，降下火砕物の影響により安全機能を損なうことはない。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器，非常用ディーゼル発電機燃

料デイタンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，非常用ディーゼル発電機燃

料移送ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ，サプレッションチェンバについては，い

ずれも降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有する建物等内に設置されており，

降下火砕物の影響を受けることはない。 

 (b) 原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却 

原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却機能維持に必要な設備は，設置許可基準規

則の適合性審査において下記のとおりとしている。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッションチェンバ 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

また，上記の他，原子炉隔離時冷却系の水源および緊急時対策所における通信連

絡設備への電源として，下記設備が必要となる。 

・復水貯蔵タンク 

・高圧発電機車 
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復水貯蔵タンクにおいては，降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有するこ

とを確認するため，降下火砕物の影響により安全機能を損なうことはない。（資料

４ 別紙５） 

原子炉隔離時冷却系ポンプ，サプレッションチェンバ，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１

－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－

115V系充電器（ＳＡ）および230V系充電器（ＲＣＩＣ）については，降下火砕物堆

積荷重に対して構造健全性を有する建物等内に設置されており，降下火砕物の影響

を受けることはない。 

高圧発電機車は，降灰前に降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有する建物

内に移動させることから，降下火砕物の影響を受けることはない。 

Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩＣ）に

ついては，全交流動力電源喪失事象より24時間以内はこれら機器の機能維持に関わ

らず原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却機能の維持が可能である。 

具体的な対策手順等は「5.(3) 原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却のための手

順等」に示す。 

(c) 高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却 

高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却機能維持に必要な設備は，設置許可基準

規則の適合性審査において下記のとおりとしている。 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

・サプレッションチェンバ 

・常設代替直流電源設備 

また，上記の他，高圧原子炉代替注水系の水源および緊急時対策所における通信

連絡設備への電源として，下記設備が必要となる。 

・復水貯蔵タンク 

・高圧発電機車 

 

復水貯蔵タンクにおいては，降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有するこ

とを確認するため，降下火砕物の影響により安全機能を損なうことはない。（資料

４ 別紙５） 

高圧原子炉代替注水ポンプ，サプレッションチェンバ，ＳＡ用115V系蓄電池およ

びＳＡ用115V系充電器盤は，降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有する建物

等内に設置されており，降下火砕物の影響を受けることはない。 

高圧発電機車は，降灰前に降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有する建物

内に移動させることから，降下火砕物の影響を受けることはない。 

ＳＡ用115V系充電器については，全交流動力電源喪失事象より24 時間以内はこれ

ら機器の機能維持に関わらず高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却機能の維持が

可能である。 

具体的な対策手順等は「5.(4) 高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却のための

手順等」に示す。 
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(2) 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能維持のための手順等 

「(1)b. 各対応手段に対する必要設備」を踏まえた対策の概略系統図を図６に，対応

手順の概要を図７に示すとともに，対策手順等を以下に示す。 

a. 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系への改良型フィルタ取付け 

火山影響等発生時において非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能を維持する

ための対策として，非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系に対して改良型フィルタを

取り付けるための手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかに該当した場合は非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系への改良

型フィルタ取付けに着手する。 

     ○気象庁が発表する降灰予報（「速報」または「詳細」）により島根原子力発電所

を含む地域（松江市）への「多量」の降灰が予想された場合 

○気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において，地理的領域（発電所敷地か

ら半径160km）内の火山に噴火が確認されたが，噴火後10 分以内に降灰予報が発

表されない場合または降下火砕物による発電所への重大な影響が予想される場合 

なお，その後降灰予報が発表され，発電所への降灰が「多量」未満もしくは範囲外

となった場合は「2. 要員の配置」に示す体制を解除する。 

降灰予報等を用いた対応着手の判断については別紙３に示す。 

(b) 作業手順 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系への改良型フィルタ取付けの概略手順は以

下のとおりとする。図８に概略図，図９にタイムチャートを示す。 

①発電所対策本部長は，緊急時対策要員に対して非常用ディーゼル発電機Ａ系およ

びＢ系への改良型フィルタ取付けを指示する。 

②緊急時対策要員は，改良型フィルタ取付けエリアまで移動する。 

③緊急時対策要員は，改良型フィルタ取付けエリア付近に収納している作業に必要

な資機材（フレキシブルダクト，アタッチメント，閉止板）を準備する。 

④緊急時対策要員は，改良型フィルタ取付けエリアにて非常用ディーゼル発電機Ａ

系およびＢ系の給気口に閉止板を取り付けたうえで，給気口側とフィルタコンテ

ナ側に取り付けたアタッチメントにフレキシブルダクトを接続し，改良型フィル

タを取り付ける。 

(c) 作業の成立性 

作業の成立性について，確認結果を別紙４に示す。 

降下火砕物が発電所敷地に到達する前に実施するため，降灰による影響はない。 

b. 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系による給電  

火山影響等発生時において，原子炉停止後，外部電源喪失が発生した場合は，炉心崩

壊熱の除去を維持継続する必要があるため，非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系か

らの給電を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生した場合。 
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(b) 作業手順 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系は，外部電源喪失により自動起動し所内非

常用電源に給電する。非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系が自動起動しない場合

は，通常の運転操作により手動起動し所内非常用電源に給電する。 

c. 原子炉隔離時冷却系等を用いた炉心冷却 

火山影響等発生時において，原子炉停止後，外部電源喪失が発生した場合は，炉心崩

壊熱の除去を維持継続する必要があるため，非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系か

らの給電により原子炉隔離時冷却系等による炉心冷却を行う。 

なお，以下の作業手順および炉心冷却の成立性では，代表例として原子炉隔離時冷却

系を用いた炉心冷却について説明する。 

(a) 手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機Ａ系お

よびＢ系による給電を開始した場合。 

(b) 作業手順 

原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却に係る作業手順は通常の運転操作による。 

なお，水源はサプレッションチェンバまたは復水貯蔵タンクを使用する。 

(c) 炉心冷却の成立性 

原子炉隔離時冷却系による炉心冷却は，通常の運転操作と同様に非常用ディーゼル

発電機Ａ系およびＢ系からの給電を行うため，本シナリオにおいても炉心冷却に必要

な流量を確保できる。 

(3) 原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却のための手順等 

「(1)b. 各対応手段に対する必要設備」を踏まえた対策の概略系統図を図10に，対応

手順の概要を図11に示すとともに，対策手順等を以下に示す。 

火山影響等発生時において，原子炉停止後，外部電源が喪失し非常用ディーゼル発電

機から給電中に全ての非常用ディーゼル発電機が機能喪失した場合に，原子炉隔離時冷

却系を用いた炉心冷却を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機３台が

ともに機能喪失した場合。 

(b) 作業手順 

原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却に係る作業手順は，設置（変更）許可添付書

類十追補による。 

(a)項の判断基準を確認後，原子炉隔離時冷却系の水源をサプレッションチェンバ

から復水貯蔵タンクへ切り替える。（添付－１） 

水源切替えの概略手順は以下のとおり。 

①中央制御室運転員は，中央制御室にて復水貯蔵タンク水入口弁の全開操作を実施

後，ポンプトーラス水入口弁を全閉操作する。 

(c) 炉心冷却の成立性 

原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却は，原子炉水位低（レベル2）となった場
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合，原子炉隔離時冷却系が自動起動し，原子炉圧力容器への注水を開始することで，

炉心の著しい損傷を防止できることを確認している。（添付－２） 

(4) 高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却のための手順等 

「(1)b. 各対応手段に対する必要設備」を踏まえた対策の概略系統図を図12に，対応

手順の概要を図13に示すとともに，対策手順等を以下に示す。 

火山影響等発生時において，原子炉停止後，外部電源が喪失し非常用ディーゼル発電

機から給電中に全ての非常用ディーゼル発電機が機能喪失し，原子炉隔離時冷却系によ

る炉心冷却ができない場合に，高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機３台が

ともに機能喪失し，原子炉隔離時冷却系による炉心冷却ができない場合。 

(b) 作業手順 

高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却に係る作業手順は，設置（変更）許可添付

書類十追補による。 

(a)項の判断基準を確認後，高圧原子炉代替注水系の水源をサプレッションチェン

バから復水貯蔵タンクへ切り替える。（添付－３） 

水源切替えの概略手順は以下のとおり。 

①中央制御室運転員は，中央制御室にて復水貯蔵タンク水入口弁の全開操作を実施

後，ポンプトーラス水入口弁を全閉操作する。 

②現場運転員は，現場にて弁操作を実施し，水源切替えを行う。 

(c) 炉心冷却の成立性 

高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却は，事象発生から20分後に高圧原子炉代替

注水系を用いた原子炉圧力容器への注水を開始することで，炉心を十分に冷却するこ

とができることを確認している。（添付－４） 

(5) 必要な資源 

a. 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能維持 

(a) 水源 

   サプレッションチェンバを水源とし循環冷却することから，原子炉隔離時冷却系等

を用いた原子炉圧力容器への注水は24時間継続可能である。 

(b) 電源 

必要な負荷は非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系(5,840kW/系統)により給電が

可能である。 

(c) 燃料 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの容量はＡ系 340kL，Ｂ系 300kL であり，

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系が全出力で運転した場合でも 168 時間の給

電継続が可能である。 

b. 原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却 

(a) 水源 

注水開始時はサプレッションチェンバを水源とし，その後復水貯蔵タンクに切り
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替える。 

原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却に必要な水量は約900m3であり，復水貯蔵タ

ンクの有効水量は1200m3であることから，原子炉隔離時冷却系を用いた原子炉圧力

容器への注水は24時間継続可能である。 

(b) 電源 

原子炉隔離時冷却系の起動および運転員等による監視計器（原子炉圧力・水位

等）への給電に必要な蓄電池のうちＢ－115V系蓄電池は，全交流動力電源喪失から

８時間を経過した時点で，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）による給電に切り替えるこ

とで，24時間にわたって電力を供給できる容量を有する設計としている。また，

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）は，負荷切離しを行わず24時間にわたって電力を供給で

きる容量を有する設計としている。 

c. 高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却 

(a) 水源 

注水開始時はサプレッションチェンバを水源とし，その後復水貯蔵タンクに切り

替える。 

高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却に必要な水量は約900m3であり，復水貯蔵

タンクの有効水量は1200m3であることから，高圧原子炉代替注水系を用いた原子炉

圧力容器への注水は24時間継続可能である。 

(b) 電源 

高圧原子炉代替注水系の起動および運転員等による監視計器（原子炉圧力・水位

等）への給電に必要な蓄電池は，全交流動力電源喪失からＳＡ用115V系蓄電池によ

る給電により24時間にわたって電力を供給できる容量を有する設計としている。 

(6) 火山影響等発生時における原子炉停止措置 

火山影響等発生時において，発電所を含む地域（松江市）に降灰予報「多量」が発表

された場合，原子炉停止措置を講じる。具体的な原子炉停止の判断基準を以下に示す。 

以下のいずれかに該当した場合は原子炉停止措置を講じる。 

○島根原子力発電所を含む地域（松江市）に降灰予報「多量」が発表された場合。 

○発電所より半径160km以内の火山が噴火したが，降灰予報が発表されない場合におい

て，外部電源３回線のうち，１回線以上が動作不能となり，動作可能な外部電源が２

回線以下となった場合（送電線の点検時を含む。）または全ての外部電源が他の回線

に対し独立性を有していない場合。 

(7) その他体制の整備に係る手順等 

a. 緊急時対策所の居住性確保に関する手順等 

火山影響等発生時において，必要な数の要員を収容する等の発電所対策本部として

の機能を維持するため，緊急時対策所の居住性を確保する。 

緊急時対策所には，緊急時対策所空気浄化送風機および緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニットが設置されているが，降灰時においてはフィルタの閉塞が懸念されるた

め，緊急時対策所扉の開放により居住性を確保する。 

緊急時対策所扉の開放時には，自然換気により居住性を確保するため降下火砕物が
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多量に流入することは考えにくいが，念のため，緊急時対策所扉（２箇所）に仮設フ

ィルタを設置する。概要を図14に示す。 

(a) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかに該当した場合は緊急時対策所の居住性確保に着手する。 

    ○気象庁が発表する降灰予報（「速報」または「詳細」）により島根原子力発電

所を含む地域（松江市）への「多量」の降灰が予想された場合 

   ○気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において，地理的領域（発電所敷地

から半径160km）内の火山に噴火が確認されたが，噴火後10 分以内に降灰予報

が発表されない場合または降下火砕物による発電所への重大な影響が予想され

る場合 

なお，その後降灰予報が発表され，発電所への降灰が「多量」未満もしくは範囲

外となった場合は「2. 要員の配置」に示す体制を解除する。 

(b) 作業手順 

緊急時対策所の居住性確保のための概略手順は以下のとおりとする。 

①発電所対策本部長は，緊急時対策要員へ緊急時対策所扉の開放を指示する。 

②緊急時対策要員は，仮設フィルタを準備する。 

③緊急時対策要員は，緊急時対策所扉（２箇所）に仮設フィルタを取り付ける。 

④緊急時対策要員は，緊急時対策所の扉を開放する。 

(c) 作業の成立性 

(b)項の対応は，緊急時対策要員１名により降灰開始前に実施することが可能であ

る。緊急時対策要員は，緊急時対策所に設置されている酸素濃度計および二酸化炭

素濃度計を監視し，酸素濃度19%以上および二酸化炭素濃度1.0%以下を維持できてい

ることを確認する。 

いずれも屋内作業であるため降灰による影響はない。 

b. 通信連絡設備に関する手順等 

(a) 対応手段と設備の選定の考え方 

火山影響等発生時における通信連絡については，新規制基準対応として整備した

設計基準対象施設（重大事故等対処設備との兼用を含む。）および重大事故等対処

設備の通信連絡設備のうち，降下火砕物の影響を受けない有線系の設備を複数手段

確保することにより機能を確保する。なお，発電所外への通信連絡設備について

は，輻輳等による制限を受けない専用通信回線に接続している。 

火山影響等発生時に使用する通信連絡設備は，外部電源が期待できない場合でも

非常用ディーゼル発電機Ａ系または無停電電源装置（充電器等を含む。）もしくは

乾電池からの給電により電力保安通信用電話設備，有線式通信機，テレビ会議シス

テム（社内向），専用電話設備，統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機およびＩＰ－ＦＡＸ），安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）およびデータ伝送設備が使用可能である。 

また，非常用ディーゼル発電機Ａ系の機能が喪失した場合においても，原子炉建

物内に移動した高圧発電機車からの給電または乾電池により電力保安通信用電話設
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備，有線式通信機，テレビ会議システム（社内向），専用電話設備，統合原子力防

災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機およ

びＩＰ－ＦＡＸ），安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）およびデータ伝送設

備が使用可能である。なお，計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社

内外）の必要な場所で共有する場合については，電力保安通信用電話設備，専用電

話設備および統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シ

ステム，ＩＰ－電話機およびＩＰ－ＦＡＸ）を使用することで可能である。 

さらに，高圧発電機車の機能が喪失した場合には，火山影響等発生時の手順にお

いて最低限必要となる発電所内の通信連絡機能を確保するため，乾電池で使用可能

な有線式通信機を使用する。なお，有線式通信機については，使用場所（中央制御

室および屋内の作業場所）に専用通信線および専用接続端子が常設されているた

め，有線式通信機を専用接続端子に接続することにより容易に使用することが可能

である。また，使用場所（中央制御室および緊急時対策所）に電力保安通信用電話

設備の通信線が常設されているため，有線式通信機を通信線に接続することにより

容易に使用することが可能である。 

有線式通信機による発電所内の通信連絡の概要を図15に示す。 

(b) 対応手段と設備の選定の結果 

火山影響等発生時に使用する通信連絡設備は以下のとおりとする。また，発電所

内外の通信連絡設備の概要を図16に示す。 

・電力保安通信用電話設備 

・有線式通信機 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

・テレビ会議システム（社内向） 

・専用電話設備 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，

ＩＰ－電話機およびＩＰ－ＦＡＸ） 

・データ伝送設備 

なお，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）については，無停電電源装置

（充電器等を含む。）が給電できる間は連続して使用可能である。 

これらの設備については，降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有する建

物内に設置されており，また有線系の通信回線を有することから降下火砕物の影

響を受けることはない。 

外部電源が期待できない場合は非常用ディーゼル発電機Ａ系，乾電池または原

子炉建物内に移動した高圧発電機車からの給電により，有線式通信機，専用電話

設備および統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シ

ステム，ＩＰ－電話機およびＩＰ－ＦＡＸ）を使用するが，これらの設備および

電源は，建物内の設置および操作となることから降下火砕物の影響を受けること

はない。 

計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共
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有する場合については，専用電話設備および統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機およびＩＰ－ＦＡＸ）を

使用することで可能である。なお，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）お

よびデータ伝送設備によるデータ伝送については，無停電電源装置（充電器等を

含む。）が給電できる間は連続して使用可能である。 

また，全ての電源が期待できない場合は，乾電池を用いた有線式通信機を使用

するが，建物内の設置，操作となることから降下火砕物の影響を受けることはな

い。 

火山影響等発生時において，通信連絡設備の機能を確保するための電源系統の

概要を図17に，高圧発電機車による給電の概要を図18に示すとともに，対策手順

等を以下に示す。 

(c) 手順着手の判断基準 

ア. 高圧発電機車による給電準備 

以下のいずれかに該当した場合は高圧発電機車による給電準備に着手する。 

○気象庁が発表する降灰予報（「速報」または「詳細」）により島根原子力発

電所を含む地域（松江市）への「多量」の降灰が予想された場合 

○気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において，地理的領域（発電所敷

地から半径160km）内の火山に噴火が確認されたが，噴火後10 分以内に降灰

予報が発表されない場合または降下火砕物による発電所への重大な影響が予

想される場合 

なお，その後降灰予報が発表され，発電所への降灰が「多量」未満もしくは

範囲外となった場合は「2. 要員の配置」に示す体制を解除する。 

イ. 高圧発電機車による給電開始 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機Ａ

系からの受電が不能となった場合，高圧発電機車による給電を開始する。 

(d) 作業手順 

通信連絡設備への給電準備および給電開始の概略手順は以下のとおり。 

図19に給電準備および給電開始のタイムチャートを示す。 

ア. 高圧発電機車による給電準備 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧発電機車による給電

開始を指示するとともに当直長を経由して，発電所対策本部に高圧発電機車に

よる非常用交流高圧電源母線（以下「Ｍ／Ｃ」という。）受電準備開始を依頼

する。 

   ②現場運転員は，高圧発電機車の建物内搬入のため，２号炉原子炉建物南側鋼製

扉を開放する。 

③発電所対策本部長は，緊急時対策要員へ高圧発電機車による給電準備開始を指

示する。 

④緊急時対策要員は，保管場所から，２号炉原子炉建物内へ高圧発電機車を移動

する。 
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⑤緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車

接続プラグ収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行

う。 

⑥緊急時対策要員は，高圧発電機車の排気用として，２号炉原子炉建物南側鋼製

扉に排気ダクトを敷設・接続する。 

イ. 高圧発電機車による給電開始 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧発電機車による給電

開始を指示するとともに，当直長を経由して，発電所対策本部に高圧発電機車

による給電開始を依頼する。 

②中央制御室運転員は，受電するＭ／Ｃ，非常用低圧母線（以下「Ｌ／Ｃ」また

は「Ｃ／Ｃ」という。）の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロッ

ク」または「停止」とする。 

③現場運転員は，高圧発電機車によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための

電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められ

た負荷以外の遮断器を「切」とする。 

④発電所対策本部長は，緊急時対策要員に高圧発電機車による給電開始および緊

急時対策所低圧受電盤の受電確認を指示する。 

⑤緊急時対策要員は，メタクラ切替盤においてＭ／Ｃへの切替え作業をするとと

もに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ動力変圧器の一次側までの

間の電路の健全性を確認する。 

⑥緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線および緊急時対策所低

圧受電盤までの給電を開始する。 

⑦緊急時対策要員は，緊急時対策所低圧受電盤の受電状態を確認する。 

⑧当直副長は，運転員にＭ／Ｃ，Ｌ／ＣおよびＣ／Ｃの確認を指示する。 

⑨中央制御室運転員はＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑩現場運転員は，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態を確認する。 

(e) 作業の成立性 

ア. 高圧発電機車による給電準備および給電開始 

作業の成立性について，確認結果を別紙４に示す。 

高圧発電機車の給電準備の内，屋外作業は降灰前に完了させるため，降灰によ

る影響はない。 

(f) 必要な資源 

ア. 電源 

通信連絡設備の負荷は，緊急時対策所で約39kWであり，高圧発電機車（400kW※

１）により給電が可能である（別紙６）。 

有線式通信機については，電源である乾電池を交換することで24時間にわたっ

て使用することができる。 

有線式通信機による発電所内の通信連絡の概要を図15に示す。 

※１：その他設備（照明設備等）の負荷約91kWを考慮しても合計約130kWであ
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り，給電可能である。 

イ. 燃料 

高圧発電機車が降灰継続の24時間にわたって連続運転するために必要な燃料は

約2.76kLであるが，非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクで16kL確保している

ため，降灰継続の間，連続で通信連絡設備に給電することが可能である。 

 

6. 定期的な評価 

「2. 要員の配置」から「5. 体制および手順書の整備」の活動の実施結果について，

定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

(1) 各課長は「2. 要員の配置」から「5. 体制および手順書の整備」の活動の実施結果

について，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価結果に基づき，より適切

な活動となるように必要に応じて，計画の見直しを行い，課長（技術）に報告する。 

(2) 課長（技術）は，各課長からの報告を受け，必要に応じて計画の見直しを行う。 
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図１ 火山影響等発生時の体制の概略 

（防災組織図） 
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第１２条（運転員等の確保） 

課長（発電）は，原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する※１。なお，原子炉

の運転に必要な知識を有する者とは，原子炉の運転に関する実務の研修を受けた者を

いう。 

※１：重大事故等対処施設等の使用を開始するにあたっては，あらかじめ力量の付与の

ための教育訓練を実施する。 

２．課長（発電）は，原子炉の運転にあたって前項で定める者の中から，１班あたり表１

２－１に定める人数の者をそろえ，５班以上編成した上で，２交替勤務を行わせる。（３

号炉については４班以上編成した上で，３交替勤務を行わせる。）なお，特別な事情が

ある場合を除き，運転員には２４時間を超える勤務を行わせてはならない。また，表１

２－１に定める人数のうち，１名は当直長※２とし，運転責任者として原子力規制委員

会が定める基準に適合した者の中から選任された者とする。 

※２：２号炉の当直長は，１号炉および２号炉で兼任させることができる。 

＜中略＞ 

４．各課長は，重大事故等の対応のための力量を有する者を確保する※１。また，課長（技

術）は，重大事故等対応を行う要員として，表１２－３に定める人数を常時確保する。 

＜以下，省略＞ 

 

表１２－１ 

 

表１２－３ 

※３：２号炉の対応要員とする。 

※４：火災の規模に応じ招集する。 

 

 

 

 

図２ 火山影響等発生時の体制の概略 

（保安規定第１２条（運転員等の確保）に定める要員） 

中央制御室名 

原子炉の状態 
２号炉 ３号炉 

運転，起動および 

高温停止の場合 
７名以上 ３名以上 

冷温停止および 

燃料交換の場合 
５名以上 ２名以上 

要員名 緊急時対策要員 自衛消防隊 

常駐 ３１名以上※３ ７名以上 

招集 ４６名以上※３ ８名以上※４ 

出典：島根原子力発電所原子炉施設保安規定第１２条（運転員等の確保）

表１２－１，表１２－３ 

40



 

 

図
３
 
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
概
略
（
要
員
の
対
応
内
容
）
 

 
 

保
安
規
定
第
１
２
条
に
定
め
る
要
員
 

火
山
影
響
等
発
生
時
の
対
応
要
員
 

対
応
内
容
 

運
転
員
 

7
名
 

運
転
員
 

7
名
 

・
降
灰
予
報
に
伴
う
原
子
炉
停
止
判
断
（
当
直
長
）
 

・
プ
ラ
ン
ト
全
体
監
視
他
（
当
直
長
）
 

・
当
直
長
補
佐
，
操
作
指
示
，
プ
ラ
ン
ト
全
体
監
視
他
（
当
直
副
長
）
 

・
原
子
炉
停
止
 

・
プ
ラ
ン
ト
状
態
監
視
他
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
運
転
確
認
 

・
高
圧
発
電
機
車
受
電
確
認
 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
起
動
操
作
 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
運
転
確
認
 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
水
源
切
替
え
 

・
直
流
電
源
（
蓄
電
池
）
切
替
え
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

常
駐

31
名
以
上
 

招
集

46
名
以
上
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
本
部
要
員
）
 

常
駐

5
名
 

（
招
集

42
名
）
 

・
統
括
管
理
お
よ
び
全
体
指
揮

 

・
方
針
決
定
，
外
部
と
の
連
絡

 

・
通
報
連
絡
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
要
員
）
 

常
駐

26
名
 

（
招
集

4
名
）
 

・
改
良
型
フ
ィ
ル
タ
取
付
け
 

・
排
気
ダ
ク
ト
設
置
 

・
高
圧
発
電
機
車
移
動
，
ケ
ー
ブ
ル
接
続
，
起
動
，
運
転
確
認
，
給
電
 

操
作
，
受
電
確
認
，
燃
料
補
給
（
通
信
連
絡
設
備
の
確
保
）
 

41



 

  

                      

図
４
 
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
対
応
の
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（
１
／
２
）

 

 
  

手
順
の
内
容

●
降
灰
予
報
に
伴
う
原
子
炉
停
止
判
断

●
方
針
決
定
・
外
部
と
の
連
絡
・
プ
ラ
ン
ト
全
体
監
視
他

当
直
長

（
中
央
制
御
室
）

1

●
当
直
長
補
佐
・
操
作
指
示
・
プ
ラ
ン
ト
全
体
監
視
他

当
直
副
長

（
中
央
制
御
室
）

1

●
原
子
炉
停
止
（
手
動
）

●
プ
ラ
ン
ト
状
態
監
視
他

運
転
員

（
中
央
制
御
室
）

1

●
改
良
型
フ
ィ
ル
タ
取
付

緊
急
時
対
策
要
員

8

●
状
況
判
断

●
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 
動
作
確
認

●
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

●
状
況
判
断

●
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
原
子
炉
注
水
確
認

●
水
源
切
替
（
Ｓ
／
Ｃ
→
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
）

●
蓄
電
池
切
替
（
B
-
1
1
5
V
系
蓄
電
池
→
B
1
-
1
1
5
V
系
蓄
電
池

（
S
A
）
）

運
転
員

（
現
場
）

【
2
】

3
0
分

●
状
況
判
断

●
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
起
動
操
作

●
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

●
水
源
切
替
操
作
（
Ｓ
／
Ｃ
→
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
）

●
水
源
切
替
操
作
（
Ｓ
／
Ｃ
→
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
）

運
転
員

（
現
場
）

2

●
Ｍ
／
Ｃ
受
電
準
備

●
受
電
確
認

●
移
動
，
扉
開
放

●
Ｍ
／
Ｃ
受
電
準
備

●
受
電
確
認

●
高
圧
発
電
機
車
移
動

●
高
圧
発
電
機
車
へ
の
ケ
ー
ブ
ル
接
続

●
排
気
ダ
ク
ト
配
置

●
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
作
業
，
移
動

●
高
圧
発
電
機
車
 
起
動
・
運
転
確
認

●
緊
急
時
対
策
所
受
電
確
認

緊
急
時
対
策
要
員

1

●
高
圧
発
電
機
車
の
燃
料
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

【
2
】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
時

間
ご

と
に

実
施

運
転
員

7
/
7

緊
急
時
対
策
要
員

1
2
/
2
6

*
1
：
運
転
員
（
中
央
制
御
室
）
は
運
転
員
3
名
（
当
直
長
お
よ
び
当
直
副
長
含
む
）
の
内
数
で
実
施

3
5

3

2
－

5
－

－
1
1

3
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
時

間
ご

と
に

実
施

合
計
要
員
数
/
常
駐
要
員
数

－
5

3
5

7

5
分

5
分

2
8
分

3
1
分

2
1
分

緊
急
時
対
策
要
員

3

5
分

2
0
分

6
0
分

1
0
分

運
転
員

（
現
場
）

2

5
分

2
5
分

通
信
連
絡
設
備
の
確
保

運
転
員

（
中
央
制
御
室
）

*
1

項
目
ロ
(
2
)
,
ロ
(
3
)

共
通
対
応
事
項

2
5
分

5
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
継

続
実

施

1
0
分

1
0
分

項
目
ロ
(
2
)

対
応
事
項

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

を
用
い
た
炉
心
冷
却

運
転
員

（
中
央
制
御
室
）

*
1

5
分

1
0
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
継

続
実

施

項
目
ロ
(
3
)

対
応
事
項

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
を

用
い
た
炉
心
冷
却

運
転
員

（
中
央
制
御
室
）

*
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
継

続
実

施

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
 
 
　

　
　

　
継

続
実

施

1
0
分

項
目
ロ
(
1
)

対
応
事
項

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
の
機
能
維
持

4
5
分

継
続

実
施

運
転
員

（
中
央
制
御
室
）

*
1

継
続

実
施

手
順
の
項
目

要
員
数
（
名
）

【
】
は
他
作
業
後

移
動
し
て
き
た
要
員

項
目
ロ
(
1
)
，

ロ
(
2
)
，
ロ
(
3
)

共
通
対
応
事
項

中
央
制
御
室
内
状
況
判

断
・
運
転
操
作

継
続

実
施

1
1
0
分

1
2
0
分

8
h

9
h

5
0
分

6
0
分

7
0
分

8
0
分

9
0
分

1
0
0
分

経
過
時
間

0
分

1
0
分

2
0
分

3
0
分

4
0
分

2
1
h

2
2
h

2
3
h

2
4
h

2
5
h

1
5
h

1
6
h

1
7
h

1
8
h

1
9
h

2
0
h

0
分

噴
火
発
生

1
0
分

降
灰
予
報
発
表
・
対
応
着
手

5
5
分
（
最
短
）

降
灰
開
始
・
外
部
電
源
喪
失

※
項
目
ロ
(
3
)
の
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
は
，

降
灰
開
始
と
同
時
に
項
目
ロ
(1
)
の

対
応

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

を
想

定

※
項
目
ロ
(2
)
の
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
は
，

降
灰
開
始
と
同
時
に
項
目
ロ

(
1
)，

(
3
)の

対
応
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
を
想
定

黒
字
で
示

し
た
作

業
は
，

項
目
ロ

(1
)，

ロ
(
2
)，

ロ
(
3)

の
各
対
応

時
の
み

実
施
す

る
。

24
時
間

降
灰
終
了

赤
字

で
示

し
た

作
業
は
，

降
灰

開
始
前
に

実
施
が

必
要
な

作
業

で
あ

る
た

め
，

項
目

ロ
(1
)，

ロ
(
2)

，
ロ

(3
)の

区
別
な

く
，

並
行

し
て

実
施

す
る

。

※
項
目
ロ
(
2
)
，
ロ
(
3
)
共
通
対
応
事
項
の

タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
は
，
降
灰
開
始
と
同
時

に
項
目
ロ
(
1
)
の
対
応
が
不
可
能
と
な
っ

た
場
合
を
想
定

対
応

ロ
(
3
)
の
場
合

9時
間
25
分
（
最
短
）

蓄
電

池
切

替
え

（
B
→
B
1
）

42



 

 

                        

図
４
 
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
対
応
の
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（
２
／
２
）
 
 

（
必
要
要
員
数
の
時
間
経
過
）

 

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

時
間
[ｈ

]

必
要

要
員
数
[名

]

緊
急
時
対
策

要
員
（
現
場
要
員
）

常
駐

：
26
名

24681
0

●
改

良
型
フ

ィ
ル
タ

取
付
け

●
高

圧
発
電

機
車
移

動
等

時
間
[ｈ

]

必
要

要
員
数
[名

]

運
転
員

常
駐
：

７
名

2468
●

水
源

切
替

●
通

信
電
源

確
保

●
所

内
用
蓄

電
池
切

替

1
2

●
高
圧

発
電

機
車
燃

料
補
給

43



 

 

 

 

図５ 火山影響等発生時における炉心冷却のためのロ（１），（２），（３）の 

各対応の全体フロー 
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a.系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.給電系統図 

 

図６ 対策の概略系統図（非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能維持） 

（ロ（１）の対応） 
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図７ 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能維持のための対応手順の概要 

（ロ（１）の対応） 
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a.系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.給電系統図 

 

図 10 対策の概略系統図（原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却） 

（ロ（３）の対応） 
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図 11 原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却のための対応手順の概要 

（ロ（３）の対応） 
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図 13 高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却のための対応手順の概要 

（ロ（２）の対応） 
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図 14 緊急時対策所 換気経路の確保 
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図 17 通信連絡設備の電源系統の概要 
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a.高圧発電機車配置およびケーブル敷設ルート

b.高圧発電機車建物内配置概要

図 18 高圧発電機車による給電の概要 

【凡例】 

：高圧発電機車 

：高圧発電機車接続プラグ収納箱 

：M/C 等受電盤 

：ケーブル敷設ルート（可搬） 

：ケーブル敷設ルート（常設） 

R/B 2FL 

非常用 M/C,L/C 

緊急時対策所 1FL 

低圧受電盤 R/B 1FL(建物内) 

高圧発電機車 

R/B 1FL(屋外) 

高圧発電機車接続 

プラグ収納箱 
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添付－２ 

 

原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却の成立性 

 

1. はじめに 

火山影響等発生時において，実用炉規則第八十三条第一項ロ（３）に係る対応では，降灰

により全交流動力電源喪失および屋外の可搬型設備の機能喪失を想定する。 

上記想定を踏まえて，降灰と同時に外部電源喪失および非常用ディーゼル発電機が機能喪

失し，全交流動力電源喪失が発生した場合には，原子炉隔離時冷却系による原子炉への注水

が開始されるが，サプレッションチェンバを水源として原子炉隔離時冷却系を長期的に使用

した場合は，サプレッションチェンバ水温度が上昇し，原子炉隔離時冷却系が機能喪失する

おそれがある。このため，原子炉隔離時冷却系の水源を復水貯蔵タンクへ切り替えて炉心冷

却を継続することにより，炉心の著しい損傷を防止できることについて確認した。 

 

2. 主要解析条件等 

表１に主要な解析条件を示す。また，図１に対応手順と事象進展，表２に対策における

設備と操作手順の関係を示す。なお，表１以外の主要解析条件は，原子炉設置変更許可申

請書添付書類十のうち，事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」と

同様であり，参考表１に示す。 
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表１ 主要解析条件 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

解析コード 原子炉側：ＳＡＦＥＲ 
格納容器側：ＭＡＡＰ 

新規制基準適合性確認審査で実績のあ
るコードを使用。（主要条件のため記載） 

起因事象 外部電源喪失 降灰によって，外部電源を喪失するもの
として設定。 

安全機能の喪失
に対する仮定 

全交流動力電源喪失 
屋外の可搬型設備の機能喪失 

降灰によるすべての非常用ディーゼル
発電機等および屋外の可搬型設備の機
能喪失を仮定。 

外部水源の温度 復水貯蔵タンク：50℃ 実績値を踏まえて設定。 

原子炉隔離時冷
却系の水源切替
え操作 

・事象発生から 15分後までは S/C水源，
以降は CST水源とする。 

 

事象判断の時間を考慮して事象発生か
ら 10分後に開始し，中央制御室内での
操作時間５分を加えた時間を設定。 

常設代替交流電
源設備からの受
電 

事象発生から 24時間 10分後 本事象の前提条件として設定。 

残留熱除去系（格
納容器冷却モー
ド）による格納容
器除熱操作 

・事象発生から 24時間 30分後 
・急速減圧後は，Ｌ３到達後，残留熱除
去系（低圧注水モード）に切り替える。 

・格納容器圧力が 13.7kPa[gage]到達後
は，残留熱除去系（サプレッションプ
ール水冷却モード）に切替え，以後冷
却を継続実施する。 

常設代替交流電源設備からの受電後，残
留熱除去系の起動操作に要する時間を
考慮して設定。 

逃がし安全弁に
よる原子炉急速
減圧操作 

残 留 熱 除 去 系 復 旧 後 S/C 圧 力
200kPa[gage]到達時 

原子炉急速減圧による格納容器圧力上
昇を考慮して設定。 

残留熱除去系（低
圧注水モード）に
よる原子炉注水 

急速減圧後，注水可能圧力から原子炉注
水を実施し，Ｌ８到達時に残留熱除去系
（格納容器冷却モード）へ切り替える。 

原子炉格納容器除熱および原子炉水位
制御（レベル３～レベル８）が継続的に
可能な条件として設定。 

 

3. 解析結果 

  原子炉圧力，原子炉水位および燃料被覆管温度の推移を図２から図４に，格納容器圧力，

格納容器温度，サプレッションチェンバ水位およびサプレッションチェンバ水温度の推移を

図５から図８に示す。 

(1) 事象進展 

 全交流動力電源喪失後，原子炉水位低（レベル３）信号が発生して原子炉がスクラムし，

また，原子炉水位低（レベル２）で原子炉隔離時冷却系が自動起動して原子炉水位は維持

される。再循環ポンプについては，外部電源喪失により，事象発生とともに２台すべてが

トリップする。 

事象発生から 15 分後に原子炉隔離時冷却系の水源をサプレッションチェンバから復水

貯蔵タンクへ切り替える。 

崩壊熱除去機能を喪失しているため，原子炉圧力容器内で崩壊熱により発生する蒸気が

原子炉格納容器内に流入することで，格納容器圧力および温度は徐々に上昇する。 

事象発生から原子炉の急速減圧実施までの間，原子炉隔離時冷却系によって，原子炉水

位は適切に維持される。 
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事象発生から 24 時間経過した時点で，常設代替交流電源設備による交流電源の供給を

開始し，事象発生から 24 時間 30 分経過した時点で中央制御室からの遠隔操作によって

残留熱除去系（格納容器冷却モード）を起動し原子炉格納容器除熱を開始する。その後，

格納容器圧力が，200kPa[gage]となった時点で，中央制御室からの遠隔操作により主蒸気

逃がし安全弁（自動減圧機能付き）６個を手動開することで，原子炉の急速減圧を実施し，

原子炉減圧後に残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を開始する。原子炉の

急速減圧を開始すると，原子炉冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，残留熱除去

系（低圧注水モード）による原子炉注水が開始され，原子炉水位が回復する。その後は，

原子炉水位が原子炉水位高（レベル８）に到達した場合に，残留熱除去系（格納容器冷却

モード）に切り替え，再び原子炉水位が原子炉水位低（レベル３）まで低下した場合に，

残留熱除去系（低圧注水モード）に切り替えることで，原子炉水位は適切に維持される。 

 (2) 評価項目等 

 燃料被覆管の最高温度は，図４に示すとおり，初期値（約 309℃）を上回ることなく，

1,200℃以下となる。また，燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管

厚さの１％以下であり，15％以下となる。 

原子炉圧力は図２に示すとおり，主蒸気逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により，

約 7.74MPa[gage]以下に抑えられる。 

原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は，原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力と

の差（約 0.3MPa）を考慮しても，約 8.04MPa[gage]以下であり，最高使用圧力の 1.2 倍

（10.34MPa[gage]）を十分下回る。 

また，崩壊熱除去機能を喪失しているため，原子炉圧力容器内で崩壊熱により発生する

蒸気が原子炉格納容器内に流入することによって，格納容器圧力および温度は徐々に上昇

するが，残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器除熱を行うことによ

って，格納容器バウンダリにかかる圧力および温度の最大値は，それぞれ約 361kPa[gage]

および約 149℃に抑えられ，原子炉格納容器の限界圧力および限界温度を下回る。 

図３に示すとおり，原子炉隔離時冷却系および残留熱除去系（低圧注水モード）による

注水継続により炉心が冠水し，炉心の冷却が維持される。 

その後は，24時間 30分後に残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容

器除熱を実施することで安定状態が確立し，また，安定状態を維持できる。 

 

4. 不確かさの影響評価 

  3.で示した解析結果に対して，原子炉設置変更許可申請書 添付書類十と同等の不確かさ

の影響評価を実施し，運転員等操作時間および評価結果に与える影響を確認した。 

不確かさの影響を確認する運転員等操作は，火山影響等発生時に行う操作として，原子炉

隔離時冷却系の水源切替え操作（サプレッションチェンバから復水貯蔵タンク）を対象に影

響を確認する。 

(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価 

   原子炉設置変更許可申請書添付書類十のうち，事故シーケンスグループ「全交流動力電

源喪失（長期ＴＢ）」と同じ。 
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(2) 解析条件の不確かさの影響評価 

  a. 初期条件，事象条件および対策に関連する機器条件 

原子炉設置変更許可申請書添付書類十のうち，事故シーケンスグループ「全交流動力

電源喪失（長期ＴＢ）」と同じ。 

b. 操作条件 

操作条件の不確かさとして，操作の不確かさを「認知」,「要員配置」,「移動」,「操

作所要時間」,「他の並列操作有無」および「操作の確実さ」の６要因に分類し,これら

の要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また,運転員等操作時間に与える影

響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し，評価結果を以下に示す。 

(a) 運転員等操作時間に与える影響 

操作条件の原子炉隔離時冷却系の水源切替え操作（サプレッションチェンバから復水

貯蔵タンク）は，解析上の操作完了時間として事象発生から 15 分後を設定している。

運転員等操作時間に与える影響として，操作開始時間は全交流動力電源喪失の認知に係

る確認時間として時間余裕を含めて 10 分を設定しており，原子炉隔離時冷却系の水源

切替え操作開始時間は解析上の設定よりも早まる可能性があることから，運転員等操作

時間に対する余裕は大きくなる。 

(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

操作条件の原子炉隔離時冷却系の水源切替え操作（サプレッションチェンバから復水

貯蔵タンク）は，運転員等操作時間に与える影響として，実態の操作開始時間は解析上

の設定よりも早まる可能性があるが，原子炉への注水が継続されることに変わりはない

ことから，評価項目となるパラメータに与える影響はない。 

(3) 操作時間余裕の把握 

操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から，評価項目となるパラメータ

に対して，対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余裕を確認し，その結果を以下

に示す。 

運転員等操作時間に与える影響として，全交流動力電源喪失の認知に係る確認時間およ

び水源切替えに伴う弁操作時間は，時間余裕を含めて設定していることから，水源切替え

操作が遅れることはないが，操作が遅れた場合を仮定しても，原子炉への注水が継続され

ることに変わりはないことから，炉心の著しい損傷は発生しない。また，格納容器圧力は，

解析における最大圧力361kPa[gage]から上昇する可能性はあるが，格納容器圧力の上昇は

継続監視していることから，格納容器スプレイが実施できない場合の格納容器ベント操作

開始の起点となる格納容器圧力384kPa[gage]到達時点で速やかに格納容器ベント操作が実

施可能であり，原子炉格納容器の限界圧力853kPa[gage]に至ることはないため，評価項目

を満足することから，時間余裕がある。 

(4) まとめ 

解析コードおよび解析条件の不確かさの影響評価の範囲として，運転員等操作時間に与

える影響，評価項目となるパラメータに与える影響および操作時間余裕を確認した。その

結果，解析コードおよび解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮し

た場合においても，評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。このほか，評価項
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目となるパラメータに対して，対策の有効性が確認できる範囲内において，操作時間には

時間余裕がある。 

 

5. 結論 

実用炉規則第八十三条第一項ロ（３）に係る対応では，全交流動力電源喪失および屋外の

可搬型設備の機能喪失を想定した場合でも，原子炉隔離時冷却系の水源をサプレッションチ

ェンバから復水貯蔵タンクに切り替えることにより，継続的な炉心冷却が可能であり，炉心

の著しい損傷を防止できる。また，解析コードおよび解析条件の不確かさを考慮した場合で

も，評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

このため，原子炉隔離時冷却系の水源を切り替えて炉心冷却を継続することにより，炉心

の著しい損傷を防止できることを確認した。 
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図１ 対応手順と事象進展
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図２ 原子炉圧力の推移 

 

 

  

図３ 原子炉水位（シュラウド内外水位）の推移 
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  図４ 燃料被覆管温度の推移 

 

 

 

図５ 格納容器圧力の推移 
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図６ 格納容器温度の推移 

 

  

 

図７ サプレッションチェンバ水位の推移 
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図８ サプレッションチェンバ水温度の推移 
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添付－３ 

 

高圧原子炉代替注水系の水源切替え手順 

 

火山影響等発生時に外部電源および非常用ディーゼル発電機が機能喪失し，かつ原子炉

隔離時冷却系が使用できない場合は，中央制御室からの手動操作により高圧原子炉代替注

水系を起動し，現場での弁操作により水源をサプレッションチェンバから復水貯蔵タンク

へ切替え，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。ここでは，

高圧原子炉代替注水系の水源を，サプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへ切り替え

る手順を説明する。 

 

  ⅰ  手順着手の判断基準 

    火山影響等発生時において，原子炉停止後，外部電源および非常用ディーゼル発電機

が機能喪失し，かつ原子炉隔離時冷却系による炉心冷却ができず高圧原子炉代替注水系

による原子炉圧力容器への注水が確保されている場合。 

 

  ⅱ 操作手順 

   高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え手順の概要は

以下のとおり。概要図を図１に，タイムチャートを図２に示す。 

    ①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にサプレッションチェンバから

復水貯蔵タンクへの水源の切替え，その後の高圧原子炉代替注水系の運転状態に異

常がないことを確認するよう指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系のポンプ復水貯蔵水

入口弁を全開操作する。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系のポンプ復水貯蔵水

入口弁が全開となったことを確認後，原子炉隔離時冷却系のポンプトーラス水入口

弁を全閉操作する。 

    ④現場運転員ＢおよびＣは，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣポンプ入口弁を全開操作する。 

    ⑤現場運転員ＢおよびＣは，ＲＨＲ ＨＰＡＣポンプ入口弁を全閉操作する。 

    ⑥中央制御室運転員Ａは中制御室にて，水源切替え後における高圧原子炉代替注水系

の運転状態に異常がないことを確認し，当直副長に水源切替えが完了したことを報

告する。 

 

  ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名および現場運転員２名にて操作を実施した場合，

作業開始を判断してから水源をサプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへ切り替え

るまで２５分以内で可能である。 
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添付－４ 

 

高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却の成立性 

 

1. はじめに 

火山影響等発生時において，実用炉規則第八十三条第一項ロ（２）に係る対応では，降灰

により全交流動力電源喪失ならびに屋外の可搬型設備および原子炉隔離時冷却系の機能喪

失を想定する。 

上記想定を踏まえて，降灰と同時に外部電源喪失および非常用ディーゼル発電機の機能喪

失が発生し，全交流動力電源喪失が発生した状態において，原子炉隔離時冷却系が機能喪失

した場合には，高圧原子炉代替注水系による原子炉への注水を開始するが，サプレッション

チェンバを水源として高圧原子炉代替注水系を長期的に使用した場合は，サプレッションチ

ェンバ水温度が上昇し，高圧原子炉代替注水系が機能喪失するおそれがある。このため，高

圧原子炉代替注水系の水源を復水貯蔵タンクへ切り替えて炉心冷却を継続することにより，

炉心の著しい損傷を防止できることについて確認した。 

 

2. 主要解析条件等 

表１に主要な解析条件を示す。また，図１に対応手順と事象進展，表２に対策におけ

る設備と操作手順の関係を示す。なお，表１以外の主要解析条件は，原子炉設置変更許

可申請書添付書類十のうち，事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（ＴＢ

Ｕ）」と同様であり，参考表１に示す。 
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表１ 主要解析条件 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

解析コード 原子炉側：ＳＡＦＥＲ 
格納容器側：ＭＡＡＰ 

新規制基準適合性確認審査で実績のあ
るコードを使用。（主要条件のため記載） 

起因事象 外部電源喪失 降灰によって，外部電源を喪失するもの
として設定。 

安全機能の喪失
に対する仮定 

全交流動力電源喪失 
屋外の可搬型設備の機能喪失 
原子炉隔離時冷却系の機能喪失 

降灰によるすべての非常用ディーゼル
発電機等，屋外の可搬型設備および原子
炉隔離時冷却系の機能喪失を仮定。 

外部水源の温度 復水貯蔵タンク：50℃ 実績値を踏まえて設定。 

高圧原子炉代替
注水系による原
子炉注水操作 

・事象発生から 35分後までは S/C水源，
以降は CST水源とする。 

事象判断の時間を考慮して事象発生か
ら 10 分後に開始し，現場での操作時間
25分を加えた時間を設定。 

常設代替交流電
源設備からの受
電 

事象発生から 24時間 10分後 本事象の前提条件として設定。 

残留熱除去系（格
納容器冷却モー
ド）による格納容
器除熱操作 

・事象発生から 24時間 30分後 
・急速減圧後は，Ｌ３到達後，残留熱除
去系（低圧注水モード）に切り替える。 

・格納容器圧力が 13.7kPa[gage]到達後
は，残留熱除去系（サプレッションプ
ール水冷却モード）に切替え，以後冷
却を継続実施する。 

常設代替交流電源設備からの受電後，残
留熱除去系の起動操作に要する時間を
考慮して設定。 

逃がし安全弁に
よる原子炉急速
減圧操作 

残 留 熱 除 去 系 復 旧 後 S/C 圧 力
200kPa[gage]到達時 

原子炉急速減圧による格納容器圧力上
昇を考慮して設定。 

残留熱除去系（低
圧注水モード）に
よる原子炉注水
操作 

急速減圧後，注水可能圧力から原子炉注
水を実施し，Ｌ８到達時に残留熱除去系
（格納容器冷却モード）へ切り替える。 

原子炉格納容器除熱および原子炉水位
制御（レベル３～レベル８）が継続的に
可能な条件として設定。 

 

3. 解析結果 

  原子炉圧力，原子炉水位および燃料被覆管温度の推移を図２から図４に，格納容器圧力，

格納容器温度，サプレッションチェンバ水位およびサプレッションチェンバ水温度の推移を

図５から図８に示す。 

(1) 事象進展 

全交流動力電源喪失後，原子炉水位低（レベル３）信号が発生して原子炉がスクラムし，

また，原子炉水位低（レベル２）で原子炉隔離時冷却系の自動起動に失敗した後，高圧原

子炉代替注水系を手動起動することにより原子炉水位は維持される。再循環ポンプについ

ては，外部電源喪失により，事象発生とともに２台すべてがトリップする。 

事象発生から 35 分後に高圧原子炉代替注水系の水源をサプレッションチェンバから復

水貯蔵タンクへ切り替える。 

崩壊熱除去機能を喪失しているため，原子炉圧力容器内で崩壊熱により発生する蒸気が

原子炉格納容器内に流入することで，格納容器圧力および温度は徐々に上昇する。 

事象発生から原子炉の急速減圧実施までの間，高圧原子炉代替注水系によって原子炉水
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位は適切に維持される。 

事象発生から 24 時間経過後の対応は，実用炉規則第八十三条第一項ロ（３）における

対応と同様である。 

(2) 評価項目等 

燃料被覆管の最高温度は，図４に示すとおり，初期値（約 309℃）を上回ることなく，

1,200℃以下となる。また，燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆

管厚さの１％以下であり，15％以下となる。 

原子炉圧力は図２に示すとおり，主蒸気逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により，

約 7.74MPa[gage]以下に抑えられる。 

原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は，原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力

との差（約 0.3MPa）を考慮しても，約 8.04MPa[gage]以下であり，最高使用圧力の 1.2

倍（10.34MPa[gage]）を十分下回る。 

また，崩壊熱除去機能を喪失しているため，原子炉圧力容器内で崩壊熱により発生す

る蒸気が原子炉格納容器内に流入することによって，格納容器圧力および温度は徐々に

上昇するが，残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器除熱を行うこ

とによって，格納容器バウンダリにかかる圧力および温度の最大値は，それぞれ約

388kPa[gage]および約 154℃に抑えられ，原子炉格納容器の限界圧力および限界温度を

下回る。 

図３に示すとおり，高圧原子炉代替注水系および残留熱除去系（低圧注水モード）に

よる注水継続により炉心が冠水し，炉心の冷却が維持される。 

その後は，24時間 30分後に残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納

容器除熱を実施することで安定状態が確立し，また，安定状態を維持できる。 

 

4. 不確かさの影響評価 

  3.で示した解析結果に対して，原子炉設置変更許可申請書 添付書類十と同等の不確かさ

の影響評価を実施し，運転員等操作時間および評価結果に与える影響を確認した。 

不確かさの影響を確認する運転員等操作は，火山影響等発生時に行う操作として，高圧原

子炉代替注水系の水源切替え操作（サプレッションチェンバから復水貯蔵タンク）を対象に

影響を確認する。 

(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価 

   原子炉設置変更許可申請書添付書類十のうち，事故シーケンスグループ「全交流動力電

源喪失（ＴＢＵ）」と同じ。 

(2) 解析条件の不確かさの影響評価 

ａ．初期条件，事象条件および対策に関連する機器条件 

原子炉設置変更許可申請書添付書類十のうち，事故シーケンスグループ「全交流動力

電源喪失（ＴＢＵ）」と同じ。 

ｂ．操作条件 

操作条件の不確かさとして，操作の不確かさを「認知」,「要員配置」,「移動」,「操

作所要時間」,「他の並列操作有無」および「操作の確実さ」の６要因に分類し,これら
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の要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また,運転員等操作時間に与える影

響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し，評価結果を以下に示す。 

(a) 運転員等操作時間に与える影響 

操作条件の高圧原子炉代替注水系の水源切替え操作（サプレッションチェンバから復

水貯蔵タンク）は，解析上の操作完了時間として事象発生から 35分後を設定している。

運転員等操作時間に与える影響として，操作開始時間は全交流動力電源喪失および原子

炉隔離時冷却系機能喪失の認知に係る確認時間は，時間余裕を含めて 10 分を設定して

いることから，高圧原子炉代替注水系の水源切替え操作開始時間は解析上の設定よりも

早まる可能性があることから，運転員等操作時間に対する余裕は大きくなる。 

(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

操作条件の高圧原子炉代替注水系の水源切替え操作（サプレッションチェンバから復

水貯蔵タンク）は，運転員等操作時間に与える影響として，実態の操作開始時間は解析

上の設定よりも早まる可能性があるが，原子炉への注水が継続されることに変わりはな

いことから，評価項目となるパラメータに与える影響はない。 

(3) 操作時間余裕の把握 

操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から，評価項目となるパラメータ

に対して，対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余裕を確認し，その結果を以下

に示す。 

運転員等操作時間に与える影響として，全交流動力電源喪失および原子炉隔離時冷却系

機能喪失の認知に係る確認時間および水源切替えに伴う弁操作時間は，時間余裕を含めて

設定していることから，水源切替え操作が遅れることはないが，操作が遅れた場合を仮定

しても，原子炉への注水が継続されることに変わりはないことから，炉心の著しい損傷は

発生しない。また，格納容器圧力は，解析における急速減圧前の最大圧力376kPa[gage]か

ら上昇する可能性はあるが，格納容器圧力の上昇は継続監視していることから，格納容器

スプレイが実施できない場合の格納容器ベント操作開始の起点となる格納容器圧力

384kPa[gage]到達時点で速やかに格納容器ベント操作が実施可能であり，原子炉格納容器

の限界圧力853kPa[gage]に至ることはないため，評価項目を満足することから，時間余裕

がある。 

(4) まとめ 

解析コードおよび解析条件の不確かさの影響評価の範囲として，運転員等操作時間に与

える影響，評価項目となるパラメータに与える影響および操作時間余裕を確認した。その

結果，解析コードおよび解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮し

た場合においても，評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。このほか，評価項

目となるパラメータに対して，対策の有効性が確認できる範囲内において，操作時間には

時間余裕がある。 

 

5. 結論 

実用炉規則第八十三条第一項ロ（２）に係る対応では，全交流動力電源喪失と同時に原子

炉隔離時冷却系および屋外の可搬型設備の機能喪失を想定した場合でも，高圧原子炉代替注
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水系の水源をサプレッションチェンバから復水貯蔵タンクに切り替えることにより，継続的

な炉心冷却が可能であり，炉心の著しい損傷を防止できる。また，解析コードおよび解析条

件の不確かさを考慮した場合でも，評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

このため，高圧原子炉代替注水系の水源を切り替えて炉心冷却を継続することにより，炉

心の著しい損傷を防止できることを確認した。  
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図１ 対応手順と事象進展
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図２ 原子炉圧力の推移 

 

 

 

図３ 原子炉水位（シュラウド内外水位）の推移 
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図４ 燃料被覆管温度の推移 

 

 

 

図５ 格納容器圧力の推移 
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図６ 格納容器温度の推移 

 

  

 

図７ サプレッションチェンバ水位の推移 
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図８ サプレッションチェンバ水温度の推移 
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添付－５ 

 

火山影響等発生時における原子炉隔離時冷却系および高圧原子炉代替注水系の 

継続運転が可能であることの妥当性 

 

 火山影響等発生時に全交流動力電源喪失した場合（以下「全交流動力電源喪失（火山事象）」

という。）において，原子炉隔離時冷却系（以下「ＲＣＩＣ」という。）または高圧原子炉代替

注水系（以下「ＨＰＡＣ」という。）を用いた 24時間以上の原子炉注水に期待している。 

 全交流動力電源喪失（火山事象）時にはサプレッションチェンバ（以下「Ｓ／Ｃ」という。）

の圧力および水温の上昇，各ポンプ室温の温度上昇，注水に必要な水量および主蒸気逃がし安

全弁の作動に必要な窒素ガス容量が，各ポンプの継続運転に影響することが考えられるため，

その影響について確認した。 

 図１および図２にＲＣＩＣおよびＨＰＡＣの系統構成の概略を示す。 
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1. サプレッションチェンバ圧力および水温の上昇に対する影響評価 

  全交流動力電源喪失（火山事象）時にはＳ／Ｃの圧力および水温の上昇がＲＣＩＣおよび

ＨＰＡＣの運転継続に影響することが考えられるため，ここではそれら影響について確認し

た（表１参照）。 

  表１に記載したそれぞれの要因はＲＣＩＣおよびＨＰＡＣの運転継続の制約とならない

ことから，本評価においてＲＣＩＣおよびＨＰＡＣの 24 時間以上の原子炉注水は可能であ

る。 

 

100



  

表
１
 
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
お
よ
び
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
運
転
継
続
の
制
約
要
因
の
評
価
 

評
価
項
目
 

概
要
 

評
価
結
果
 

Ｓ
／

Ｃ
の

プ
ー

ル
水

温
上
昇
 

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
 

Ｓ
／
Ｃ
の
プ
ー
ル
水
温
上
昇
に
よ
り
，
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ

ポ
ン

プ
の

キ
ャ

ビ
テ

ー
シ

ョ
ン

や
ポ

ン
プ

軸
受

の
潤
滑
油
冷
却
機
能
が
阻
害
さ
れ
，
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ

ン
プ

の
運

転
に

影
響

を
与

え
る

可
能

性
が

考
え

ら
れ
る
。
 

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
の
第
一
水
源
は
Ｓ
／
Ｃ
で
あ
る
が
，
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
火
山
事

象
）
時
に
お
い
て
，
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
は

24
時
間
以
上
継
続
し
て
運
転
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
，
事
象
発
生
か
ら
約

15
分
後
，
水
温
上
昇
が
想
定
さ
れ
る
Ｓ
／
Ｃ
か
ら
復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
（
以
下
「
Ｃ
Ｓ
Ｔ
」
と
い
う
。）

に
切
り
替
え
る
。
 

し
た
が
っ
て
，
Ｓ
／
Ｃ
の
プ
ー
ル
水
温
上
昇
が
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
継
続
運
転
に
与
え
る
影
響
は

な
い
。
 

Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
 

Ｓ
／
Ｃ
の
プ
ー
ル
水
温
上
昇
に
よ
り
，
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ

ポ
ン

プ
の

キ
ャ

ビ
テ

ー
シ

ョ
ン

や
ポ

ン
プ

軸
受

の
潤
滑
油
冷
却
機
能
が
阻
害
さ
れ
，
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
ポ

ン
プ

の
運

転
に

影
響

を
与

え
る

可
能

性
が

考
え

ら
れ
る
。
 

Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
ポ
ン
プ
の
水
源
は
Ｓ
／
Ｃ
で
あ
る
が
，
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
火
山
事
象
）

時
に
お
い
て
，Ｈ

Ｐ
Ａ
Ｃ
は

24
時
間
以
上
継
続
し
て
運
転
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，

事
象
発
生
か
ら
約

35
分
後
，
水
温
上
昇
が
想
定
さ
れ
る
Ｓ
／
Ｃ
か
ら
Ｃ
Ｓ
Ｔ
に
切
り
替

え
る
。
 

し
た
が
っ
て
，
Ｓ
／
Ｃ
の
プ
ー
ル
水
温
上
昇
が
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
継
続
運
転
に
与
え
る
影
響
は

な
い
。
 

Ｓ
／
Ｃ
 

圧
力
上
昇
 

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
 

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
タ
ー
ビ
ン
保
護
の
た
め
，
Ｓ
／
Ｃ
圧
力

0.
17
7M
Pa
[g
ag

e]
に
て
，
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
タ
ー
ビ
ン
排

気
圧

力
高

ト
リ

ッ
プ

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
が

動
作

し
，
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
運
転
が
停
止
す
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
 

Ｓ
／
Ｃ
圧
力
を
評
価
し
た
結
果
，
最
大
で
約

0
.
3
61
M
P
a[
ga
g
e
]ま

で
上
昇
す
る
た
め
，

本
事
象
時
に
お
い
て
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
を
使
用
す
る
場
合
は
，
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
タ
ー
ビ
ン
排
気
圧
力

高
ト
リ
ッ
プ
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
を
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

し
た
が
っ
て
，
Ｓ
／
Ｃ
圧
力
上
昇
が
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
継
続
運
転
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。
 

Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
 

Ｓ
／
Ｃ
圧
力
上
昇
は
，
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
タ
ー
ビ
ン
排
気

圧
力
上
昇
に
関
係
す
る
が
，
事
故
時
の
予
期
せ
ぬ

ト
リ
ッ
プ
を
防
止
す
る
た
め
，
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
は
タ
ー

ビ
ン

排
気

圧
力

高
に

よ
る

自
動

停
止

の
イ

ン
タ

ー
ロ
ッ
ク
を
持
た
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

左
記
の
理
由
に
よ
り
，
評
価
不
要
で
あ
る
。
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2. ポンプ室温上昇評価 

  事故時にはＲＣＩＣポンプが設置されているＲＣＩＣポンプ室およびＨＰＡＣポンプが

設置されているＣ－ＲＨＲポンプ室の室温上昇が各ポンプの継続運転に影響することが考

えられるため，その影響について確認した。 

(1) 温度上昇の評価方法 

  a. 評価の流れ 

全交流動力電源喪失時には，空調換気系による除熱が行われないため，評価対象の部屋

の温度変化は，タービンや配管などの室内の熱源から受ける熱量（室内熱負荷）と隣の部

屋への放熱（躯体放熱）のバランスによって決定される（図３参照）。 

空調換気系停止後，室温が上昇を始め，最終的には室内熱負荷と躯体放熱のバランスに

より平衡状態となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 室温評価における温度分布と熱の移動の概要図 

 

(2) ＲＣＩＣポンプ室温上昇評価 

  a.  評価条件 

図４に評価対象の部屋と隣接する部屋の位置関係を示す。 

なお，当該温度条件は，保守的に事象初期から評価期間の間，継続するものとして評

価を行う。 

  (a)評価対象とする部屋の条件：表２参照 

(b)評価対象の部屋に隣接する部屋の温度 

・一般エリア  ：40℃ 

・トーラス室 ：120℃（有効性評価における最大想定温

度） 

・その他二次格納施設内    ：66℃ 

・地中      ：18℃ 

 

評価する部屋の温度 

タービンや 

配管による 

発熱 

評価対象の部屋（高温側） 隣接する部屋（低温側） 

隣接する部屋の温度 

コンクリート壁 

空気→コンクリート 

間における熱伝達 

コンクリート内部に

おける熱伝導 

コンクリート→空気 

間における熱伝達 
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原子炉建物地下２階※１ 

原子炉建物地下１階 

※１ 地下２階より下は，躯体コンクリートを介して「地中」と隣接している。

図４ ＲＣＩＣポンプ室および隣接する部屋の位置関係図 

(c)壁－空気の熱伝達率（無換気状態）[出典:日本機械学会 伝熱工学資料]

・鉛直壁面 ： W/m2・℃ 

・天井面 ： W/m2・℃ 

・床面 ： W/m2・℃ 

(d)コンクリート熱伝導率： W/m・℃[出典:空気調和衛生工学便覧] 

表２  評価する部屋の条件 

ＲＣＩＣポンプ室 

発熱負荷[W] 

容積[m3] 

熱容量[kJ/℃] 

初期温度[℃] 40 

トーラス室 

ＲＣＩＣポンプ室 

その他 

二次格納 

施設内 

その他二次格納施設内 

一般エリア 

その他二次格納施設内 

ＲＣＩＣポンプ設置場所 
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  b. 評価結果 

全交流動力電源喪失（火山事象時）時において，事象発生後26.5時間のＲＣＩＣポン

プ室の最高温度は約65℃となり，設計で考慮している温度※を超過しないため，ＲＣＩＣ

運転継続に与える影響はない。 

図５に解析結果を示す。 

 

※ＲＣＩＣポンプ室（ＲＣＩＣポンプ，弁，タービン，計装品等） 

：66℃（初期６時間まで100℃，それ以降は66℃の設計） 

 

 

図５ ＲＣＩＣポンプ室温の推移図 

 

(3) Ｃ－ＲＨＲポンプ室温上昇評価 

 ａ. 評価条件 

図６にＣ－ＲＨＲポンプ室および隣接する部屋の位置関係を示す。 

なお，当該温度条件は，保守的に事象初期から評価期間の間，継続するものとして評

価を行う。 

(a)評価対象とする部屋の条件：表３参照 

(b)評価対象の部屋に隣接する部屋の温度 

・一般エリア  ：40℃ 

・トーラス室 ：120℃（有効性評価における最大想定温

度） 

・その他二次格納施設内 ：66℃ 

・地中 ：18℃ 
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原子炉建物地下 2階※１ 

原子炉建物地下 1階 

※１ 地下 2 階より下は，躯体コンクリートを介して「地中」と隣接している。

図６ Ｃ－ＲＨＲポンプ室および隣接する部屋の位置関係図 

(c)壁－空気の熱伝達率（無換気状態）[出典:日本機械学会 伝熱工学資料]

・鉛直壁面 ：  W/m2℃ 

・天井面 ：  W/m2℃ 

・床面 ：  W/m2℃ 

(d)コンクリート熱伝導率：  W/m℃[出典:空気調和衛生工学便覧] 

トーラス室 

その他二次格納施設 
一般エリア 

その他二次格納施設 

Ｃ－ＲＨＲポンプ室 

ＨＰＡＣポンプ設置場所 

その他 
二次格
納施 
設 
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表３  評価する部屋の条件 

Ｃ－ＲＨＲポンプ室 

発熱負荷[W]※ 

容積[m3] 

熱容量[kJ/℃] 

初期温度[℃] 40 

※発熱負荷は機器や配管からの伝熱を考慮

b. 評価結果

全交流動力電源喪失（火山事象）時において，事象発生後約25.9時間のＣ－ＲＨＲポ

ンプ室の最高温度は約62℃となり，設計で考慮している温度※を超過しないため，ＨＰＡ

Ｃ運転継続に与える影響はない。 

図７に解析結果を示す。 

※Ｃ－ＲＨＲポンプ室（Ｃ－ＲＨＲポンプ，ＨＰＡＣポンプ，弁，タービン，計装品等）

：66℃（初期６時間まで100℃，それ以降は66℃の設計） 

図７ Ｃ－ＲＨＲポンプ室温の推移 

設計温度 66℃ 
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3. 主蒸気逃がし安全弁用窒素ガスボンベの運用 

火山影響等発生時に全交流動力電源喪失となった場合，高圧注水系による原子炉圧力容器

への注水を行うが，その間は主蒸気逃がし安全弁により原子炉圧力を制御することとなる。

また，降灰が終了し電源復旧した後，低圧注水系による原子炉圧力容器への注水へ移行する

ため，主蒸気逃がし安全弁の手動開操作による急速減圧を実施する。ここでは，主蒸気逃が

し安全弁による原子炉圧力制御および急速減圧に必要な窒素ガスボンベの運用について説

明する。 

 

(1) 主蒸気逃がし安全弁および逃がし安全弁窒素ガス供給系の概要 

a.主蒸気逃がし安全弁 

主蒸気逃がし安全弁は，アクチュエータにより外部から強制的に開閉を行う逃し弁と

して作動させることもできるバネ式安全弁である。すなわち，主蒸気逃がし安全弁は，

蒸気圧力がスプリングの設定圧力に達すると自動開放するほか，外部信号によってアク

チュエータのピストンに窒素ガスを供給して弁を強制的に開放することができる。 

主蒸気逃がし安全弁は12個からなり，次の機能を有している。 

①逃し弁機能 

本機能における主蒸気逃がし安全弁は，原子炉圧力高の信号によりアクチュエータ

のピストンを駆動して強制的に開放する。12個の主蒸気逃がし安全弁は，すべてこの

機能を有している。 

②安全弁機能 

本機能における主蒸気逃がし安全弁は，原子炉圧力の上昇に伴いスプリングに打勝

って自動開放される。12個の主蒸気逃がし安全弁は，すべてこの機能を有している。 

③自動減圧機能 

自動減圧機能（以下「ＡＤＳ機能」という。）は，原子炉水位低（レベル１）およ

び格納容器圧力高の同時信号により，ピストンを駆動して主蒸気逃がし安全弁を強制

的に開放する。12個の主蒸気逃がし安全弁のうち，６個がこの機能を有している。 

④その他の機能 

原子炉停止後，除熱機能を有する復水器が何らかの原因で使用不能な場合に，中央

制御室からの遠隔手動操作で主蒸気逃がし安全弁を開放できる。12個の主蒸気逃がし

安全弁は，すべてこの機能を有している。 

 

 表４に主蒸気逃がし安全弁の逃し弁機能および安全弁機能の吹出圧力を示す。 
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表４ 主蒸気逃がし安全弁の逃がし弁機能および安全弁機能の吹出圧力 

（逃し弁機能の吹出圧力および吹出量） 

吹出圧力 

【MPa(gage)】 

弁個数 吹出量／個 

【t/h】 

備考 

7.58 2 367 A,J 

7.65 3 370 C,F,L 

7.72 3 373 D,H,M 

7.79 4 377 B,E,G,K 

 

（安全弁機能の吹出圧力および吹出量） 

吹出圧力 

【MPa(gage)】 

弁個数 吹出量／個 

【t/h】 

備考 

8.14 2 407 A,J 

8.21 3 410 C,F,L 

8.28 3 413 D,H,M 

8.35 4 417 B,E,G,K 

※囲み文字は，ＡＤＳ機能付きの逃がし安全弁を示す。 

 

b.主蒸気逃がし安全弁窒素ガス供給系 

ＡＤＳ機能用アキュムレータおよび逃し弁機能用アキュムレータの窒素は，通常時に

は，窒素ガス供給系より供給されるが，窒素ガス供給系が機能喪失した場合には，圧力

低下の信号により，主蒸気逃がし安全弁窒素ガス供給系の窒素ガスボンベから供給され

ることとなる。 

主蒸気逃がし安全弁窒素ガス供給系の窒素ガスボンベは，常時20本をインサービスし

ており，予備として10本を隔離した状態で配備している。 

図８に系統概要図を示す。 

0 

0 
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図８ 主蒸気逃がし安全弁窒素ガス供給系系統概要図 

 

  c.火山影響等発生時の原子炉圧力制御 

火山影響等発生時は，プラント停止後，高圧注水系により原子炉圧力容器への注水を

行うため，主蒸気逃がし安全弁の作動により原子炉圧力を制御する。逃し弁機能と安全

弁機能の吹出圧力の関係から，まず逃し弁機能による原子炉圧力制御を行い，窒素ガス

ボンベ20本分の窒素ガスを消費した後は，安全弁機能による原子炉圧力制御を行うこと

となる。 

降灰が終了し電源復旧した後には，低圧注水系による原子炉圧力容器への注水に移行

するため急速減圧を行う必要があるが，急速減圧に必要な窒素ガスは，隔離側の10本の

窒素ガスボンベに切り替えることにより確保する。 
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4. 水源の対応 

  ＲＣＩＣまたはＨＰＡＣを用いた原子炉注水は，事象初期はＳ／Ｃを水源とした原子炉注

水を行い，その後水源をＣＳＴへ切り替える。また，降灰が終了し電源復旧した後は，Ｓ／

Ｃを水源とした残留熱除去系（低圧注水モード）により原子炉注水を行うこととしている。 

  ここでは，ＲＣＩＣまたはＨＰＡＣを用いた原子炉注水に必要な水量を評価し，水源であ

るＣＳＴの有効水量から，注水に必要な水量が確保されていることを評価する。 

 

(1) 水源 

ＣＳＴ：約 1,200m3  

 

(2) 注水量 

 事象発生直後から炉心冠水まで：定格流量で注水 

    炉心冠水後：崩壊熱に応じた注水量で注水 

 

(3) 時間評価 

事象発生直後から，ＲＣＩＣまたはＨＰＡＣにより原子炉注水を実施する。事象初期

の水源はＳ／Ｃであり，その後水源をＣＳＴへ切り替える。また，ＲＣＩＣによる原子

炉注水の場合は事象発生約 26 時間 20 分後，ＨＰＡＣによる原子炉注水の場合は事象発

生約 25 時間 50分後から残留熱除去系（低圧注水モード）の運転を開始し，以降は原子

炉圧力容器内および原子炉格納容器内の除熱により安定して冷却することが可能である。 

 

(4) 水源評価結果 

a. ＲＣＩＣの水源評価 

ＲＣＩＣによる原子炉注水時間を約 27 時間とすると，約 900m3 の水量が必要となる

が，1,200m3の水量を確保していることから，十分に対応可能である。 

91m3/h×1h＋35m3/h×4h＋32m3/h×5h＋28m3/h×10h＋25m3/h×7h≒900m3 

 

b. ＨＰＡＣの水源評価 

    ＨＰＡＣによる原子炉注水時間を約 26時間とすると，約 900m3の水量が必要となる

が，1,200m3の水量を確保していることから，十分に対応可能である。 

93m3/h×1h＋35m3/h×4h＋32m3/h×5h＋28m3/h×10h＋25m3/h×6h≒900m3 
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添付－６ 

 

長期的な炉心冷却等の対応 

 

1. 非常用ディーゼル発電機Ａ系またはＢ系が機能維持している場合【項目ロ（１）の対応

時】 

(1) 炉心冷却 

長期的な観点においても，本文「5.(2)c. 原子炉隔離時冷却系等を用いた炉心冷却」

に示すとおり，非常用ディーゼル発電機Ａ系またはＢ系からの給電を行い，原子炉隔離時

冷却系等を用いた炉心冷却を行う。なお，外部電源が復旧した際には，以降外部電源から

の給電により炉心冷却を実施する。 

最終ヒートシンクへの熱輸送については原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）および残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）により実施する。 

(2) 燃料プールの冷却 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系からの給電を行い，燃料プール冷却系による使

用済燃料の冷却を行う。なお，外部電源が復旧した際には，以降外部電源からの給電によ

り使用済燃料の冷却を実施する。 

 

2. 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能が喪失している場合【項目ロ（２），ロ

（３）の対応時】 

(1) 炉心冷却 

24 時間降灰終了後において，非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の復旧ができな

い場合は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による非常用交流動力電源の確保を行

い，高圧炉心スプレイ系等にて注水を継続させる。なお，外部電源が復旧した際には，以

降外部電源からの給電により炉心冷却を実施する。 

最終ヒートシンクへの熱輸送については残留熱除去系および原子炉補機冷却水系（原子

炉補機海水系を含む。）を用いたサプレッションプール水冷却モードおよび原子炉停止時

冷却モードにより実施する。 

(2) 燃料プールへの補給および冷却 

燃料プール冷却系は，非常用ディーゼル発電機Ａ系またはＢ系の負荷であるため，非常

用ディーゼル発電機Ａ系，Ｂ系，外部電源のいずれかが復旧した際に冷却を再開する。電

源復旧までの間に燃料プールの水温が燃料プール冷却系の最高使用温度を超えた場合は，

大量送水車により燃料プールへの注水を実施する。 

 

3. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の降灰時の対応 

降下火砕物の影響により外部電源喪失事象が起きたことを想定した場合，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機は非常用交流高圧電源母線電圧低信号により自動起動することと

なり，高濃度の降下火砕物環境下で長期間の運転継続をすると，フィルタ閉塞の可能性が

生じる。 

111



 

 

 

したがって，火山影響等発生時においては高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を速や

かに停止および自動起動阻止（引ロック）することで閉塞を防止する運用とする。具体的

な対応手順については図１に示す。 

なお，稀なケースと考えられるが，噴火は把握できているが原子炉スクラムの基準に達

しないケース（降灰予報の発表が無く，外部電源が喪失していない場合等）において，高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の温存を目的に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

の引ロックを行うという選択肢が考えられる。しかし，火山灰のリスクが顕著になってい

ない状況において高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機をむやみに引ロックすることは，

本来運転中に維持すべき非常用交流動力電源の多重性を低下させる行為であり，また当該

状態の継続時間は予測が困難であることから，好ましい行為と言いきれない。したがっ

て，火山影響等発生時に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の引ロックが必要と考える

場合は原子炉をスクラムした後に行う運用として社内手順に注記する。 

 

 

図１ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の停止判断フロー 
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別紙１ 

 

降灰環境下における作業時の対応 

 

1. 概要 

火山影響等発生時に屋外にて行う作業は高濃度の降下火砕物環境下で実施する。作業時

に装着する防護具，視認性向上のための対応について取りまとめる。 

 

2. 火山影響等発生時に屋外において実施する作業項目 

火山影響等発生時に屋外にて行う主な作業は下記のとおりである。 

・非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系改良型フィルタ取付け作業 

  ・高圧発電機車による給電作業 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系改良型フィルタ取付け作業および高圧発電機車

による給電作業のうち屋外作業については，資料２図９および図19に示すとおり，降下火

砕物が発電所敷地に到達する前までに完了することから，高濃度の降下火砕物環境下での

作業とはならない。 

 

3. 降灰環境下での作業時に着用する防護具 

2.のとおり降下火砕物環境下における屋外にて行う作業はないが，パトロール等の屋外

作業が発生することを考慮して，高濃度の降下火砕物環境下での作業時は，作業着を着用

の上，ヘルメット，ゴーグル，マスク，手袋等を着用する。また，作業性向上の観点で，

昼夜を問わずヘッドライトを着用する。図１に降灰環境下での作業時に着用する防護具の

状況を示す。 

 

4. まとめ 

火山影響等発生時に屋外において実施する作業にあたっては，作業員防護の観点からヘル

メット，ゴーグル，マスク，手袋等の防護具を適切に着用するとともに，視界が悪くなるこ

とを考慮して，ヘッドライトを着用する。 
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図１ 降灰環境下における作業時の防護具着用状況 
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（参考） 

 

降灰状況における視界 

 

1. 概要 

高濃度の降下火砕物環境下では，視界が悪化し各種の作業に影響が生じる可能性がある

ため，参考としてどの程度の視界となるか確認を行った。 

 

2. 確認方法 

降下火砕物による視認性への影響を確認するため，図１ に示す装置を用いて，カメラの

前に火山灰付着シートを挿入し目標物の撮影を行う。 

火山灰付着シートは火山灰を粘着シートにふるいで一様に分散させて作成する。 

火山灰付着シートへの火山灰付着量（g/m2）は，想定する気中降下火砕物濃度

（8.8g/m3）を包絡する濃度（9.0g/m3）と視認距離（m）の積により決定し，火山灰付着量

を変化させて写真を撮影する。なお，降下火砕物環境下では照度も低下するため，ヘッド

ライトを照らしながら実施する。 

 

3. 確認結果 

確認結果を図２に示す。 

今回実施した確認においては，少なくとも視認距離6m 程度までは目標物を明確に視認で

きる結果となった。また，視認距離10mでも目標物自体の視認性に問題はなく，想定する気

中降下火砕物濃度を越える濃度であったとしても，屋外作業が必要な範囲で目標物の視認

が可能である。 

 

4. 火山灰付着シートの設置位置および枚数による影響 

今回の確認においては，視点と目標物の間の空間に存在する降下火砕物を平面上に落と

し込んで火山灰付着量を決定しているため，3.で目標物を明確に視認できるとなった視認

距離6m に相当する火山灰付着量54g/m2を用いて，火山灰付着シートの設置位置および枚数

を変化させ影響確認を行った。確認結果を図３に示す。見え方に差異はあるものの，いず

れも目標物の視認は可能である。 

 

５．結論 

降下火砕物環境下では，視認距離は 6m程度確保でき，目標物も視認できることから，降下

火砕物環境下においてヘッドライトを着用することで作業が可能である。 
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図１ 装置概要 
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図２ 確認結果 

 

視認距離（ｍ） 0 1

火山灰付着量（g/m2） 0 9

写真

視認距離（ｍ） 2 4

火山灰付着量（g/m2） 18 36

写真

視認距離（ｍ） 6 8

火山灰付着量（g/m2） 54 72

写真

視認距離（ｍ） 10 12

火山灰付着量（g/m2） 90 108

写真
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図３ 火山灰付着シートの設置位置および枚数による影響確認結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本ケース 位置変更① 位置変更② 枚数分割① 枚数分割②

火山灰付着量 54g/m2 54g/m2 54g/m2 27g/m2 13.5g/m2

設置位置※ 40cm 20cm 100cm 40cm 24cm

火山灰付着量 27g/m2 13.5g/m2

設置位置※ 80cm 48cm

火山灰付着量 13.5g/m2

設置位置※ 72cm

火山灰付着量 13.5g/m2

設置位置※ 96cm

※：目標物からの距離

6m（54g/m2）

－ － －

－

視認距離

シート①

シート②

シート③

シート④

写真

試験状況

24cm

24cm

24cm

24cm

24cm

カメラ

目標物

シート①

シート②

シート③

シート④

位置関係（例：枚数分割②の場合）
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別紙２ 

 

火山影響等発生時の炉心冷却に有効な手段の選定 

 

【手段を選定する上での前提条件】 

・ロ（１），ロ（２），ロ（３）における対応手段の選定は，既に整備されている手順へ

の降下火砕物による影響を加味し，その対策も含め検討する。 

ただし，実際の火山影響等発生時において，選定外とした手段が使用可能な場合は適宜

使用するものとする。 

・降下火砕物の影響により，外部電源が喪失した状態を想定し，原子炉圧力容器への注水

による炉心冷却を行う。 

・降灰は24 時間継続するものとする。 

・ロ（１），ロ（２），ロ（３）の各対応手段に必要な関連機器についても，機能維持可

能であることを確認している(資料４参照)。 
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表
１
 
火
山
影
響
等
発
生
時
の
炉
心
冷
却
に
有
効
な
手
段
の
選
定
（
１
／
２
）
 

分
類

 

降
下
火
砕
物
に
よ
る
影
響
お
よ
び
対
策
後
の
評
価

 

対
応
手
段

 
影
響
 

有
無

※
 

影
響
お
よ
び
対
策
 

対
策
後

評
価
 

選
定
結
果

 

電 源 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
お
よ

び
Ｂ
系

 
×

 
給
気
フ
ィ
ル
タ
の
閉
塞
が
想
定
さ
れ
る
が
，
対
策
と
し
て
改
良
型
フ
ィ
ル
タ
を
設
置
す
る
こ
と
で
，
閉
塞

の
防
止
，
お
よ
び
機
能
維
持
が
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ロ
（
１
）
の
対
応
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
 

○
 

ロ
（
１
）

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

 
×

 
給
気
フ
ィ
ル
タ
の
閉
塞
が
想
定
さ
れ
る
た
め
，
対
応
手
段
に
選
定
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

 
×
 

―
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

 
×

 
吸
気
用
フ
ィ
ル
タ
の
閉
塞
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
は
吸
気
量
が
大
き
く
対
策

も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
対
応
手
段
と
し
て
選
定
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

 
×
 

―
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

 
×

 

吸
気
用
フ
ィ
ル
タ
の
閉
塞
が
想
定
さ
れ
る
が
，
対
策
と
し
て
建
物
内
に
搬
入
す
る
こ
と
で
閉
塞
の
防
止
，

お
よ
び
機
能
維
持
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
，
発
電
容
量
が
小
さ
く
駆
動
で
き
る
ポ
ン
プ
が
限
ら
れ
る
た

め
，
対
応
手
段
に
選
定
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

 

○
 

―
 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 に よ る 炉 心 冷 却  

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

 
○

 
交
流
電
源
が
不
要
，
か
つ
，
建
物
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
降
下
火
砕
物
の
影
響
が
な
い
。
よ
っ
て
，

ロ
（
１
）
，（

３
）
の
対
応
に
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

 
○
 

ロ
（
１
），

（
３
）

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

 
△

 

建
物
内
に
設
置
し
て
い
る
た
め
直
接
降
灰
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
が
，
動
作
に
は
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
は

火
山
影
響
等
発
生
時
に
期
待
し
な
い
た
め
，
対
応
手
段
と
し
て
選
定
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

 

×
 

―
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

 
○

 
交
流
電
源
が
不
要
，
か
つ
，
建
物
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
降
下
火
砕
物
の
影
響
が
な
い
。
よ
っ
て
，

ロ
（
１
）
，（

２
）
の
対
応
に
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

 
○
 

ロ
（
１
），

（
２
）

 

残
留
熱
除
去
系

 
△

 

建
物
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
直
接
降
灰
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
が
，
動
作
に
は
交
流
電
源

が
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
交
流
電
源
が
維
持
さ
れ
て
い
る
ロ
（
１
）
で
の
対
応
に
使
用
す
る
こ
と
と
し

た
。
 

○
 

ロ
（
１
）

 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

 
△

 

建
物
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
直
接
降
灰
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
が
，
動
作
に
は
交
流
電
源

が
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
交
流
電
源
が
維
持
さ
れ
て
い
る
ロ
（
１
）
で
の
対
応
に
使
用
す
る
こ
と
と
し

た
。
 

○
 

ロ
（
１
）

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）

 
△

 

建
物
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
直
接
降
灰
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
が
，
動
作
に
は
常
設
代
替

交
流
電
源
設
備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
は
火
山
影
響
等
発
生
時
に
期
待
し
な

い
た
め
，
対
応
手
段
と
し
て
選
定
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

 

×
 

―
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）

 
×

 

屋
外
で
使
用
す
る
た
め
吸
気
用
の
フ
ィ
ル
タ
の
閉
塞
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
，
大
量
送
水
車
は
送
水
用
の

ホ
ー
ス
敷
設
や
燃
料
補
給
の
必
要
が
あ
る
た
め
，
注
水
手
段
と
し
て
対
応
手
段
に
選
定
し
な
い
こ
と
と

し
た
。

 

×
 

―
 

※
：
×
 直

接
影
響
あ
り
，
△
 間

接
的
に
影
響
あ
り
，
〇

 影
響
な
し
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表
１
 
火
山
影
響
等
発
生
時
の
炉
心
冷
却
に
有
効
な
手
段
の
選
定
（
２
／
２
）
 

分
類

 

降
下
火
砕
物
に
よ
る
影
響
お
よ
び
対
策
後
の
評
価

 

対
応
手
段

 
影
響
 

有
無

※
 

影
響
お
よ
び
対
策
 

対
策
後

評
価

 
選
定
結
果

 

除 熱 

残
留
熱
除
去
系

 
△
 

建
物
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
直
接
降
灰
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
が
，
動
作
に
は
交
流
電

源
が
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
，
交
流
電
源
が
維
持
さ
れ
て
い
る
ロ
（
１
）
の
対
応
に
使
用
す
る
こ
と

と
し
た
。

 

な
お
，
降
灰
終
了
後
は
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
等
か
ら
の
給
電
に
よ
り
交
流
電
源
が
維
持
さ
れ
る

こ
と
か
ら
，
ロ
（
２
）
，（

３
）
対
応
時
の
長
期
的
な
除
熱
に
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

 

○
 

ロ
（
１
）

 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

 
〇
 

交
流
電
源
が
不
要
，
か
つ
，
建
物
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
降
下
火
砕
物
の
影
響
が
な
い
。
よ
っ

て
，
ロ
（
１
）
，（

２
）
，（

３
）
の
対
応
に
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

 
〇

 
ロ
（
１
），

（
２
）
，（

３
）

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

 
△
 

建
物
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
直
接
降
灰
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
が
，
動
作
に
は
交
流
電

源
が
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
，
交
流
電
源
が
維
持
さ
れ
て
い
る
ロ
（
１
）
の
対
応
に
使
用
す
る
こ
と

と
し
た
。

 

な
お
，
降
灰
終
了
後
は
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
等
か
ら
の
給
電
に
よ
り
交
流
電
源
が
維
持
さ
れ
る

こ
と
か
ら
，
ロ
（
２
）
，（

３
）
対
応
時
の
長
期
的
な
除
熱
に
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

 

〇
 

ロ
（
１
）

 

原
子
炉
補
機
海
水
系

 
△
 

原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
の
電
動
機
は
，
外
気
を
直
接
電
動
機
内
部
に
取
り
込
ま
な
い
冷
却
方
式
で

あ
り
，
電
動
機
の
冷
却
流
路
は
降
下
火
砕
物
の
粒
径
よ
り
大
き
い
こ
と
か
ら
，
直
接
降
灰
の
影
響
を

受
け
る
こ
と
は
な
い
が
，
動
作
に
は
交
流
電
源
が
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
交
流
電
源
が
維
持
さ
れ
て

い
る
ロ
（
１
）
の
対
応
に
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

な
お
，
降
灰
終
了
後
は
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
等
か
ら
の
給
電
に
よ
り
交
流
電
源
が
維
持
さ
れ
る

こ
と
か
ら
，
ロ
（
２
）
，（

３
）
対
応
時
の
長
期
的
な
除
熱
に
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

 

○
 

ロ
（
１
）

 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

 
×
 

屋
外
で
使
用
す
る
た
め
吸
気
用
の
フ
ィ
ル
タ
の
閉
塞
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
，
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

は
送
水
用
の
ホ
ー
ス
敷
設
や
燃
料
補
給
の
必
要
が
あ
る
た
め
，
除
熱
手
段
と
し
て
対
応
手
段
に
選
定

し
な
い
こ
と
と
し
た
。

 

×
 

―
 

※
：
×
 直

接
影
響
あ
り
，
△
 間

接
的
に
影
響
あ
り
，
〇

 影
響
な
し
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別紙３ 

 

降灰予報等を用いた対応着手の判断 

 

1. 概要 

噴火発生時において，以下のいずれかに該当した場合は，火山影響等発生時の対応に着

手する。 

○気象庁が発表する降灰予報（「速報」および「詳細」）により発電所を含む地域（松

江市）への「多量」の降灰が予想された場合 

○気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において地理的領域（発電所敷地から半径

160km）内の火山が噴火し，10分以内に降灰予報が発表されない場合または降下火砕物

による発電所への重大な影響が予想される場合 

本資料では，火山影響等発生時の判断基準となる降灰予報とその情報伝達手段，および

降灰予報が遅延した場合の対応について説明する。 

 

2. 降灰予報 

降灰予報の概要を図１に示す。 

噴火後速やか（5～10分程度）に気象庁より降灰予報（速報）が発表され，噴火後1時間

以内に予想される降灰量分布と噴石の落下範囲が提供される。 

その後（噴火後20～30分程度），降灰予報（詳細）が発表され，噴火発生から6時間先ま

で（1時間ごと）に予想される降灰量分布や降灰開始時刻が提供される。 

降灰予報は図２に示すとおり「少量」，「やや多量」，「多量」の3階級に区分されてお

り，火山影響等発生時において，発電所に降灰厚さが1mm 以上となる「多量」の降灰が予

想された場合，対応に着手する。 

 

3. 降灰予報発表時の情報伝達 

気象庁の噴火情報等により，地理的領域（発電所敷地から半径160km）内の火山の噴火等

が発信された場合は，システムにより中央制御室に自動通報される。降灰予報「多量」を

確認すれば，当直長は原子炉の手動停止操作に着手する。また，緊急時対策要員はこの連

絡を受け，各手順着手の判断基準に従い火山対応に着手する。それとともに，当直長は速

やかに連絡責任者に連絡する。 

この連絡により，所長（原子力防災管理者）が自らを本部長とする発電所対策本部を立

ち上げる。所長が不在の場合または欠けた場合は，副原子力防災管理者が発電所対策本部

を立ち上げ，緊急時対策要員に対応を指示する。 

以降は，重大事故等対策に係る指揮命令系統に則り行う。運転員操作は当直副長が指揮

し，緊急時対策要員操作は発電所対策本部が指揮する。中央制御室と発電所対策本部の間

の情報交換は，プラント監視統括と復旧統括を経由して行う。 

 

4. 降灰予報の発表が遅れた場合の対応 

上記のとおり，降灰予報発表後は速やかに対応を取ることが可能であるが，降灰予報の
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発表が遅れた場合を想定し，10分を超えて降灰予報が発表されない場合は，噴火に関する

火山観測報（図３）により対応要否を判断する。 

噴火に関する火山観測報による対応要否の判断について，発電所に近い位置にある火山

が噴火した場合には，短時間で火山灰が到達する可能性があり，噴火に対するリスクが高

い。よって，地理的領域（発電所敷地から半径160km）内の活火山の噴火が観測された場合

は対応に着手する。 

その他，気象庁からの情報以外に，発電所への重大な影響が予想される（報道（TV，ラ

ジオ，インターネット等），気象情報（風向，風速等），周辺地域の降灰状況により総合

的に判断）場合は対応を開始する。 

なお，その後降灰予報が発表され，発電所への降灰が「多量」未満もしくは範囲外とな

った場合は，体制を解除する。 

上記を踏まえた対応着手の判断フローを図４に示す。 

 

 

図１ 降灰予報の概要（気象庁ＨＰより） 
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図２ 降灰量階級表（気象庁ＨＰより） 

 

 

図３ 噴火に関する火山観測報（気象庁ＨＰより） 
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図４ 対応着手の判断フロー 

 

125



 

 

別紙４ 

 

作業の成立性 

 

【改良型フィルタ取り付け】 

 

1. 作業概要 

火山影響等発生時において非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の機能を維持するた

めの対策として，非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系に対して改良型フィルタを取り

付ける。 

 

2. 必要要員数および作業時間 

必要要員数：緊急時対策要員8名 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系に対して4名1班で改良型フィルタを取り付け

る。 

作業時間（想定） :45分（移動20分，作業25分） 

 

3. 作業の成立性 

アクセス性：作業員はヘッドライト・懐中電灯等を携行しており，かつ改良型フィルタ

の取付けエリアは原子炉建物屋上であることからアクセス可能である。 

作業環境：改良型フィルタの取付けエリア周辺には，作業を行う上で支障となる設備は

なく，また，作業員はヘッドライトを携行していることから，作業は実施可

能である。 

作業性：要員は非常用ディーゼル機関給気口と改良型フィルタが取り付けられたフィル

タコンテナをフレキシブルダクトで接続する。フレキシブルダクト等は人力で

取り扱える重量・寸法であり作業は実施可能である。 

連絡手段：火山影響等発生時においても，有線式通信機等にて通話可能である。 
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【高圧発電機車による給電準備および給電開始】 

 

1. 作業概要 

火山影響等発生時において，発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

をするために必要な設備の電源対策として，高圧発電機車の移動および電源ケーブルの敷

設・接続ならびに排気ダクトの敷設・接続を行う。 

 

2. 必要要員数および作業時間 

必要要員数：7名（中央制御室運転員1名，現場運転員2名，緊急時対策要員4名） 

作業時間（想定）：1時間50分 

排気ダクトの敷設・接続については，緊急時対策要員3名（現場）が作業時間31分以内で

行う。） 

 

3. 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから，アクセス可能であ

る。 

作業環境：高圧発電機車の保管場所周辺には，作業を行う上で支障となる設備はなく，

また，作業員はヘッドライトを携行していることから，作業は実施可能であ

る。 

作業性：高圧発電機車の移動および電源ケーブルの敷設・接続は容易に実施可能であ

る。また，排気ダクトは可搬式であり，容易に移動・設置が可能である。 

連絡手段：火山影響等発生時においても，有線式通信機等にて通話可能である。 
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別紙５ 

 

火山影響等発生時における燃料補給 

 

1. 概要 

火山影響等発生時における対策手順等で必要となる燃料補給の要否等に係る整理を行

う。 

 

2. 燃料補給を考慮する必要がある設備等の抽出 

(1) 非常用ディーゼル発電機（Ａ系およびＢ系） 

外部電源が喪失した場合自動起動するため、燃料補給を考慮する必要がある。 

(2) 高圧発電機車 

全交流動力電源が喪失した場合使用するため、燃料補給を考慮する必要がある。 

 

3. 燃料補給の成立性 

「2. 燃料補給を考慮する必要がある設備等の抽出」で抽出したものに対し、燃料補給

の成立性を取りまとめる。 

 非常用ディーゼル 

発電機 

（Ａ系およびＢ系）※1 

高圧発電機車 

燃料消費率 約 1.62kL/h 約 115L/h 

運転時間 24時間 24時間 

燃料消費量 約 38.9kL 約 2.76kL※2 

初期状態からの運転可

能時間 
約 168時間 (7日) 約 2時間 

燃料補給の要否 不要 必要 

燃料補給頻度（補給量） 

― 

2時間毎 

(約 230L) 

燃料補給元 
非常用ディーゼル発

電機燃料デイタンク 

補給元タンク容量 約 16kL 

燃料運搬方法 要員による運搬 

※1：1台当たり 

※2：初期状態からの運転可能時間を除く 
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4. 燃料補給手順 

降下火砕物対策として，高圧発電機車による給電を行うが，高圧発電機車を連続的に運

転するため、適宜軽油の補給を実施する。軽油の補給は原子炉建物内で実施するため降下

火砕物の影響を受けることなく作業が可能である。 

(1) 燃料補給手順 

①発電所対策本部長は，緊急時対策要員に高圧発電機車への給油を指示する。 

②緊急時対策要員は非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクドレン配管または，マン

ホールハッチへ燃料ホースおよび給油ノズルを接続または，挿入し，軽油缶に軽油

を補給する。 

③緊急時対策要員は軽油缶が満タンとなったことを確認後，軽油缶を高圧発電機車 

近傍のドラム缶まで運搬する。 

④緊急時対策要員は，軽油缶の軽油をドラム缶に移し替える。 

⑤緊急時対策要員は，ドラム缶より給油ノズルおよびホースを取り付けたポンプによ

り高圧発電機車へ給油を行う。 

 

5. まとめ 

   火山影響等発生時において高圧発電機車を運転する場合，適宜燃料補給を行い，機能を

維持する。 
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高圧発電機車の容量 

 

火山影響等発生時において高圧発電機車の最大所要負荷については表１に示すとおり約

130kWである。高圧発電機車の容量については，最大所要負荷に対し十分な余裕を有する

400kWとする。 

 

表１ 高圧発電機車の最大所要負荷 

最大所要負荷 高圧発電機

車の容量 設備 負荷 合計 

【通信連絡設備】 

・統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備（テレビ会議システム，

ＩＰ－電話機およびＩＰ－ＦＡＸ） 

・テレビ会議システム（社内向） 他 

約39kW 
約130kW 400kW 

【その他設備（照明設備等）】 約91kW 
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非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系への改良型フィルタ設置 
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非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系は外気を取り入れており，降下火砕物により給気

フィルタの閉塞が想定される。したがって，高濃度の降下火砕物に対して非常用ディーゼル

発電機Ａ系およびＢ系の機能を維持できるよう，改良型フィルタを配備する。 

本資料では，改良型フィルタの仕様・性能・運用成立性について説明する。 

1. 対策の概要および改良型フィルタの仕様

火山影響等発生時，非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の給気口に着脱可能な改良

型フィルタを取り付ける。 

改良型フィルタは降灰が継続すると想定する24 時間の間，閉塞することなく非常用ディ

ーゼル発電機Ａ系およびＢ系の運転を継続させることが可能である。なお，改良型フィル

タは300メッシュの金属フィルタをプリーツ状にすることで面積を増加させたフィルタを使

用する。 

改良型フィルタの主な仕様を表１に示す。また，改良型フィルタの外形図を図１に，フ

ィルタの性能試験の概要および結果を別紙１に示す。 

表１ 改良型フィルタの主な仕様 

フィルタ個数（個）※１ 32 

フィルタ外形寸法※２

高さ：610mm 

幅：610mm 

奥行：150mm 

フィルタ有効面積※２ 約 m2 

※１：非常用ディーゼル発電機１機あたり

※２：フィルタ１個当たり

2. 改良型フィルタの取付け時間

(1) 降灰到達時間

気象条件等を考慮し，噴火から降下火砕物が発電所敷地に到達するまでの時間を55分

とする。降灰到達時間の考え方について別紙２に示す。 

(2) 改良型フィルタの取付け時間

改良型フィルタ取付けに要する時間は，資料２の「別紙４ 作業の成立性」に示すとお

り45分である。 

したがって，改良型フィルタの取付けは降下火砕物が発電所敷地に到達する前に実施

可能である。 

3. 改良型フィルタの性能確認に用いる気中降下火砕物濃度

改良型フィルタの性能確認に用いる気中降下火砕物濃度は，「原子力発電所の火山影響

評価ガイド（令和 元年 12 月 18 日）」の添付１「気中降下火砕物濃度の推定手法につい

て」に定められた手法により推定した気中降下火砕物濃度とする。気中降下火砕物濃度の

算出方法および算出結果を別紙３に示す。 
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別紙３の結果より，島根原子力発電所における気中降下火砕物濃度を8.8g/m3 とする。 
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別紙１ 

改良型フィルタの性能試験 

1. 試験の概要

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系に設置する改良型フィルタは，300メッシュの金

属フィルタをプリーツ状にすることで面積を増加させたフィルタを使用する。 

本試験では，改良型フィルタの性能を確認するため，非常用ディーゼル発電機Ａ系およ

びＢ系の流路を模擬した試験装置に改良型フィルタを設置し，フィルタ前後の差圧を測定

し，許容差圧に達するまでの時間を確認する。 

2. 試験方法

(1) 試験装置

図１に示す試験装置に改良型フィルタを設置し，改良型フィルタ通過風速が非常用デ

ィーゼル発電機Ａ系およびＢ系の定格出力運転時と同じになるよう流量調整した後，上

流より模擬火山灰を供給する。試験状況について図２に示す。 

また，改良型フィルタの手前に灰受けを設置し，改良型フィルタにより叩き落とされ

た灰が流路を妨げることなく連続的に模擬火山灰が改良型フィルタに供給される構成と

した。図３に示すとおり，実機において改良型フィルタはフィルタコンテナに取り付け

るため，改良型フィルタにより捕集された火山灰は試験装置と同様に手前に落下する挙

動となる。 

図１ 試験装置概要 

図２ 試験状況 
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図３ 改良型フィルタ設置概略図 

(2) 試験条件

試験風速は非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の定格出力運転時風量をもとに，

以下のとおり設定した。 

■改良型フィルタ通気面積

・   m2・・・①

■1 系統あたりの改良型フィルタ設置個数

・32 個・・・②

■改良型フィルタの通気面積合計

・①×② ＝ m2×32 ＝ m2・・・③ 

■非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の定格出力運転時風量

・41,000m3/h≒11.39m3/s・・・④

以上より，フィルタ通過時の風速は，以下のとおりとなる。 

・④/③＝11.39m3/s/   m2≒   m/s 

試験風速は，これを上回るよう 1.1m/sと設定した。 

許容差圧については，機器が所望の性能を達成するために給気消音器（フィルタ付）を

含めた給気流路の圧力損失に対して追加で許容される圧力損失を評価し，非常用ディーゼ

ル発電機Ａ系およびＢ系ディーゼル機関の   mmAqを試験のクライテリアとして設定し

た。試験条件を表１に示す。 

136



表１ 試験条件 

試験フィルタ 300メッシュプリーツ型金属フィルタ 

フィルタ寸法 高さ：290mm 

幅：180mm 

奥行：150mm 

試験風速 1.1m/s 

使用火山灰 桜島火山灰（Tephra2 シミュレーション

結果をもとに粒径調整） 

火山灰濃度 8.8g/m3 

許容差圧 mmAq 

3. 試験結果

試験結果を表２に示す。

試験の結果，想定する降灰継続時間である24 時間が経過した時点において改良型フィル

タ前後の差圧は許容差圧に到達しないことを確認した。

なお，火山灰を含む空気を通気しているときの改良型フィルタの差圧，ならびにその

上昇速度には，フィルタ通過時の風速の影響を大きく受ける傾向が認められた。一般的

に圧力損失は風速の２乗に比例することに加え，風速が大きくなると，それだけ改良型

フィルタ１枚当たりに取り込まれる火山灰の量が増えてしまうことや，改良型フィルタ

にて取り除かれた火山灰のうち，自重で落下せずにフィルタに付着してしまう量が，フ

ィルタを通過する気流の影響により増加してしまうことが要因として考えられる。 

そのため，設置する改良型フィルタの個数を可能な限り多くし，フィルタ有効面積を

増加させることで，改良型フィルタ通過時風速を低減した。 

表２ 試験結果 

許容差圧到達時間 24h以上 

24 時間経過時の 

改良型フィルタの圧力損失 
mmAq 
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別紙２ 

 

降灰到達時間 

 

 島根原子力発電所２号炉の火山影響評価において評価対象とした２火山（三瓶山，大山）

が噴火した場合の降灰到達時間をそれぞれ算出した結果，降灰到達時間は三瓶山の噴火を想

定した場合が最短となった。 

具体的な算出方法としては，三瓶山が噴火し降下火砕物が発電所方向に一直線に向かうと

仮定し，離隔距離（約55km）と風速15.9m/s（標高別の風向・風速観測データから算出）の関

係から算出した結果，降灰到達時間は約57分となった。 

よって，島根原子力発電所において，降灰が開始する最短時間を55分とする。 

島根原子力発電所から三瓶山までの距離を図１に示す。 

 

 

図１ 島根原子力発電所と三瓶山の離隔距離（地理院地図を加工して作成） 
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別紙３ 

 

気中降下火砕物濃度の算出手法および算出結果 

 

 原子力発電所の火山影響評価ガイド（平成29年11月29日改正）（以下「ガイド」とい

う。）において，設計および運用等による安全施設の機能維持が可能かどうかを評価するた

めの基準として気中降下火砕物濃度を推定する手法が示された。 

 島根原子力発電所について，ガイドに基づき気中降下火砕物濃度の算出を行った。 

 

1. 気中降下火砕物濃度の推定手法 

  ガイドにおいては，以下の２つの手法のうちいずれかにより気中降下火砕物を推定する

ことが求められている。 

a. 降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法 

b. 数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法 

設置許可段階において，文献調査，地質調査，火山灰シミュレーションおよび敷地周辺

の降灰層厚を踏まえた検討の結果，降下火砕物の層厚が55.5cmとなったことから，想定さ

れる最大層厚を56cmと設定している。 

気中降下火砕物濃度の推定手法のうち，設置許可段階の降灰量の設定との連続性の観点

から，「a. 降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法」に

より気中降下火砕物濃度を推定する。 

なお，「b. 数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法」につい

ては，数値シミュレーション（三次元の大気拡散シミュレーション）で使用する噴煙高さ

の設定や噴出率の時間変化等に課題を残しているため，必要なパラメータを設定および結

果の妥当性を評価することは困難である。 

 

2. 気中降下火砕物濃度の算出方法 

ガイドに基づく気中降下火砕物濃度の算出方法を以下に示す。 

①粒径ｉの降下火砕物の降灰量Ｗｉ 

Ｗｉ＝ｐｉＷＴ （ｐｉ：粒径ｉの割合 ＷＴ：総降灰量） 

②粒径ｉの堆積速度ｖｉ 

ｖｉ＝Ｗｉ/ｔ （ｔ：降灰継続時間） 

③粒径ｉの気中濃度Ｃｉ 

Ｃｉ＝ｖｉ/ｒｉ （ｒｉ：粒径ｉの降下火砕物の終端速度） 

④気中降下火砕物濃度ＣＴ 

ＣＴ＝ΣｉＣｉ 

 

3. 入力条件および計算結果 

入力条件および計算結果を表１に示す。 

表１の計算結果より，島根原子力発電所における気中降下火砕物濃度を8.8g/m3とする。 
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表１ 入力条件および計算結果 

入力条件 数値 備考 

設計層厚 56cm 設置(変更)許可を得た層厚（図１） 

総降灰量 Wt 560,000g/m2 設計層厚×降下火砕物密度1.0g/cm3 

降灰継続時間 t 24h ガイド参考 

粒径ｉの割合 Pi 

別表１参照 

Tephra2による粒径分布の計算値 

粒径ｉの降灰量 Wi 式① 

粒径ｉの堆積速度 vi [g/s・m2] 式② 

粒径ｉの終端速度 ri Suzuki（1983）参考（図２） 

粒径ｉの気中濃度 Ci 式③ 

気中降下火砕物濃度 Ct 8.8 g/m3 式④ 

 

別表１ 粒径ごとの入力条件および計算結果 
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図１ 敷地における降下火砕物の層厚評価 

 

 

図２ Suzuki(1983)※における降下火砕物の粒径と終端速度との関係図 

※：Suzuki, T. (1983) A Theoretical model for dispersion of tephra, Arc Volcanism: 

Physics and Tectonics: 95-116, Terra Scientific Publishing. 
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非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系ディーゼル機関出力と吸気流量の関係 

 

1. 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系ディーゼル機関の空気の流れ 

図１に非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系室の全体概略を示す。非常用ディーゼル

発電機Ａ系およびＢ系ディーゼル機関（以下「機関」という。）は，吸入空気を外気から

取り入れ，過給機により吸入空気を圧縮し，吸気管を通して各シリンダに供給する。各シ

リンダに供給された吸入空気はピストンで圧縮され，高温高圧となった雰囲気に燃料を高

圧で噴射し，その自己着火により燃焼する。燃焼後，高温の排ガスとなって過給機に供給

され，過給機はそのタービンを駆動し，吸入空気を更に取り込む。過給機のタービンの後

に排出された排気ガスは排気消音器を通して屋外に排出される。 

 

2. 機関出力と吸気流量の関係 

機関は発電機の特性より無負荷から定格負荷まで回転数は一定であるが，発電機出力(負

荷)に応じて機関の出力(負荷)は変化する。 

機関は出力に応じた燃料が供給されるので，機関出力が低下すると燃料噴射弁からの燃

料投入量は減少する。シリンダ内で燃料が燃焼した後，高温の燃焼ガスが排ガスとなり過

給機の排ガス流路形成部よりタービンノズルを介し，タービン翼を回転させる。排ガス量

が減少するとタービン翼での仕事が小さくなるため，回転軸を回す力が小さくなり，過給

機の回転は低下する。 

過給機のタービン翼同軸上の反対側に取り付けられた圧縮機インペラは，燃焼用空気流

路形成部を介し，吸入空気を圧縮し，機関に吸入空気を供給するが，過給機の回転が小さ

いと圧縮機インペラの仕事は減少し，吸気流量は減少する。つまり，機関出力に応じて吸

気流量は変化するが，定格出力時に吸気流量は最大となる。 

図２に出力と吸気流量の変化をフローとして示す。 

 

3. まとめ 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の吸気流量が機関の出力に応じて変動するかど

うかについては，上記2.に記載したとおり，非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の吸

気流量は，機関出力に応じて定格出力時の定格流量よりも減少する。 

吸気流量が減少すると吸い込む火山灰量も減少するため，差圧の上昇は定格出力時より

も緩やかになる。なお，フィルタへの火山灰の付着状態が同じでも流速が減少するとフィ

ルタ差圧についても減少するため，フィルタの差圧は定格出力時が最も厳しい条件とな

る。(一般に圧力損失は流速の２乗に比例する。) 

今回のフィルタ閉塞時間の評価は，機関の最大吸気流量である定格出力時で評価したも

のであるが，実際には，電気負荷に応じた出力となり，吸気流量は低くなることから，フ

ィルタの差圧上昇はさらにゆるやかになると考える。 
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図２ 出力-吸気量変化のフロー 図１ 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系 概要図 
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降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出 
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別紙２ 火山影響等発生時に使用する改良型フィルタの扱い 

別紙３ 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系のフィルタコンテナに係る影響評価 

別紙４ 復水貯蔵タンクを水源とした高圧原子炉代替注水系を用いた原子炉圧力容器への注

水の成立性 

別紙５ 復水貯蔵タンクの降下火砕物の影響評価 

別紙６ 高圧発電機車の原子炉建物内における降下火砕物の影響 

 

（参考） 

参考１ 中央制御室空調換気系の系統隔離運転モードの概要 
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火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うため，降下火砕物に

対して評価すべき施設の抽出を行う。 

抽出にあたっては，以下の観点から施設を抽出する。 

1. 設置許可基準規則適合性審査および技術基準規則適合性審査での評価対象施設のうち

評価すべき施設の抽出 

2. その他火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な施設のうち，評価すべき施設の抽出 

 

1. 設置許可基準規則適合性審査および技術基準規則適合性審査での評価対象施設のうち評

価すべき施設の抽出 

気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設を原子力発電所の火山影響評価ガイドを参照

し抽出する。抽出の方法は以下のとおり。 

 

(1) 火山事象に対する評価対象施設および影響因子の抽出 

 

(2) 気中降下火砕物濃度に対して評価が必要な影響因子の整理 

 

(3) 気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出 

 

(1) 火山事象に対する評価対象施設および影響因子の抽出 

評価対象施設は，建物等，屋外に設置されている施設，降下火砕物を含む海水の流路と

なる施設，降下火砕物を含む空気の流路となる施設，外気から取り入れた屋内の空気を機

器内に取り込む機構を有する施設および外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし

得る施設に分類し，抽出する。 

また，降下火砕物の特徴からその影響因子となり得る荷重，閉塞，摩耗，腐食，大気汚

染および絶縁低下を抽出し，評価対象施設の構造や設置場所等を考慮して，各設備に対す

る影響因子を抽出する。抽出結果を表１に示す。 
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表１ 降下火砕物による各施設への影響因子の抽出結果 

 施設区分 評価対象施設 影響因子 

外

部

事

象

防

護

対

象

施

設 

建物等 

・原子炉建物 

・タービン建物 

・制御室建物 

・廃棄物処理建物 

・排気筒モニタ室 

・ディーゼル燃料貯蔵タンク室 

・Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

荷重，腐食 

屋外に設置さ

れている施設 

・海水ポンプ（原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプ

レイ補機海水ポンプ） 
荷重，腐食 

・海水ストレーナ（原子炉補機海水ストレーナ，高圧

炉心スプレイ補機海水ストレーナ） 
腐食 

・燃料移送ポンプ（非常用ディーゼル発電機Ａ系（燃

料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

（燃料移送系）） 

腐食 

・排気筒 

・非常用ガス処理系排気管 

・排気筒モニタ 

腐食 

降下火砕物を

含む海水の流

路となる施設 

・海水ポンプ（原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプ

レイ補機海水ポンプ） 

・海水ストレーナ（原子炉補機海水ストレーナ，高圧

炉心スプレイ補機海水ストレーナ）および下流設備 

閉塞，摩耗，

腐食 

降下火砕物を

含む空気の流

路となる施設 

・海水ポンプ（原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプ

レイ補機海水ポンプ） 

閉塞，摩耗，

腐食 

・非常用ディーゼル発電機 
閉塞，摩耗，

腐食 

・燃料移送ポンプ（非常用ディーゼル発電機（燃料移

送系）） 

閉塞，摩耗，

腐食 

・排気筒 

・非常用ガス処理系排気管 

・排気筒モニタ 

閉塞，摩耗 

・換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物

付属棟空調換気系） 

閉塞，摩耗，

腐食，大気

汚染 

外部から取り

入れた屋内の

空気を機器内

に取り込む機

構を有する施

設 

・計測制御系統施設（安全保護系盤） 

・計測制御用電源設備（計装用無停電交流電源装置） 

・非常用所内電気設備（所内電源系統） 

腐食，絶縁

低下 

外部事象防護対象

施設に波及的影響

を及ぼし得る施設 

・非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系給気口 

・非常用ディーゼル発電機排気消音器及および排気管 
荷重，腐食 

・取水設備（除じん装置） 
閉塞，摩耗，

腐食 
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(2) 気中降下火砕物濃度に対して評価が必要な影響因子の整理 

降下火砕物濃度による評価への影響を考慮し，気中降下火砕物濃度に対して評価が必要

となる影響因子は閉塞である。 

影響因子の整理結果を表２に示す。 

 

表２ 気中降下火砕物濃度に対して評価が必要な影響因子の整理結果 

影響因子 降下火砕物濃度による評価への影響 評価の要否 

荷重 
想定する降下火砕物の層厚は変わらないことから，荷重評価へ

の影響はない。 
不要 

閉塞 
気中降下火砕物濃度が増加することにより影響を受ける可能性

のあるもの（給気フィルタ）については，評価が必要。 
一部要 

腐食 
評価対象施設は，外面の塗装や耐腐食材料の使用等を行ってい

ることから，短期での腐食への影響はない。 
不要 

摩耗 
降下火砕物は，砂より硬度が低くもろいことから，短期での摩

耗への影響はない。 
不要 

大気汚染 
中央制御室の換気空調系の給気隔離弁を閉止し，系統隔離運転

モードとすることとしており，大気汚染への影響はない。 
不要 

絶縁低下 
絶縁低下を考慮する施設は空調管理された区域に設置されてい

ることから，絶縁低下への影響はない。 
不要 

：気中降下火砕物濃度に対して評価が必要となる影響因子 

 

(3) 気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出 

評価対象施設の閉塞に対する評価内容の検討の結果，気中降下火砕物濃度に対する評価

が必要な再評価対象施設は非常用ディーゼル発電機である。 

非常用ディーゼル発電機以外の施設については，降下火砕物濃度の増加を考慮しても降

下火砕物の粒径や侵入量が変わらないこと等により，気中降下火砕物濃度に対する影響は

ない。 

気中降下火砕物濃度に対する再評価対象施設の抽出結果を表３に示す。 
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表３ 気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出結果（１／２） 

評価対象施設 影響因子 評価内容および降下火砕物濃度による影響 

・原子炉建物 

・制御室建物 

・タービン建物 

・廃棄物処理建物 

・排気筒モニタ室 

・ディーゼル燃料タンク

室 

・Ｂ－ディーゼル燃料貯

蔵タンク格納槽 

荷重 

腐食 
・影響因子として閉塞がないため評価不要。 

海水ポンプ（原子炉補機

海水ポンプ，高圧炉心ス

プレイ補機海水ポンプ） 

荷重 

閉塞 

摩耗 

腐食 

・ポンプの狭隘部については降下火砕物の粒径より大き

く，降下火砕物による閉塞には至らない。軸受部には

異物逃がし溝を設けており，降下火砕物による閉塞に

は至らない。また，電動機については，電動機を冷却

する冷却管の内径または流路の出口径は降下火砕物

の粒径より大きくすることで閉塞には至らない。 

⇒降下火砕物の粒径は変わらないことから影響なし（別

紙１参照）。 

海水ストレーナ（原子炉

補機海水ストレーナ，高

圧炉心スプレイ補機海

水ストレーナ）および下

流設備 

閉塞 

摩耗 

腐食 

・降下火砕物の粒径は，ストレーナのメッシュサイズよ

りも小さく，閉塞することはない。また，ストレーナ

は差圧管理されており，一定の差圧になると切替え

て，清掃を行うことから，閉塞することはない。 

⇒降下火砕物の粒径は変わらないことから影響なし（別

紙１参照）。 

非常用ディーゼル発電

機 

閉塞 

摩耗 

腐食 

・降下火砕物濃度の増加に伴い，給気フィルタの閉塞時

間が短くなるため評価が必要（別紙２参照）。 

燃料移送ポンプ（非常用

ディーゼル発電機（燃料

移送系）） 

閉塞 

摩耗 

腐食 

・燃料移送ポンプ本体への異物混入経路としては，軸貫

通部があるが，当該部はメカニカルシール等を用いて

潤滑剤や内部流体の漏えいのないように適切に管理

されていることから，降下火砕物が内部に侵入するこ

とはない。また，電動機については「全閉屋外外扇形」

であるため，降下火砕物が内部に侵入することはな

い。 

⇒降下火砕物の侵入量は変わらないことから影響なし。 

換気空調設備（中央制御

室空調換気系，原子炉建

物付属棟空調換気系） 

閉塞 

摩耗 

腐食 

大気汚

染 

・中央制御室換気系については，給気隔離弁を閉止およ

び系統隔離運転モードとすることにより，中央制御室

の居住性が確保できる。また，その他の換気空調設備

については，空調停止による対応が可能である。 

⇒給気隔離弁の閉止，系統隔離運転モード（参考１参照）

および空調停止によりフィルタ閉塞の影響なし。 
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表３ 気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出結果（２／２） 

評価対象施設 影響因子 評価内容および降下火砕物濃度による影響 

・排気筒 

・非常用ガス処理系排気

管 

・排気筒モニタ 

閉塞 

摩耗 

腐食 

・排気筒については，排気筒の排気速度が降下火砕物の

降下速度を上回っており，非常用ガス処理系排気管に

ついては，侵入しにくい構造となっていることから降

下火砕物により閉塞することはない。 

・排気筒モニタのサンプリング配管の計測口は，下方か

ら吸い込む構造であること，また排気筒内部に設置す

ることにより，降下火砕物が侵入しないことから，機

器の機能に影響を及ぼすことはない。 

⇒降下火砕物の侵入量は変わらないこと，粒径に変更は

なく，降下速度は変わらないことから影響なし。 

・計測制御系統施設（安

全保護系盤） 

・計測制御用電源設備

（計装用無停電交流

電源装置） 

・非常用所内電気設備

（所内電源系統） 

腐食 

絶縁低

下 

・影響因子として閉塞がないため評価不要。 

・非常用ディーゼル発電

機Ａ系およびＢ系給

気口 

・非常用ディーゼル発電

機排気消音器および

排気管 

荷重 

腐食 

・影響因子として閉塞がないため評価不要。 

取水設備（除じん装置） 閉塞 

摩耗 

腐食 

・降下火砕物の粒径は取水設備の目開きの間隔よりも十

分小さく，取水設備（除じん機）が閉塞することはない。 

⇒降下火砕物の粒径は変わらないことから影響なし（別

紙１参照）。 

：気中降下火砕物濃度に対する評価が必要な施設 

 

2. その他火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必

要な施設の抽出 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機の機能が喪失

した場合は，原子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代替注水系を用いた原子炉圧力容器への

注水による炉心冷却を行う。また，その際に必要となる施設を抽出し，影響因子を考慮して

評価を行う。 

その他の火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な施設の抽出結果を表４に示す。 
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表４ その他火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な施設のうち，評価すべき施設の抽出 

必要な機能 必要な施設 
影響

因子 
評価結果 

原子炉圧力

容器への注

水による炉

心冷却 

原子炉隔離時冷却系ポンプ ― 

降下火砕物に対し構造健全性を有する

建物等内に設置されているため影響な

し。なお，復水貯蔵タンクから高圧原子

炉代替注水ポンプ間の配管については，

火山影響等発生時の対応に使用可能で

あることを確認する（別紙４参照）。 

高圧原子炉代替注水ポンプ ― 

サプレッションチェンバ ― 

Ｂ－115V系蓄電池 ― 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） ― 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 
― 

ＳＡ用115V系蓄電池 ― 

復水貯蔵タンク 
荷重 

腐食 

影響因子に対して健全性を有している

ことを確認する（別紙５参照）。 

居住性 緊急時対策所 ― 
居住性を確実に確保するための手順を

整備する。 

通信連絡 

通信連絡設備 ― 
所内外の通信連絡機能を確実に確保す

るための手順を整備する。 

高圧発電機車 ― 

降灰開始前に，降下火砕物に対し構造健

全性を有する建物内に移動するため，影

響なし（別紙６参照）。 

移動のための手順を整備する。 

 

3. 既許認可との整合性 

気中降下火砕物濃度に対する対応が設置変更許可申請書および工事計画認可申請書に抵

触しないことを確認している。詳細を別表に示す。 

 

4. まとめ 

火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うため，降下火砕物

に対して評価すべき施設の抽出を行った。結果は以下のとおりである。 

○設置許可基準規則適合性審査および技術基準規則適合性審査での評価対象施設について

は，非常用ディーゼル発電機（給気フィルタ）が抽出されたことから，外気の取入れ箇所

に改良型フィルタを設置する手順を整備する。 

○その他火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必

要な施設については，復水貯蔵タンク，緊急時対策所および通信連絡設備が抽出されたこ

とから，復水貯蔵タンクの降下火砕物に対する健全性評価，緊急時対策所の居住性を確保

するための手順，所内外の通信連絡機能を確実に確保するための手順を整備する。 
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別紙２ 

 

火山影響等発生時に使用する改良型フィルタの扱い 

 

1. 改良型フィルタの概要（配備目的および運用方法） 

従来から非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系にはフィルタを配備しているが，算出し

た気中降下火砕物濃度を考慮して，火山影響等発生時に改良型フィルタを取り付け，非常用

ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の継続的な運転を行えるよう手順の整備（運用による対

応）を図るものである。 

 

2. 設置許可との関連 

設置許可本文において，降下火砕物による影響因子である荷重，閉塞，腐食，摩耗，大気

汚染，絶縁低下に対する設計方針を記載している。 

気中降下火砕物濃度が増加することによる影響を受ける可能性がある影響因子として閉

塞が抽出されるが，設計基準対象施設については設置許可本文に「換気系，電気系および計

測制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入しにくい設計とする」と記

載している。また，重大事故等対処設備については「想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重およびその他の使用条件において，その機能が有効に発揮でき

るよう，その設置場所（使用場所）または保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすると

ともに，操作が可能な設計とする。」と記載しており，火山影響等発生時における非常用デ

ィーゼル発電機Ａ系およびＢ系への改良型フィルタの取り付けは現行記載の範囲内である。 

次に，手順については，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生

および拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に基づ

き，既に設置許可の本文には，前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制および手

順を整備する方針であることを記載している。 

今回の対策は，この設置許可の基本方針に基づき，保安規定にて個別に手順を定めるもの

である。 

以上により，火山影響等発生時に改良型フィルタを取り付けることは，設置許可に記載す

る基本方針の変更を必要とするものではない。 

 

3. 保安規定第１０６条（施設管理計画）における取扱い 

保安規定第１０６条では，原子力発電施設の中から各号炉ごとに保全を行うベき対象範囲

を以下のとおり定めている。 

・重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高度な信頼性の確保および維持が要

求される機能を有する設備 

・重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保および維持が要求さ

れる機能を有する設備 

・原子炉設置（変更）許可申請書および設計および工事計画（変更）認可申請書で保管また

は設置要求があり，許可または認可を得た設備 
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・自主対策設備※１(２号炉） 

・炉心損傷または格納容器機能喪失を防止するために必要な機能を有する設備 

・その他自ら定める設備 

 

※１：自主対策設備とは，技術基準規則の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状

況において使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故対応に有効

な設備をいう。 

 

火山影響等発生時の対応に必要な資機材を表１に示す。これらの資機材のうち，改良型フ

ィルタ，フィルタコンテナ，フレキシブルダクト，アタッチメントおよび閉止板については，

火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動のうち，設備の機能維持に直接必

要な資機材であることを踏まえ，その他自ら定める設備として保全対象範囲として選定する。

改良型フィルタ等は養生または収納箱により保管したうえで，定期的に保管状態も含めた改

良型フィルタ等の外観目視点検を行う。 

 

表１ 火山影響等発生時の対応に必要な資機材 

使用目的 資機材 

非常用ディーゼル発電機Ａ系

およびＢ系の機能維持※ 

改良型フィルタ，フィルタコンテナ，フレキシブルダク

ト，アタッチメント，閉止板 

高圧発電機車 排気ダクト 

燃料補給 ドラム缶，軽油缶，軽油抜取ポンプ，燃料ホース 

電源 乾電池（有線式通信機） 

緊急時対策所の居住性確保 仮設フィルタ（緊急時対策所），酸素濃度計，二酸化炭

素濃度計 

除灰作業 ショベル，一輪車，ホース，フレコンパック 

防護具 マスク，ゴーグル，長靴，手袋 

※：設備の機能維持に直接必要な資機材であることを踏まえ，その他自ら定める設備として保

全対象範囲として選定する。 

 

(3) 改良型フィルタ配備に伴う周辺機器への影響 

改良型フィルタについては，通常時から非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の給気

口近傍に配備し，給気口への接続時に使用するフレキシブルダクト等については，改良型

フィルタ取付けエリア近傍に配備することとしている。 

通常時から改良型フィルタを非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の給気口近傍に

配備し，改良型フィルタを接続するフレキシブルダクト等を改良型フィルタ取付けエリア

近傍に配備することについて，社内規定文書に基づき，持込可燃物の管理，竜巻対策上の

管理，地震による周辺機器への影響の防止および安全上重要な機器へのアクセスルート等

の管理について確認を行った上で保管場所を決定している。 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の改良型フィルタ配備に伴う周辺機器への影
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響の確認結果を表１に示す。 

 

表１ 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の改良型フィルタ配備に伴う周辺機器への影響

の確認結果 

確認項目 確認結果 

①安全上重要な機器，配管，計器等精密機

器からは十分離れているか。また，固

縛・滑り止め・ボルト固定等の処置が適

切に実施できるか。 

離隔を確保した上で固定できるよう保管す

るため，安全上重要な危機に影響しない。 

②接触，干渉等により発電設備に影響はな

いか。 

他設備への接触，干渉等はない。 

③運転員，作業員の通行性（アクセスルー

ト含む）および弁，操作盤等への操作性

が確保できる。 

配備場所はアクセスルートとの干渉はない。 

④避難通路，防火シャッター（防火扉）の

作動範囲は確保されているか。 

近傍に避難通路，防火シャッターはないた

め，作動範囲を妨げない。 

⑤恒設の消火器，消火栓，救急搬送用具（担

架等）の使用に影響しないか。また，火

災検知器の機能に影響しないか。 

改良型フィルタは消火器や検知器と干渉せ

ず，機能に影響しない場所に配備する。 

⑥火災発生源になる資機材（油脂・木材・

ボンベ・ビニール・段ボール・ウエス等

の可燃物（難燃性を含む））はないか。 

フィルタの主材料は金属であり，可燃性では

ない。また，社内規定文書に基づき管理する。 

⑦屋外に配備する場合，竜巻による飛来対

策区域外であること。 

＊飛来物対策区域内の場合，飛散防止対策

を実施すること。 

屋外に保管する改良型フィルタおよびフィ

ルタコンテナは，竜巻荷重を考慮した上で保

管する。 

⑧屋外に配備する場合，津波対策区域外で

あること。 

＊津波対策区域内の場合，影響評価を実施

すること。 

津波対策区域外である。 

 

4. まとめ 

火山影響等発生時において一時的に改良型フィルタを資機材として配備する手順は，現行

の設置許可に記載している内容のままで運用可能である。 
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別紙３ 

 

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系のフィルタコンテナに係る影響評価 

 

降下火砕物による非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系のフィルタコンテナへの影響に

ついて以下のとおり評価した。 

 

1. 評価項目および内容 

(1) 構造物への静的負荷 

降下火砕物の堆積荷重によりフィルタコンテナの健全性に影響がないことを評価する。

なお，堆積荷重は積雪との重畳を考慮する。 

(2) 構造物への化学的影響（腐食） 

降下火砕物の構造物への付着や堆積による化学的影響（腐食）により構造物の機能に影

響がないことを評価する。 

 

2. 評価条件 

(1) 降下火砕物条件 

・堆積量：56[cm] 

・密 度：1.5[g/cm3]（湿潤密度） 

(2) 積雪条件 

・積 雪 量：35[cm]（松江地方気象台で観測された最深積雪100cmに平均的な積雪荷重

を与えるための係数0.35を考慮した値） 

・単位荷重：積雪量l[cm]当たり20[N/m2]（建築基準法施行令に基づく積雪の単位荷重） 

 

3. 評価結果 

(1) 構造物への静的負荷 

a. 堆積荷重 

湿潤状態の降下火砕物の荷重（8,238[N/m2]) 

＋降下火砕物と組み合わせる積雪荷重（700 [N/m2])  

＝8,938 [N/m2] 

フィルタコンテナの降下火砕物および積雪に対する静的負荷については，フィルタコ

ンテナの重量を考慮した許容耐荷重を14,566[N/m2]と評価しており，降下火砕物および

積雪荷重8,938[N/m2]を上回っていることから，降下火砕物および積雪の堆積によりフ

ィルタコンテナの健全性に影響を及ぼすことはない。 

(2) 構造物への化学的影響（腐食） 

フィルタコンテナは外面の塗装が施されており，降下火砕物による短期での腐食により

フィルタコンテナの機能に影響を及ぼすことはない。 

なお，降灰後の長期的な腐食の影響については，日常の保守管理等により，状況に応じ

て補修が可能な設計とする。 
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別紙４ 

 

復水貯蔵タンクを水源とした高圧原子炉代替注水系を用いた原子炉圧力容器への 

注水の成立性 

 

1. 概要 

高圧原子炉代替注水系（以下「ＨＰＡＣ」という。）の配管について，復水貯蔵タンク（以

下「ＣＳＴ」という。）から原子炉圧力容器への注水が可能であることを確認する。 

ここでは「設計及び工事の計画」（以下「設工認」という。）において，これまで説明し

ていない配管が構造健全性を有することを評価する。 

 

2. 構造概要 

配管の概略系統図を図１に，配管仕様を表１に示す。 

 

サプレッションチェンバより

原子炉隔離時冷却系ポンプより原子炉浄化系へ

原子炉隔離時冷却系ポンプへ

サプレッションチェンバより

高圧原子炉代替注水ポンプ

①

②

③ ④

⑤

HPACRCIC

復水貯蔵タンク

 
図１ ＣＳＴを水源としたＨＰＡＣ概略系統図 

 

表１ ＣＳＴからＨＰＡＣポンプ間の配管仕様 

No. 主配管 
外径 

(mm) 

公称厚さ 

(mm) 
材料 

設工認での評価条件 

評価対象 最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度(℃) 

DB SA 

① 〇 165.20 7.10 SUS304TP 1.37 66 － － 

② 〇 165.20 7.10 SUS304TP 1.37 66 100 － 

③ － 165.20 7.10 SUS304TP － － － ○ 

④ － 165.20 7.10 STPT410 － － － ○ 

⑤ 〇 165.20 7.10 STPT410 1.37 － 120 － 
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3. 評価方針 

  配管の構造健全性について，ＣＳＴからＨＰＡＣポンプまでの配管のうち，設工認で強度

計算の対象としていない配管について，設工認で強度計算を実施した配管との比較をするこ

とで評価する。 

 

4. 評価結果 

    ＣＳＴからＨＰＡＣポンプまでの配管のうち，工事計画認可申請で強度計算の対象として

いない配管である③，④の配管については，設工認で強度計算を実施済みの主配管である②，

⑤の配管と同一の仕様であるため，十分な強度を有することを確認した。 

  以上から，ＣＳＴからＨＰＡＣポンプ間の配管は，十分な強度を有していることを確認し

た。 
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別紙５ 

 

復水貯蔵タンクの降下火砕物の影響評価 

 

1. 概要 

復水貯蔵タンク（以下「ＣＳＴ」という。）が降下火砕物等堆積時においても，機能維持

を考慮して，必要な容量の水源を保有するために，主要な構造部材が構造健全性を有するこ

とを確認する。 

なお，降下火砕物の付着や堆積による化学的影響（腐食）については，ＣＳＴは外面の塗

装を実施していることから，降下火砕物による短期での腐食により機能に影響を及ぼすこと

はない。長期的な腐食の影響については，降灰後の点検において，必要に応じて補修作業を

実施する。 

 

2. 構造概要 

ＣＳＴは，円筒形の胴板と屋根板より構成され，基礎ボルトにより基礎コンクリートに固

定された平底たて置円筒形容器である。ＣＳＴは外気とつながっているため，タンク内圧は

大気圧となっている。ＣＳＴの概要図を図１に示す。 

 

 

図１ ＣＳＴの概要図 
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3. 評価方針 

(1) 荷重および荷重の組合せならびに許容限界 

 考慮する荷重および荷重の組合せを表１に示す。常時作用する荷重は自重に加え，保有

水の静水頭を考慮する。なお，水平方向の風荷重が作用すると，屋根板およびラフターに

対し鉛直上向きの荷重が働き，鉛直下向き荷重が低減されること，胴板に対しては，周囲

に設置された遮蔽壁により風荷重が作用しないことから，風荷重は考慮しない。 

ここで，単位面積当たりの降下火砕物等の堆積による鉛直荷重は層厚56cmの降下火砕物

に積雪を考慮した8,938N/m2とする。また，機能維持できるよう弾性設計とするため許容

限界は，ＪＥＡＧ４６０１の許容応力状態ⅢＡＳとする。 

 

表１ 荷重の組合せ 

施設名称 
考慮する荷重

の組合せ 

荷重※ 

常時作用

する荷重 

降下火砕物

による荷重 
積雪荷重 風荷重 

復水貯蔵タンク ケース 1 ○ ○ ○ － 

※：○は考慮する荷重を示す。 

 

 (2) 評価対象部位 

 降下火砕物等の堆積による鉛直荷重は屋根板に作用し，胴板およびラフターを介して基

礎部に伝達することから屋根板，胴板およびラフターを評価対象部位とする。なお，基礎

ボルトについては，考慮する荷重により転倒モーメントが作用しないため評価対象外とす

る。 

 (3) 強度評価方法 

強度評価方法は，屋根板，屋根板に接続する胴板（上部）およびラフターについて，鉛直

方向に作用する降下火砕物等の荷重に対して，ＦＥＭによる応力解析を用いる。また，胴板

（下部）について，鉛直方向に作用する降下火砕物等の荷重に対して，１質点系モデルによ

る強度評価および座屈評価を行う。 

 

4. 評価結果 

FEM解析による降下火砕物等堆積時の強度評価結果を表２に，１質点系モデルによる降下

火砕物等堆積時の強度評価結果を表３に示す。表２より屋根板，胴板（上部）およびラフタ

ーに発生する応力は許容応力以下である。また，表３より胴板（下部）に発生する応力は許

容応力以下であり，座屈の評価の条件式を満足している。 
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表２ ＦＥＭ解析による降下火砕物等堆積時の強度評価結果 

評価部材 材料 応力 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

屋根板 
一次一般膜 σ＝ 81  Ｓ＝ 

一次膜＋一次曲げ σ＝135  Ｓ＝ 

胴板 

(上部) 
SM41A※１ 

一次一般膜 σ＝114 Ｓ＝ 231 

一次膜＋一次曲げ σ＝228 Ｓ＝ 346 

ラフター SS41※２ 組合せ σ＝116 Ｓ＝ 234 

※１：SM400A相当

※２：SS400相当

表３ １質点系モデルによる降下火砕物等堆積時の強度評価結果 

評価部材 材料 応力 発生応力（MPa） 許容応力（MPa） 

胴板 

(下部） 
SM41A※ 

一次一般膜 σ0＝74 Ｓ＝231 

組合せ一次 σ1＝74 Ｓ＝346 

圧縮と曲げの組

合せ (座屈の評

価) 

 ＊2 ＊2

ｂ２ ｃ

ｂ ｃ

σ σ
＋ ≦ 1

1.5・ｆ 1.5・ｆ

0.24 

※：SM400A相当 

α・σxb α・σxc 

1.5・ƒｂ 1.5・ƒｃ
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別紙６ 

高圧発電機車の原子炉建物内における降下火砕物の影響 

1. 概要

火山影響等発生時において，高圧発電機車１台については，降下火砕物の影響を避けるた

め，降灰が開始する前に原子炉建物内に移動し，原子炉建物内で使用する。 

そこで，高圧発電機車を原子炉建物内で使用する際の降下火砕物の影響について説明する。 

2. 高圧発電機車の原子炉建物内における降下火砕物影響

(1) 評価方針

高圧発電機車の原子炉建物内における降下火砕物影響について，原子炉建物内に外気が

侵入する速度の観点で評価する。具体的には，高圧発電機車のエンジンでの燃焼に必要な

吸気量，原子炉建物のガラリ開口部面積を考慮し，ガラリ開口部付近の流速を算出するこ

とで原子炉建物内への降下火砕物の侵入の様態を評価する。なお，高圧発電機車は全交流

動力電源喪失後に使用するため，換気空調設備等は停止しており，その他に原子炉建物に

吸気する設備はない。 

(2) 評価条件

高圧発電機車および排気ダクトの敷設図を図１に示す。

排気吸気

屋外 建物内

空気の流れ
高圧発電機車

【原子炉建物内】

排気ダクト

図１ 原子炉建物内の高圧発電機車および仮設ダクトの敷設図 

高圧発電機車による吸気量を表１に示す。ここで，高圧発電機車による吸気については，

エンジンを通して排気ガスとなり，高圧発電機車に接続した仮設ダクトから屋外に排出さ

れることから，原子炉建物内への吸気量としては，エンジンでの燃焼に必要な吸気量 

m3/h を考慮する。 
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表１ 原子炉建物内の高圧発電機車の吸気量 

名称 個数 吸気量 

高圧発電機車 １台 m3/h 

(3) 評価結果

表２に示すとおりガラリ開口部面積と高圧発電機車による吸気量を考慮すると，開口部

付近の流速は約 m/s となり，非常に低い流速となる。 

この  m/s という流速は，気象庁の「気象観測ガイドブック」のビューフォート

風力階級表（図２）によると，相当風速0.0－0.2m/s の範囲に該当し，「静穏。煙はまっ

すぐに昇る。」という説明がなされている範囲の中でも限りなく下限値に近い値であり，

上空へ上る煙でさえもなびくことはない風速に相当する。 

また，原子炉建物のガラリ開口部の例を図３に示すように下向き構造となっているため，

非常に低い流速および侵入しにくい構造の効果により，高圧発電機車への降下火砕物の影

響は問題ないと考えられる。 

表２ 原子炉建物のガラリ開口部流速の評価条件および評価結果 

①ガラリ開口部面積（m2） 40.8 

②吸気量（m3/h）

③ガラリ開口部付近の流速（m/s）

＝②／①／3,600 
約 
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図２ ビューフォート風力階級表（気象庁「気象観測ガイドブック」P32より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 原子炉建物のガラリ開口部の例 

 

3. まとめ 

高圧発電機車を原子炉建物内で使用する際の降下火砕物の影響については，非常に低い流

速および侵入しにくい構造の効果により，問題ないと考えられる。 
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(2) 換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的影響（腐食） 

金属腐食研究の結果より，降下火砕物に含まれる腐食性ガスによって直ちに金属腐食

は生じないことから，金属材料を用いることで，降下火砕物による短期での腐食により

換気空調設備（外気取入口）の機能に影響を与えにくい。なお，降灰後の長期的な腐食

の影響については，日常の保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

(3) 発電所周辺の大気汚染 

運転員が常駐している中央制御室は，中央制御室空調換気系によって空調管理されて

おり，他の換気空調設備と同様，外気取入口には，ルーバが取り付けられており，下方

から吸い込む構造となっていることから，降下火砕物が侵入しにくい構造となっている。

また，外気取入口には，バグフィルタ（ＪＩＳ Ｚ ８９０１試験用粉体 11 種に対して

80％以上の捕集効率）が設置されており，想定する降下火砕物は十分除去されることか

ら，降下火砕物が与える影響は少ない。中央制御室空調換気系の外気取入口の写真を図

2 に示す。 

なお，大気汚染による人に対する居住性の観点から，運転員が常駐する中央制御室に

ついては，中央制御室排風機の停止及び給気隔離弁の閉止を行い，系統隔離運転モード

とすることにより，中央制御室の居住環境を維持できる。中央制御室空調換気系の系統

概略図を図 3 に示す。 

図 1 外気取入口の空気の流れ概要 

低性能フィルタ
袋型フィルタ

加熱コイル

外気処理装置ケーシング

ダクト

建物へ

送風機

ルーバ

外気

ラフフィルタ 
バグフィルタ 
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  ・1人あたりの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操作を想定し，中等作業時の吐

出量を適用して，0.046m3/hとする。 

  ・許容二酸化炭素濃度 1.0％以下（鉱山保安法施行規則） 

(b) 評価結果 

表 2 中央制御室系統隔離運転モードにおける二酸化炭素濃度の時間変化 

時間 12 時間 24 時間 36時間 358時間 

二酸化炭素濃度 0.07％ 0.10％ 0.13％ 1.00％ 

 

以上の結果から，358時間外気取入を遮断したままでも，中央制御室内に滞在する運

転員の操作環境に影響を与えない。なお，噴火継続時間に関する最近の観測記録と比較

し，十分な裕度が確保できている。 

 

 

 

 

図 3 中央制御室空調換気系の系統概略図 
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山
防
護
対
策
設
備
に
つ
い
て
は
，
降
下
火

砕
物
が
堆
積
し
や
す
い
構
造
を
有
す
る
場
合

に
は
荷
重
に
よ
る
影
響
を
考
慮
す
る
。
 

こ
れ
ら
の
施
設
に
つ
い
て
は
，
降
下
火
砕

物
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
，
降
下
火
砕
物

に
よ
る
荷
重
並
び
に
火
山
と
組
み
合
わ
せ
る

積
雪
及
び
風
（
台
風
）
の
荷
重
を
短
期
的
な

荷
重
と
し
て
考
慮
し
，
機
能
を
損
な
う
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
構
造
健
全
性
を
維
持
す
る
設

計
と
す
る
。
 

な
お
，
②
降
下
火
砕
物
が
長
期
的
に
堆
積

し
な
い
よ
う
，
当
該
施
設
に
堆
積
す
る
降
下

火
砕
物
を
適
宜
除
去
す
る
こ
と
を
保
安
規
定

に
定
め
て
管
理
す
る
。
 

 
屋
内
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
つ
い
て

る
設
計
と
す
る
こ
と
 

 ・
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系
の
盤
の
絶
縁
低

下
に

対
し

て
空

気
を

取
り

込
む

機
構

を

有
す
る
計
測
制
御
系
統
施
設
（
安
全
保
護

系
盤
）
，
計
測
制
御
用
電
源
設
備
（
計
装

用
無
停
電
交
流
電
源
装
置
）
及
び
非
常
用

所
内
電
源
設
備
（
所
内
低
圧
系
統
）
の
設

置
場
所
の
換
気
空
調
設
備
は
，
降
下
火
砕

物
が
侵
入
し
に
く
い
設
計
と
す
る
こ
と
 

 ・
②
降
下
火
砕
物
に
よ
る
静
的
負
荷
や
腐
食

等
の
影
響
に
対
し
て
，
降
下
火
砕
物
の
除

去
や

換
気

空
調

設
備

外
気

取
入

口
の

フ

ィ
ル

タ
の

取
替

え
若

し
く

は
清

掃
又

は

換
気

空
調

設
備

の
停

止
若

し
く

は
系

統

隔
離

運
転

モ
ー

ド
と

す
る

こ
と

に
よ

り

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計

と
す

る

こ
と
 

  
さ
ら
に
，
降
下
火
砕
物
に
よ
る
間
接
的
影

松
江
市
に
お
け
る
平
均
的
な
積
雪
量
を
踏
ま

え
て
設
定
す
る
。
 

①
粒
径
及
び
密
度
に
つ
い
て
は
，
文
献
調
査

及
び

地
質

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
，

粒
径

4.
0m
m
以
下
，
密
度

0
.7
g
/
cm

3 （
乾
燥
状
態
）

～
1.
5g
/c
m3
（
湿
潤
状
態
）
と
設
定
す
る
。
 

(3
)
 
評
価
対
象
施
設
の
抽
出
 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
の
う
ち
，
屋
内
設

備
は
外
殻
と
な
る
建
物
に
よ
り
防
護
す
る
設

計
と
し
，
評
価
対
象
施
設
を
，
建
物
，
屋
外
に

設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
，
降
下
火
砕
物
を
含
む

海
水
の
流
路
と
な
る
施
設
，
降
下
火
砕
物
を
含

む
空
気
の
流
路
と
な
る
施
設
，
外
気
か
ら
取
り

入
れ
た
屋
内
の
空
気
を
機
器
内
に
取
り
込
む

機
構
を
有
す
る
施
設
に
分
類
し
，
抽
出
す
る
。

ま
た
，
評
価
対
象
施
設
及
び
外
部
事
象
防
護
対

象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
施
設

を
評
価
対
象
施
設
等
と
い
う
。
 

  ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
は
，
設
置
許

可
の
左
記
記
載
事
項
に
影
響
し
な
い
た

め
，
変
更
不
要
 

    ②
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
静

的
負
荷
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら

な
い
。
ま
た
，
腐
食
等
に
対
す
る
運
用
に

つ
い
て
は
，
左
記
の
運
用
を
包
絡
す
る

対
応
を
実
施
す
る
た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

は
，
降
下
火
砕
物
に
よ
る
短
期
的
な
荷
重
に

よ
り
機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
，
降
下
火

砕
物
に
よ
る
組
合
せ
を
考
慮
し
た
荷
重
に
対

し
安
全
裕
度
を
有
す
る
建
物
内
に
設
置
す
る

設
計
と
す
る
。
 

 
屋
外
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
つ
い
て

は
，
降
下
火
砕
物
に
よ
る
荷
重
に
よ
り
機
能

を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
，
降
下
火
砕
物
を
適

宜
除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
，
設
計
基
準
事
故

対
処
設
備
等
の
安
全
機
能
と
同
時
に
重
大
事

故
等
対
処
設
備
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る

た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ

が
な
い
設
計
と
す
る
。
 

 
な
お
，
①
降
下
火
砕
物
に
よ
り
必
要
な
機

能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
屋
外
の

重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
堆
積
す
る
降
下
火

砕
物
を
適
宜
除
去
す
る
こ
と
を
保
安
規
定
に

定
め
て
管
理
す
る
。
 

響
で
あ
る
７
日
間

 
 
の
外
部
電
源
喪
失
及

び
発

電
所

外
で

の
交

通
の

途
絶

に
よ

る
ア

ク
セ
ス
制
限
事
象
に
対
し
，
発
電
所
の
安
全

性
を

維
持

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

電
源

の
供

給
が

継
続

で
き

る
こ

と
に

よ
り

安
全

機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

 

 

上
記
に
含
ま
れ
な
い
構
築
物
，
系
統
及
び
機

器
は
，
降
下
火
砕
物
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
で

あ
っ
て
も
，
代
替
手
段
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
り

安
全
機
能
は
損
な
わ
れ
な
い
。
 

ａ
．
建
物
 

・
原
子
炉
建
物
 

・
タ
ー
ビ
ン
建
物
 

・
制
御
室
建
物
 

・
廃
棄
物
処
理
建
物
 

・
排
気
筒
モ
ニ
タ
室
 

ｂ
．
屋
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
 

・
海
水
ポ
ン
プ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ
）
 

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
燃
料
移
送
系
）
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
（
燃
料
移
送
系
）
）
 

・
排
気
筒
 

             ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
降

下
火
砕
物
の
除
去
に
対
す
る
左
記
運
用

は
変
わ
ら
な
い
た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

 (
ロ
) 

閉
塞
 

ⅰ
. 

水
循
環
系
の
閉
塞
 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
及
び
外
部
事

象
防
護
対
象
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
施
設
の
う
ち
，降

下
火
砕
物
を
含

む
海
水
の
流
路
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
は
，

降
下
火
砕
物
に
対
し
，
機
能
を
損
な
う
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
降
下
火
砕
物
の
粒
径
に
対

し
十
分
な
大
き
さ
の
流
路
を
設
け
る
こ
と

に
よ
り
，水

循
環
系
の
狭
隘
部
が
閉
塞
し
な

い
設
計
と
す
る
。
 

ⅱ
. 

換
気
系
，
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系
に

対
す
る
機
械
的
影
響
（
閉
塞
）

 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
及
び
外
部
事

象
防
護
対
象
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
施
設
の
う
ち
，降

下
火
砕
物
を
含

む
空
気
の
流
路
と
な
る
換
気
空
調
設
備（

中

央
制
御
室
空
調
換
気
系
，原

子
炉
建
物
付
属

・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
排
気
管
 

・
排
気
筒
モ
ニ
タ
 

ｃ
．
降
下
火
砕
物
を
含
む
海
水
の
流
路
と
な
る
施

設
 
 

・
海
水
ポ
ン
プ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ
）
 

・
海
水
ス
ト
レ
ー
ナ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ス
ト

レ
ー
ナ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ス

ト
レ
ー
ナ
）
及
び
下
流
設
備
 

ｄ
．
降
下
火
砕
物
を
含
む
空
気
の
流
路
と
な
る
施

設
 

・
海
水
ポ
ン
プ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ
）
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
吸
気
系
及
び

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
吸
気
系
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

棟
空
調
換
気
系
）
に
つ
い
て
は
，
降
下
火
砕

物
に
対
し
，
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
外
気
取
入
口
に
フ
ィ
ル
タ
を
設
置
す

る
こ
と
に
よ
り
，
フ
ィ
ル
タ
メ
ッ
シ
ュ
よ
り

大
き
な
降
下
火
砕
物
が
内
部
に
侵
入
し
に

く
い
設
計
と
し
，
さ
ら
に
降
下
火
砕
物
が
フ

ィ
ル
タ
に
付
着
し
た
場
合
で
も
取
替
え
又

は
清
掃
が
可
能
な
構
造
と
す
る
こ
と
で
，
降

下
火
砕
物
に
よ
り
閉
塞
し
な
い
設
計
と
す

る
。
 

換
気
空
調
設
備（

中
央
制
御
室
空
調
換
気

系
，
原
子
炉
建
物
付
属
棟
空
調
換
気
系
）
以

外
の
降
下
火
砕
物
を
含
む
空
気
の
流
路
と

な
る
換
気
系
，電

気
系
及
び
計
測
制
御
系
の

施
設
に
つ
い
て
も
，
①
降
下
火
砕
物
に
対

し
，
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，

降
下
火
砕
物
が
侵
入
し
に
く
い
構
造
，又

は

降
下
火
砕
物
が
侵
入
し
た
場
合
で
も
，降

下

・
換
気
空
調
設
備
（
外
気
取
入
口
）
の
う
ち
中

央
制
御
室
換
気
系
 

・
換
気
空
調
設
備
（
外
気
取
入
口
）
の
う
ち
原

子
炉
建
物
付
属
棟
空
調
換
気
系

 

・
排
気
筒
 

・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
排
気
管
 

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
，
Ｂ
－

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
燃
料
移
送

系
）
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（
燃
料
移
送
系
）
）
 

・
排
気
筒
モ
ニ
タ
 

ｅ
．
外
気
か
ら
取
り
入
れ
た
屋
内
の
空
気
を
機
器

内
に
取
り
込
む
機
構
を
有
す
る
施
設
 

・
計
測
制
御
系
統
施
設
（
安
全
保
護
系
盤
）
 

・
計
測
制
御
用
電
源
設
備
（
計
装
用
無
停
電
交

流
電
源
装
置
）
 

・
非
常
用
所
内
電
源
設
備
（
所
内
低
圧
系
統
）
 

ｆ
．
降
下
火
砕
物
の
影
響
を
受
け
る
施
設
で
あ
っ

              ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
閉

塞
に
対
す
る
左
記
設
計
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
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基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

火
砕
物
に
よ
り
流
路
が
閉
塞
し
な
い
設
計

と
す
る
。
 

な
お
，
①
降
下
火
砕
物
に
よ
り
閉
塞
し
な

い
よ
う
給
気
隔
離
弁
の
閉
止
，換

気
空
調
設

備
の
停
止
又
は
系
統
隔
離
運
転
モ
ー
ド
と

す
る
こ
と
等
を
保
安
規
定
に
定
め
て
管
理

す
る
。
 

 (
ハ
) 

摩
耗
 

ⅰ
. 

水
循
環
系
の
内
部
に
お
け
る
摩
耗
 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
及
び
外
部
事

象
防
護
対
象
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
施
設
の
う
ち
，降

下
火
砕
物
を
含

む
海
水
の
流
路
と
な
る
施
設
の
内
部
に
お

け
る
摩
耗
に
つ
い
て
は
，主

要
な
降
下
火
砕

物
は
砂
と
同
等
又
は
砂
よ
り
硬
度
が
低
く

も
ろ
い
こ
と
か
ら
，摩

耗
に
よ
る
影
響
は
小

さ
い
が
，
降
下
火
砕
物
に
対
し
，
機
能
を
損

な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
定
期
的
な
内
部

て
，
そ
の
停
止
等
に
よ
り
，
外
部
事
象
防
護
対

象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
施
設
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
吸
気
系
（
給
気

口
）
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
排
気
消
音
器

及
び
排
気
管
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
排
気
消
音
器
及
び
排
気
管
 

・
取
水
設
備
（
除
じ
ん
装
置
）
 

上
記
に
よ
り
抽
出
し
た
評
価
対
象
施
設
等

を
第

1.
8.
8－

1 
表
に
示
す
。
 

(4
)
 
降
下
火
砕
物
に
よ
る
影
響
の
選
定
 

降
下
火
砕
物
の
特
徴
及
び
評
価
対
象
施
設

等
の
構
造
や
設
置
状
況
等
を
考
慮
し
て
，
降
下

火
砕
物
が
直
接
及
ぼ
す
影
響
（
以
下
「
直
接
的

影
響
」
と
い
う
。
）
と
そ
れ
以
外
の
影
響
（
以

下
「
間
接
的
影
響
」
と
い
う
。
）
を
選
定
す
る
。 

ａ
．
降
下
火
砕
物
の
特
徴
 

  ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
閉

塞
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

点
検
及
び
日
常
保
守
管
理
に
よ
り
，
摩
耗
し

に
く
い
設
計
と
す
る
。
 

  
な
お
，
①
降
下
火
砕
物
に
よ
り
摩
耗
が
進

展
し
な
い
よ
う
，
日
常
保
守
管
理
に
お
け
る

点
検
及

び
必
要

に
応

じ
た
補
修

の
実

施
を

保
安
規
定
に
定
め
て
管
理
す
る
。
 

ⅱ
. 

換
気
系
，
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系
に
対

す
る
機
械
的
影
響
（
摩
耗
）
 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
及
び
外
部
事

象
防
護
対
象
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
施
設
の
う
ち
，降

下
火
砕
物
を
含

む
空
気
を
取
り
込
み
か
つ
摺
動
部
を
有
す

る
換
気
系
，
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系
の
施

設
に
つ
い
て
は
，
降
下
火
砕
物
に
対
し
，
機

能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
降
下
火

砕
物
が
侵
入
し
に
く
い
構
造
と
す
る
こ
と

又
は
摩
耗
し
に
く
い
材
料
を
使
用
す
る
こ

と
に
よ
り
，
摩
耗
し
に
く
い
設
計
と
す
る
。 

各
種
文
献
の
調
査
結
果
よ
り
，
降
下
火
砕
物

は
以
下
の
特
徴
を
有
す
る
。
 

(a
)
 
火
山
ガ
ラ
ス
片
，
鉱
物
結
晶
片
か
ら
成
る

（
１
）
。
た
だ
し
，
火
山
ガ
ラ
ス
片
は
砂
よ
り
も

ろ
く
硬
度
は
低
く

（
２
）
，
主
要
な
鉱
物
結
晶
片

の
硬

度
は

砂
同

等
又

は
そ

れ
以

下
で

あ
る

（
３
）
（
４
）
。

 

(b
)
 
硫
酸
等
を
含
む
腐
食
性
の
ガ
ス
（
以
下
「
腐

食
性
ガ
ス
」
と
い
う
。
）
が
付
着
し
て
い
る

（
１
）
。
た
だ
し
，
金
属
腐
食
研
究
の
結
果
よ

り
，
直
ち
に
金
属
腐
食
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

は
な
い

（
５
）
。
 

(c
)
 
水
に
濡
れ
る
と
導
電
性
を
生
じ
る

（
１
）
。
 

(d
)
 
湿
っ
た
降
下
火
砕
物
は
乾
燥
す
る
と
固
結

す
る

（
１
）
。
 

(e
)
 
降
下
火
砕
物
粒
子
の
融
点
は
約

1,
0
0
0℃

で
あ
り
，
一
般
的
な
砂
に
比
べ
低
い

（
１
）
。
 

ｂ
．
直
接
的
影
響
 

  ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
摩

耗
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

  
な
お
，
①
降
下
火
砕
物
に
よ
り
摩
耗
が
進

展
し
な
い
よ
う
，
給
気
隔
離
弁
の
閉
止
，
換

気
空
調
設
備
の
停
止
等
を
保
安
規
定
に
定

め
て
管
理
す
る
。
 

 (
ニ
) 

腐
食
 

ⅰ
. 

構
造
物
の
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
及
び
外
部
事

象
防
護
対
象
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
施
設
の
う
ち
，屋

外
に
設
置
し
て

い
る
施
設
並
び
に
防
護
措
置
と
し
て
設
置

す
る
火
山
防
護
対
策
設
備
に
つ
い
て
は
，
降

下
火
砕
物
に
対
し
，機

能
を
損
な
う
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，耐

食
性
の
あ
る
材
料
の
使
用

又
は
塗
装
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
，降

下

火
砕
物
に
よ
る
短
期
的
な
腐
食
が
発
生
し

な
い
設
計
と
す
る
。
 

 
 な

お
，
②
降
下
火
砕
物
に
よ
り
長
期
的
な

腐
食
の
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
，日

常
保
守

降
下
火
砕
物
の
特
徴
か
ら
直
接
的
影
響
の

要
因
と
な
る
荷
重
，
閉
塞
，
摩
耗
，
腐
食
，
大

気
汚
染
，
水
質
汚
染
及
び
絶
縁
低
下
を
抽
出

し
，
評
価
対
象
施
設
等
の
構
造
や
設
置
状
況
等

を
考
慮
し
て
直
接
的
な
影
響
因
子
を
以
下
の

と
お
り
選
定
す
る
。
 

(a
)
 
荷
重
 

「
荷
重
」
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
影
響
因
子

は
，
建
物
及
び
屋
外
設
備
の
上
に
堆
積
し
静
的

な
負
荷
を
与
え
る
「
構
造
物
へ
の
静
的
負
荷
」

並
び
に
建
物
及
び
屋
外
設
備
に
対
し
降
灰
時

に
衝
撃
を
与
え
る
「
粒
子
の
衝
突
」
で
あ
る
。
 

評
価
に
当
た
っ
て
は
以
下
の
荷
重
の
組
合

せ
を
考
慮
す
る
。
 

ⅰ
 
評
価
対
象
施
設
等
に
常
時
作
用
す
る
荷
重
，

運
転
時
荷
重
 

評
価
対
象
施
設
等
に
作
用
す
る
荷
重
と
し

て
，
自
重
等
の
常
時
作
用
す
る
荷
重
，
内
圧
等

①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
摩

耗
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
 

             ②
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
腐

食
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

管
理
に
お
け
る
点
検
及
び
補
修
の
実
施
を

保
安
規
定
に
定
め
て
管
理
す
る
。
 

  
 屋

内
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
つ
い

て
は
，
降
下
火
砕
物
に
よ
る
短
期
的
な
腐
食

に
よ
り
機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
，耐

食

性
の
あ
る
塗
装
を
実
施
し
た
建
物
内
に
設

置
す
る
設
計
と
す
る
。
 

  
屋
外
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
つ
い

て
は
，
降
下
火
砕
物
を
適
宜
除
去
す
る
こ
と

に
よ
り
，
降
下
火
砕
物
に
よ
る
腐
食
に
対
し

て
，設

計
基
準
事
故
対
処
設
備
等
の
安
全
機

能
と
同
時
に
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
重

大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機

能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と

す
る
。
 

な
お
，
①
降
下
火
砕
物
に
よ
り
腐
食
の
影

響
が
生
じ
な
い
よ
う
，
屋
外
の
重
大
事
故
等

対
処
設
備
に
堆
積
す
る
降
下
火
砕
物
を
適

の
運
転
時
荷
重
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
。
 

ⅱ
 
設
計
基
準
事
故
時
荷
重
 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
は
，
降
下
火
砕
物

に
よ
っ
て
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と

す
る
た
め
，
設
計
基
準
事
故
と
は
独
立
事
象
で

あ
る
。
 

ま
た
，
評
価
対
象
施
設
等
の
う
ち
設
計
基
準

事
故
時
荷
重
が
生
じ
る
屋
外
設
備
と
し
て
は
，

海
水
ポ
ン
プ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
，
高

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ
）
及
び
デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
燃
料
移
送
系
）
，
高
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
燃
料
移

送
系
）
）
が
考
え
ら
れ
る
が
，
設
計
基
準
事
故

時
に
お
い
て
も
，
通
常
運
転
時
の
系
統
内
圧
力

及
び
温
度
と
変
わ
ら
ず
，
機
械
的
荷
重
が
変
化

す
る
こ
と
は
な
い
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
荷

重
と
降
下
火
砕
物
と
の
組
み
合
わ
せ
は
考
慮

た
め
，
変
更
不
要
 

              ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
腐

食
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

宜
除
去
す
る
こ
と
を
保
安
規
定
に
定
め
て

管
理
す
る
。
 

ⅱ
. 

水
循
環
系
の
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
及
び
外
部
事

象
防
護
対
象
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
施
設
の
う
ち
，降

下
火
砕
物
を
含

む
海
水
の
流
路
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
は
，

降
下
火
砕
物
に
対
し
，
機
能
を
損
な
う
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
耐
食
性
の
あ
る
材
料
の
使

用
又
は
塗
装
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
，
降

下
火
砕
物
に
よ
る

短
期
的
な
腐
食
が
発
生

し
な
い
設
計
と
す
る
。
 

 
 な

お
，
①
降
下
火
砕
物
に
よ
り
長
期
的
な

腐
食
の
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
，日

常
保
守

管
理
に
お
け
る
点
検
及
び
補
修
の
実
施
を

保
安
規
定
に
定
め
て
管
理
す
る
。
 

ⅲ
. 

換
気
系
，
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系
に
対

す
る
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
 

し
な
い
。
 

ⅲ
 
そ
の
他
の
自
然
現
象
の
影
響
を
考
慮
し
た

荷
重
の
組
合
せ
 

降
下
火
砕
物
と
組
合
せ
を
考
慮

す
べ
き
火

山
以
外
の
自
然
現
象
は
，
荷
重
の
影
響
に
お
い

て
風
（
台
風
）
及
び
積
雪
で
あ
り
，
降
下
火
砕

物
と
の
荷
重
と
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
。
 

(b
)
 
閉
塞
 

「
閉
塞
」
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
影
響
因
子

は
，
降
下
火
砕
物
を
含
む
海
水
が
流
路
の
狭
隘

部
等
を
閉
塞
さ
せ
る
「
水
循
環
系
の
閉
塞
」
及

び
降
下
火
砕
物
を
含
む
空
気
が
機
器
の
狭
隘

部
や
換
気
系
の
流
路
を
閉
塞
さ
せ
る
「
換
気

系
，
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系
の
機
械
的
影
響

（
閉
塞
）
」
で
あ
る
。
 

(c
)
 
摩
耗
 

「
摩
耗
」
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
影
響
因
子

は
，
降
下
火
砕
物
を
含
む
海
水
が
流
路
に
接
触

            ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
腐

食
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
及
び
外
部
事

象
防
護
対
象
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
施
設
の
う
ち
，降

下
火
砕
物
を
含

む
空
気
の
流
路
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
は
，

降
下
火
砕
物
に
対
し
，
機
能
を
損
な
う
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
降
下
火
砕
物
が
侵
入
し
に

く
い
構
造
と
す
る
こ
と
，耐

食
性
の
あ
る
材

料
の
使
用
又
は
塗
装
を
実
施
す
る
こ
と
に

よ
り
，
降
下
火
砕
物
に
よ
る
短
期
的
な
腐
食

が
発
生
し
な
い
設
計
と
す
る
。

 

な
お
，
①
降
下
火
砕
物
に
よ
り
長
期
的
な

腐
食
の
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
，日

常
保
守

管
理
に
お
け
る
点
検
，
補
修
の
実
施
等
を
保

安
規
定
に
定
め
て
管
理
す
る
。

 

 (
ホ
) 

発
電
所
周
辺
の
大
気
汚
染
 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
及
び
外
部
事

象
防
護
対
象
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
施
設
の
う
ち
，中

央
制
御
室
空
調

す
る
こ
と
に
よ
り
配
管
等
を
摩
耗
さ
せ
る
「
水

循
環
系
の
内
部
に
お
け
る
摩
耗
」
及
び
降
下
火

砕
物
を
含
む
空
気
が
動
的
機
器
の
摺
動
部
に

侵
入
し
摩
耗
さ
せ
る
「
換
気
系
，
電
気
系
及
び

計
測
制
御
系
の
機
械
的
影
響
（
摩
耗
）
」
で
あ

る
。
 

(d
)
 
腐
食
 

「
腐
食
」
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
影
響
因
子

は
，
降
下
火
砕
物
に
付
着
し
た
腐
食
性
ガ
ス
に

よ
り
建
物
及
び
屋
外
施
設
の
外
面
を
腐
食
さ

せ
る
「
構
造
物
へ
の
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
」
，

換
気
系
，
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系
に
お
い
て

降
下
火
砕
物
を
含
む
空
気
の
流
路
を
腐
食
さ

せ
る
「
換
気
系
，
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系
に

対
す
る
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
」
並
び
に
海
水

に
溶
出
し
た
腐
食
性
成
分
に
よ
り
海
水
配
管

等
を
腐
食
さ
せ
る
「
水
循
環
系
の
化
学
的
影
響

（
腐
食
）
」
で
あ
る
。
 

          ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
腐

食
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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す
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換
気
系
に
つ
い
て
は
，
降
下
火
砕
物
に
対

し
，
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，

バ
グ
フ
ィ
ル
タ
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
，

降
下
火
砕
物
が
中
央
制
御
室
（
１
，
２
号
機

共
用
（
以
下
同
じ
。
）
）
に
侵
入
し
に
く
い

設
計
と
す
る
。
 

 
 ま

た
，
中
央
制
御
室
空
調
換
気
系
に
つ
い

て
は
，
給
気
隔
離
弁
の
閉
止
及
び
系
統
隔
離

運
転
モ
ー
ド
と
す
る
こ
と
に
よ
り
，
中
央
制

御
室
内
へ
の
降
下
火
砕
物
の
侵
入
を
防
止

す
る
。
さ
ら
に
外
気
取
入
遮
断
時
に
お
い

て
，酸

素
濃
度
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
の
影

響
評
価
を
実
施
し
，室

内
の
居
住
性
を
確
保

す
る
設
計
と
す
る
。
 

  
な
お
，
①
降
下
火
砕
物
に
よ
る
中
央
制
御

室
の
大
気
汚
染
を
防
止
す
る
よ
う
系
統
隔

離
運
転
モ
ー
ド
と
す
る
こ
と
等
を
保
安
規

定
に
定
め
て
管
理
す
る
。
 

(e
)
 
大
気
汚
染
 

「
大
気
汚
染
」
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
影
響

因
子
は
，
降
下
火
砕
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
発

電
所
周
辺
の
大
気
が
運
転

 
員
の
常
駐
す
る

中
央
制
御
室
内
に
侵
入
す
る
こ
と
に
よ
る
居

住
性
の
劣
化
及
び
降
下
火
砕
物
の
除
去
，
屋
外

設
備
の
点
検
等
，
屋
外
に
お
け
る
作
業
環
境
を

劣
化
さ
せ
る
「
発
電
所
周
辺
の
大
気
汚
染
」
で

あ
る
。
 

(f
)
 
水
質
汚
染
 

「
水
質
汚
染
」
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
影
響

因
子
は
，
給
水
等
に
使
用
す
る
渓
流
水
に
降
下

火
砕
物
が
混
入
す
る
こ
と
に
よ
る
汚
染
が
考

え
ら
れ
る
が
，
発
電
所
で
は
給
水
処
理
設
備
に

よ
り
水
処
理
し
た
給
水
を
使
用
し
て
お
り
，
降

下
火
砕
物
の
影
響
を
受
け
た
渓
流
水
を
直
接

給
水
と
し
て
使
用
し
な
い
こ
と
，
ま
た
水
質
管

理
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
安
全
施
設
の
安

              ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
大

気
汚
染
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら

な
い
た
め
，
変
更
不
要
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(ヘ
) 
絶
縁
低
下
 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
及
び
外
部
事

象
防
護
対
象
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
施
設
の
う
ち
，空

気
を
取
り
込
む

機
構
を
有
す
る
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系

の
盤
の
絶
縁
低
下
に
つ
い
て
は
，降

下
火
砕

物
に
対
し
，
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
計
測
制
御
系
統
施
設
（
安
全
保
護
系

盤
）
，
非
常
用
電
源
設
備
（
計
装
用
無
停
電

交
流
電
源
装
置
及
び
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
）の

設

置
場
所
の
換
気
空
調
設
備
に
バ
グ
フ
ィ
ル

タ
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
，降

下
火
砕
物

が
侵
入
し
に
く
い
設
計
と
す
る
。
 

  
な
お
，
①
中
央
制
御
室
空
調
換
気
系
に
つ

い
て
は
，降

下
火
砕
物
に
よ
る
安
全
保
護
系

盤
等
の
絶
縁
低
下
を
防
止
す
る
よ
う
，給

気

隔
離
弁
の
閉
止
及
び
系
統
隔
離
運
転
モ
ー

ド
と
す
る
こ
と
等
を
保
安
規
定
に
定
め
て

全
機
能
に
は
影
響
し
な
い
。
 

(g
)
 
絶
縁
低
下
 

「
絶
縁
低
下
」
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
影
響

因
子
は
，
湿
っ
た
降
下
火
砕
物
が
，
電
気
系
及

び
計
測
制
御
系
絶
縁
部
に
導
電
性
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
に
よ
る
「
盤
の
絶
縁
低
下
」
で
あ
る
。 

ｃ
．
間
接
的
影
響
 

(a
)
 
外
部
電
源
喪
失
及
び
ア
ク
セ
ス
制
限
 

降
下
火
砕
物
に
よ
っ
て
発
電
所
に
間
接
的

な
影
響
を
及
ぼ
す
因
子
は
，
湿
っ
た
降
下
火
砕

物
が
送
電
線
の
碍
子
，
開
閉
所
の
充
電
露
出
部

等
に
付
着
し
絶
縁
低
下
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

に
よ
る
広
範
囲
に
わ
た
る
送
電
網
の
損
傷
に

伴
う
「
外
部
電
源
喪
失
」
及
び
降
下
火
砕
物
が

道
路
に
堆
積
す
る

こ
と
に
よ
る
交
通
の
途
絶

に
伴
う
「
ア
ク
セ
ス
制
限
」
で
あ
る
。
 

(5
)
 
降
下
火
砕
物
に
よ
る
直
接
的
影
響
に
対
す

る
設
計
 

             ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
絶

縁
低
下
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら

な
い
た
め
，
変
更
不
要
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管
理
す
る
。
 

ロ
. 

間
接
的
影
響
に
対
す
る
設
計
方
針
 

降
下
火
砕
物
に
よ
る
間
接
的
影
響
で
あ

る
長
期
（

7
日
間
）
の
外
部
電
源
喪
失
及
び

発
電
所
外
で
の
交
通
の
途
絶
に
よ
る
ア
ク

セ
ス
制
限
事
象
に
対
し
発
電
用
原
子
炉
及

び
燃
料
プ
ー
ル
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
，
7
日
間
の
電
源
供
給

が
継
続
で
き
る
よ
う
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
設
備（

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
設
備
を
含
む
。
）
の
燃
料
を
貯
蔵

す
る
た
め
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
及
び
燃
料
を
移
送
す
る
た
め
の
デ
ィ
ー

ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
等
を
降
下
火
砕
物

の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
設
置
す
る
設
計

と
す
る
。
 

  

直
接
的
影
響
に
つ
い
て
は
，
評
価
対
象
施
設

等
の
構
造
や
設
置
状
況
等
（
形
状
，
機
能
，
外

気
吸
入
及
び
海
水
通
水
の
有
無
）
を
考
慮
し
，

想
定
さ
れ
る
各
影
響
因
子
に
対
し
て
，
影
響
を

受
け
る
各
評
価
対
象
施
設
等
が
安
全
機
能
を

損
な
わ
な
い
以
下
の
設
計
と
す
る
。
 

ａ
．
降
下
火
砕
物
に
よ
る
荷
重
に
対
す
る
設
計
 

(a
)
 
構
造
物
へ
の
静
的
負
荷
 

評
価
対
象
施
設
等
の
う
ち
，
構
造
物
へ
の
静

的
負
荷
を
考
慮
す
べ
き
施
設
は
，
降
下
火
砕
物

が
堆
積
す
る
以
下
の
施
設
で
あ
る
。
 

・
建
物
 

原
子
炉
建
物
，
タ
ー
ビ
ン
建
物
，
制
御
室
建

物
，
廃
棄
物
処
理
建
物
，
排
気
筒
モ
ニ
タ
室
 

・
屋
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
 

海
水
ポ
ン
プ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ
）
 

・
降
下
火
砕
物
の
影
響
を
受
け
る
施
設
で
あ
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っ
て
，
そ
の
停
止
等
に
よ
り
，
外
部
事
象
防

護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得

る
施
設
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
吸
気
系
（
給
気

口
）
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
排
気
消

音
器
及
び
排
気
管
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
排
気
消
音
器
及
び
排

気
管
 

当
該
施
設
の
許
容
荷
重
が
，
降
下
火
砕
物
に

よ
る
荷
重
に
対
し
て
安
全
裕
度
を
有
す
る
こ

と
に
よ
り
，
構
造
健
全
性
を
失
わ
ず
安
全
機
能

を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
若
し
く
は
，
降

下
火
砕
物
が
堆
積
し
に
く
い
又
は
直
接
堆
積

し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
で
，
外
部
事
象
防
護

対
象
施
設
の
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

と
す
る
。
 

評
価
対
象
施
設
等
の
建
物
に
お
い
て
は
，

「
建
築
基
準
法
」
に
お
け
る
一
般
地
域
の
積
雪
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の
荷
重
の
考
え
方
に
準
拠
し
，
降
下
火
砕
物
の

除
去
を
適
切
に
行
う
こ
と
か
ら
，
降
下
火
砕
物

に
よ
る
荷
重
を
短
期
に
生
じ
る
荷
重
と
し
て

扱
う
。
ま
た
，
降
下
火
砕
物
に
よ
る
荷
重
と
他

の
荷
重
を
組
み
合
わ
せ
た
状
態
に
対
す
る
許

容
限
界
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

・
原
子
炉
建
物
，
タ
ー
ビ
ン
建
物
，
制
御
室
建

物
，
廃
棄
物
処
理
建
物
，
排
気
筒
モ
ニ
タ
室
 

原
子
炉
建
物
，
タ
ー
ビ
ン
建
物
，
制
御
室
建

物
，
廃
棄
物
処
理
建
物
及
び
排
気
筒
モ
ニ
タ
室

は
，
各
建
物
の
屋
根
ス
ラ
ブ
及
び
屋
根
ト
ラ
ス

部
に
お
け
る
「
建
築
基
準
法
」
の
短
期
許
容
応

力
度
は
許
容
限
界
と
す
る
。
 

・
建
物
を
除
く
評
価
対
象
施
設
等
 

許
容
応
力
は
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技

術
指
針
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
4
6
0
1－

1
98
7（

日
本
電
気
協

会
）
」
等
に
準
拠
す
る
。
 

(b
)
 
粒
子
の
衝
突
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評
価
対
象
施
設
等
の
う
ち
，
建
物
及
び
屋
外

設
備
は
，「

粒
子
の
衝
突
」
に
対
し
て
，「

1
.8
.
2 

竜
巻
防
護
に
関
す
る
基
本
方
針
」
に
基
づ
く
設

計
に
よ
っ
て
，
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
の
安

全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

ｂ
．
降
下
火
砕
物
に
よ
る
荷
重
以
外
に
対
す
る
設

計
 降
下
火
砕
物
に
よ
る
荷
重
以
外
の
影
響
は
，

構
造
物
へ
の
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
，
水
循
環

系
の
閉
塞
，
内
部
に
お
け
る
摩
耗
及
び
化
学
的

影
響
（
腐
食
）
，
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系
に

対
す
る
機
械
的
影
響
（
閉
塞
）
及
び
化
学
的
影

響
（
腐
食
）
等
に
よ
り
安
全
機
能
を
損
な
わ
な

い
設
計
と
す
る
。
 

外
気
取
入
口
か
ら
の
降
下
火
砕
物
の
侵
入

に
対
す
る
設
計
に
つ
い
て
は
，
「
ｃ
．
外
気
取

入
口
か
ら
の
降
下
火
砕
物
の
侵
入
に
対
す
る

設
計
」
に
示
す
。
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(a
)
 
構
造
物
へ
の
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
 

評
価
対
象
施
設
等
の
う
ち
，
構
造
物
へ
の
化

学
的
影
響
（
腐
食
）
を
考
慮
す
べ
き
施
設
は
，

降
下
火
砕
物
の
直

接
的
な
付
着
に
よ
る
影
響

が
考
え
ら
れ
る
以
下
の
施
設
で
あ
る
。
 

・
建
物
 

原
子
炉
建
物
，
タ
ー
ビ
ン
建
物
，
制
御
室
建

物
，
廃
棄
物
処
理
建
物
，
排
気
筒
モ
ニ
タ
室
 

・
屋
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
 

海
水
ポ
ン
プ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ
）
，

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
燃
料
移
送
系
）
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
（
燃
料
移
送
系
）
）
，
排
気
筒
，
非
常
用

ガ
ス
処
理
系
排
気
管
，
排
気
筒
モ
ニ
タ
 

・
降
下
火
砕
物
の
影
響
を
受
け
る
施
設
で
あ

っ
て
，
そ
の
停
止
等
に
よ
り
，
外
部
事
象
防
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得

る
施
設
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
吸
気
系
（
給
気

口
）
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
排
気
消

音
器
及
び
排
気
管
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
排
気
消
音
器
及
び
排

気
管
 

金
属
腐
食
研
究
の
結
果
よ
り
，
降
下
火
砕
物

に
含
ま
れ
る
腐
食
性
ガ
ス
に
よ
っ
て
直
ち
に

金
属
腐
食
を
生
じ
な
い
が
，
外
装
の
塗
装
等
に

よ
っ
て
短
期
で
の
腐
食
に
よ
り
，
外
部
事
象
防

護
対
象
施
設
の
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設

計
と
す
る
。
 

な
お
，
①
降
灰
後
の
長
期
的
な
腐
食
の
影
響

に
つ
い
て
は
，
日
常
保
守
管
理
等
に
よ
り
，
状

況
に
応
じ
て
補
修
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。
 

(b
)
 
水
循
環
系
の
閉
塞
，
内
部
に
お
け
る
摩
耗

及
び
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
 

             ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
腐

食
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

評
価
対
象
施
設
等
の
う
ち
，
水
循
環
系
の
閉

塞
，
内
部
に
お
け
る
摩
耗
及
び
化
学
的
影
響

（
腐
食
）
を
考
慮
す
べ
き
施
設
は
，
以
下
の
施

設
で
あ
る
。
 

・
降
下
火
砕
物
を
含
む
海
水
の
流
路
と
な
る

施
設
 

海
水
ポ
ン
プ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ
）
，

海
水
ス
ト
レ
ー
ナ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ス
ト

レ
ー
ナ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ス

ト
レ
ー
ナ
）
及
び
下
流
設
備
 

・
降
下
火
砕
物
の
影
響
を
受
け
る
施
設
で

あ

っ
て
，
そ
の
停
止
等
に
よ
り
，
外
部
事
象
防

護
対
象
施
設

に
波
及
的

影
響
を

及
ぼ
し

得

る
施
設
 

取
水
設
備
（
除
じ
ん
装
置
）
 

降
下
火
砕
物
は
粘
土
質
で
は
な
い
こ
と
か

ら
水
中
で
固
ま
り
閉
塞
す
る
こ
と
は
な
い
が
，
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

当
該
施
設
に
つ
い
て
は
，
降
下
火
砕
物
の
粒
径

に
対
し
十
分
な
流
路
幅
を
設
け
る
こ
と
に
よ

り
，
海
水
の
流
路
と
な
る
施
設
が
閉
塞
し
な
い

設
計
と
す
る
。
 

内
部
に
お
け
る
摩
耗
に
つ
い
て
は
，
主
要
な

降
下
火
砕
物
は
砂
と
同
等
又
は
砂
よ
り
硬
度

が
低
く
も
ろ
い
こ
と
か
ら
，
摩
耗
に
よ
る
影
響

は
小
さ
い
。
ま
た
当
該
施
設
に
つ
い
て
は
，
定

期
的
な
内
部
点
検
及
び
日
常
保
守
管
理
に
よ

り
，
状
況
に
応
じ
て
補
修
が
可
能
で
あ
り
，
摩

耗
に
よ
り
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
の
安
全

機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

化
学
的
影
響
（
腐
食
）
に
つ
い
て
は
，
金
属

腐
食
研
究
の
結
果
よ
り
，
降
下
火
砕
物
に
よ
っ

て
直
ち
に
金
属
腐
食
を
生
じ
な
い
が
，
耐
食
性

の
あ
る
材
料
の
使
用
や
塗
装
の
実
施
等
に
よ

っ
て
，
腐
食
に
よ
り
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設

の
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

な
お
，
①
長
期
的
な
腐
食
の
影
響
に
つ
い
て

は
，
日
常
保
守
管
理
等
に
よ
り
，
状
況
に
応
じ

て
補
修
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。
 

(c
)
 
電
気
系
及
び
計
測
制
御
系
に
対
す
る
機
械

的
影
響
（
閉
塞
・
摩
耗
）
及
び
化
学
的
影
響

（
腐
食
）
 

評
価
対
象
施
設
等
の
う
ち
，
電
気
系
及
び
計

測
制
御
系
に
対
す
る
機
械
的
影
響
（
閉
塞
・
摩

耗
）
及
び
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
を
考
慮
す
べ

き
施
設
は
，
以
下
の
施
設
で
あ
る
。
 

・
降
下
火
砕
物
を
含
む
空
気
の
流
路
と
な
る

施
設
 

海
水
ポ
ン
プ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ
）

（
電
動
機
）
，
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
（
電
動
機
）
 

機
械
的
影
響
（
閉
塞
）
に
つ
い
て
は
，
海
水

ポ
ン
プ
（
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
，
高
圧
炉

①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
腐

食
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ
）
の
電
動
機
本

体
は
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
全
閉
構
造
，
空
気
冷

却
器
の
冷
却
管
内
径
及
び
冷
却
流
路
は
降
下

火
砕
物
粒
径
以
上
の
幅
を
設
け
る
構
造
と
す

る
こ
と
に
よ
り
，
機
械
的
影
響
（
閉
塞
）
に
よ

り
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
の
安
全
機
能
を

損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
の
電
動
機

本
体
は
，
降
下
火
砕
物
が
侵
入
し
に
く
い
構
造

と
す
る
こ
と
で
，
降
下
火
砕
物
に
よ
る
機
械
的

影
響
（
閉
塞
・
摩
耗
）
に
よ
り
安
全
機
能
を
損

な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

化
学
的
影
響
（
腐
食
）
に
つ
い
て
は
，
金
属

腐
食
研
究
の
結
果
よ
り
，
降
下
火
砕
物
に
よ
っ

て
直
ち
に
金
属
腐
食
を
生
じ
な
い
が
，
耐
食
性

の
あ
る
材
料
の
使
用
や
塗
装
の
実
施
等
に
よ

っ
て
，
腐
食
に
よ
り
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設

の
安
全
機
能
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
設
計
と
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

す
る
。
 

な
お
，
①
長
期
的
な
腐
食
の
影
響
に
つ
い
て

は
，
日
常
保
守
管
理
等
に
よ
り
，
状
況
に
応
じ

て
補
修
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。
 

(d
)
 
絶
縁
低
下
及
び
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
 

評
価
対
象
施
設
等
の
う
ち
，
絶
縁
低
下
及
び

化
学
的
影
響
（
腐
食
）
を
考
慮
す
べ
き
施
設
は
，

以
下
の
施
設
で
あ
る
。
 

・
外
気
か
ら
取
り
入
れ
た
屋
内
の
空
気
を
機

器
内
に
取
り
込
む
機
構
を
有
す
る
施
設
 

計
測
制
御
系
統
施
設
（
安
全
保
護
系
盤
）
，

計
測
制
御
用
電
源
設
備
（
計
装
用
無
停
電
交

流
電
源
装
置
）
，非

常
用
所
内
電
源
設
備
（
所

内
低
圧
系
統
）
 

当
該
施
設
の
設
置
場
所
は
原
子
炉
建
物
付

属
棟
空
調
換
気
系
，
中
央
制
御
室
換
気
系
，
原

子
炉
棟
換
気
系
に
て
空
調
管
理
さ
れ
て
お
り
，

本
換
気
空
調
設
備
の
外
気
取
入
口
に
は
バ
グ

 ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
腐

食
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

フ
ィ
ル
タ
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
仮
に

室
内
に
侵
入
し
た
場
合
で
も
降
下
火
砕
物
は

微
量
で
あ
り
，
粒
径
は
極
め
て
細
か
な
粒
子
で

あ
る
。
 

ま
た
，
中
央
制
御
室
換
気
系
に
つ
い
て
は
，

①
給
気
隔
離
弁
を
閉
止

し
系
統
隔
離
運
転
モ

ー
ド
と
す
る
こ
と
に
よ
り
侵
入
を
阻
止
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
 

バ
グ
フ
ィ
ル
タ
の
設
置
に
よ
り
降
下
火
砕

物
の
侵
入
に
対
す
る
高
い
防
護
性
能
を
有
す

る
こ
と
，
ま
た
給
気
隔
離
弁
の
閉
止
に
よ
る
侵

入
防
止
が
可
能
な
設
計
と
す
る
こ
と
に
よ
り
，

降
下
火
砕
物
の
付
着
に
伴
う
絶
縁
低
下
及
び

化
学
的
影
響
（
腐
食
）
に
よ
る
影
響
を
防
止
し
，

計
測
制
御
系
統
施
設
（
安
全
保
護
系
盤
）
，
計

測
制
御
用
電
源
設
備
（
計
装
用
無
停
電
交
流
電

源
装
置
）
，
非
常
用
所
内
電
源
設
備
（
所
内
低

圧
系
統
）
の
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と

     ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
腐

食
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

す
る
。
 

ｃ
．
外
気
取
入
口
か
ら
の
降
下
火
砕
物
の
侵
入
に

対
す
る
設
計
 

外
気
取
入
口
か
ら
の
降
下
火
砕
物
の
侵
入

に
対
し
て
，
以
下
の
と
お
り
安
全
機
能
を
損
な

わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

(a
)
 
機
械
的
影
響
（
閉
塞
）
 

評
価
対
象
施
設
等
の
う
ち
，
外
気
取
入
口
か

ら
の
降
下
火
砕
物
の
侵
入
に
よ
る
機
械
的
影

響
（
閉
塞
）
を
考
慮
す
べ
き
施
設
は
，
降
下
火

砕
物
を
含
む
空
気
の
流
路
と
な
る
以
下
の
施

設
で
あ
る
。
 

・
降
下
火
砕
物
を
含
む
空
気
の
流
路
と
な
る

施
設
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
吸
気
系
及
び
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
吸
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

気
系
，
換
気
空
調
設
備
，
排
気
筒
，
非
常
用

ガ
ス
処
理
系
排
気
管
，
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移

送
ポ
ン
プ
，
排
気
筒
モ
ニ
タ
 

各
施
設
の
構
造
上
の
対
応
と
し
て
，
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
は
，
①
給
気
フ
ィ
ル

タ
の
上
流
側
の
外
気
取
入
口
に
フ
ー
ド
又
は

ル
ー
バ
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
，
下
方
か
ら

吸
い
込
む
構
造
と
す
る
こ
と
に
よ
り
，
降
下
火

砕
物
が
流
路
に
侵
入
し
に
く
い
設
計
と
す
る
。
 

排
気
筒
は
，
排
気
筒
の
排
気
速
度
か
ら
排
気

流
路
が
閉
塞
し
な
い
設
計
と
す
る
。
 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
排
気
管
は
，
開
口
部
の

配
管
形
状
を
降
下
火
砕
物
が
侵
入
し
に
く
い

構
造
と
す
る
こ
と
に
よ
り
，
降
下
火
砕
物
の
影

響
に
対
し
て
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す

る
。
 

ま
た
，
外
気
を
取
り
入
れ
る
換
気
空
調
設
備

     ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
閉

塞
に
対
す
る
左
記
設
計
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

（
外
気
取
入
口
）
並
び
に
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
の
①
空
気
の
流
路
に
そ
れ
ぞ
れ

フ
ィ
ル
タ
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
，
フ
ィ
ル

タ
メ
ッ
シ
ュ
よ
り
大
き
な
降
下
火
砕
物
が
内

部
に
侵
入
し
に
く
い
設
計
と
し
，
さ
ら
に
降
下

火
砕
物
が
フ
ィ
ル
タ
に
付
着
し
た
場
合
で
も

取
替
又
は
清
掃
が
可
能
な
構
造
と
す
る
こ
と

で
，
降
下
火
砕
物
に
よ
り
閉
塞
し
な
い
設
計
と

す
る
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
関
は
，
フ
ィ
ル
タ
を

通
過
し
た
小
さ
な
粒
径
の
降
下
火
砕
物
が
侵

入
し
た
場
合
で
も
，
降
下
火
砕
物
に
よ
り
閉
塞

し
な
い
設
計
と
す
る
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
軸
貫
通

部
に
対
し
て
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
等
を
用
い

て
潤
滑
剤
や
内
部
流
体
の
漏
え
い
が
な
い
よ

う
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
で
，
降
下
火
砕
物
が

  ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
閉

塞
に
対
す
る
左
記
設
計
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

侵
入
し
に
く
い
設
計
と
す
る
。
 

 
 
排
気
筒
モ
ニ
タ
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
配
管
の

計
測
口
は
，
排
気
筒
内
部
に
設
置
す
る
と
と
も

に
下
方
か
ら
吸
い
込
む
構
造
と
す
る
こ
と
に

よ
り
，
閉
塞
し
な
い
設
計
と
す
る
。
 

 
(b
) 

機
械
的
影
響
（
摩
耗
）
 

評
価
対
象
施
設
等
の
う
ち
，
外
気
取
入
口
か

ら
の
降
下
火
砕
物
の
侵
入
に
よ
る
機
械
的
影

響
（
摩
耗
）
を
考
慮
す
べ
き
施
設
は
，
以
下
の

施
設
で
あ
る
。
 

・
降
下
火
砕
物
を
含
む
空
気
の
流
路
と
な
る

施
設
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
吸
気
系
及
び
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
吸

気
系
，
換
気
空
調
設
備
，
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

移
送
ポ
ン
プ
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

主
要
な
降
下
火
砕
物
は
砂
と
同
等
又
は
砂

よ
り
硬
度
が
低
く
も
ろ
い
こ
と
か
ら
，
摩
耗
の

影
響
は
小
さ
い
。
 

構
造
上
の
対
応
と
し
て
，
換
気
空
調
設
備
，

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
は
，
外
気
取

入
口
に
フ
ー
ド
又
は
ル
ー
バ
が
取
り
付
け
ら

れ
て
お
り
，
下
方
か
ら
吸
い
込
む
構
造
と
す
る

こ
と
に
よ
り
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
関
に

降

下
火
砕
物
が
侵
入
し
に
く
い
設
計
と
す
る
。
 

ま
た
，
仮
に
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
関
の
内

部
に
降
下
火
砕
物
が
侵
入
し
た
場
合
で
も
耐

摩
耗
性
の
あ
る
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
で
，
摩

耗
に
よ
り
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

の
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

外
気
を
取
り
入
れ
る
換
気
空
調
設
備
，
非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
空
気
の
流
路

に
そ
れ
ぞ
れ
フ
ィ
ル
タ
を
設
置
す
る
こ
と
に

よ
り
，
フ
ィ
ル
タ
メ
ッ
シ
ュ
よ
り
大
き
な
降
下

火
砕
物
が
内
部
に
侵
入
し
に
く
い
設
計
と
し
，

摩
耗
に
よ
り
換
気
空
調
設
備
，
非
常
用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ

ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
安
全
機
能
を
損
な
わ
な

い
設
計
と
す
る
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
軸
貫
通

部
に
対
し
て
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
等
を
用
い

て
潤
滑
剤
や
内
部
流
体
の
漏
え
い
が
な
い
よ

う
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
で
，
降
下
火
砕
物
が

侵
入
し
に
く
い
設
計
と
す
る
。
 

(c
)
 
化
学
的
影
響
（
腐
食
）
 

評
価
対
象
施
設
等
の
う
ち
，
外
気
取
入
口
か

ら
の
降
下
火
砕
物
の
侵
入
に
よ
る
化
学
的
影

響
（
腐
食
）
を
考
慮
す
べ
き
施
設
は
，
以
下
の

施
設
で
あ
る
。
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

・
降
下
火
砕
物
を
含
む
空
気
の
流
路
と
な
る

施
設
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
吸
気
系
及
び
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
吸

気
系
，
換
気
空
調
設
備
（
外
気
取
入
口
）
，

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

金
属
腐
食
研
究
の
結
果
よ
り
，
降
下
火
砕
物

に
よ
っ
て
直
ち
に
金
属
腐
食
を
生
じ
な
い
が
，

金
属
材
料
を
用
い
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
，
腐
食

に
よ
り
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
の
安
全
機

能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

な
お
，
①
降
灰
後
の
長
期
的
な
腐
食
の
影
響

に
つ
い
て
は
，
日
常
保
守
管
理
等
に
よ
り
，
状

況
に
応
じ
て
補
修
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。
 

(d
)
 
大
気
汚
染
（
発
電
所
周
辺
の
大
気
汚
染
）
 

大
気
汚
染
を
考
慮
す
べ
き
中
央
制
御
室
は
，

             ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
腐

食
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら
な
い

た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

降
下
火
砕
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
発
電
所
周

辺
の
大
気
が
，
中
央
制
御
室
換
気
系
の
外
気
取

入
口
を
通
じ
て
中
央
制
御
室
に

侵
入
し
な
い

よ
う
バ
グ
フ
ィ
ル
タ
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ

り
，
降
下
火
砕
物
が
外
気
取
入
口
に
到
達
し
た

場
合
で
あ
っ
て
も
フ
ィ
ル
タ
メ
ッ
シ
ュ
よ
り

大
き
な
降
下
火
砕
物
が
内
部
に

侵
入
し
に
く

い
設
計
と
す
る
。
 

ま
た
，
中
央
制
御
室
換
気
系
に
つ
い
て
は
，

①
給
気
隔
離
弁
の
閉
止
及
び
系
統
隔
離
運
転

モ
ー
ド
と
す
る
こ
と
に
よ
り
，
中
央
制
御
室
内

へ
の
降
下
火
砕
物
の
侵
入
を
防
止
す
る
。
さ
ら

に
外
気
取
入
遮
断
時
に
お
い
て
，
酸
素
濃
度
及

び
二
酸
化
炭
素
濃
度
の
影
響
評
価
を
実
施
し
，

室
内
の
居
住
性
を
確
保
す
る
設
計
と
す
る
。
 

(6
)
 
降
下
火
砕
物
に
よ
る
間
接
的
影
響
に
対
す

る
設
計
方
針
 

降
下
火
砕
物
に
よ
る
間
接
的
影
響
と
し
て

         ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
大

気
汚
染
に
対
す
る
左
記
運
用
は
変
わ
ら

な
い
た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

考
慮
す
る
，
広
範
囲
に
わ
た
る
送
電
網
の
損
傷

に
よ
る
７
日
間
の
外
部
電
源
喪
失
及
び
発
電

所
外
で
の
交
通
の
途
絶
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
制

限
事
象
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
は
，
降
下
火

砕
物
に
対
し
て
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機

及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
の
安
全
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
で
，
発
電

用
原
子
炉
の
停
止
及
び
停
止
後
の
発
電
用
原

子
炉
の
冷
却
並
び
に
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
に

係
る
機
能
を
担
う
た
め
に
①
必
要
と
な
る
電

源
の
供
給
が
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及

び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
に
よ
り
継
続
で
き
る
設
計
と
す
る
こ
と
に

よ
り
，
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す

る
。
電
源
の
供
給
に
関
す
る
設
計
方
針
は
，

「
10
.1
 
非
常
用
電
源
設
備
」
に
記
載
す
る
。
 

1.
8.
8.
2 

手
順
等
 

降
下
火
砕
物
の
降
灰
時
に
お
け
る
手
順
に

         ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
電

源
の
供
給
に
対
す
る
左
記
設
計
は
変
わ

ら
な
い
た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

つ
い
て
，
降
下
火
砕
物
の
除
去
等
の
対
応
を
適

切
に
実
施
す
る
た
め
，
以
下
に
つ
い
て
手
順
を

定
め
る
。
 

(1
)
 
①
降
灰
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
，
建
物

や
屋
外
の
設
備
に
長
期
間
降
下
火
砕
物
に
よ

る
荷
重
を
掛
け
続
け
な
い
こ
と
，
ま
た
降
下

火
砕
物
の
付
着
に
よ
る
腐
食
等
が
生
じ
る
状

況
を
緩
和
す
る
た
め
に
，
シ
ョ
ベ
ル
等
の
資

機
材
を
準
備
す
る
と
と
も
に
評
価
対
象
施
設

等
に
堆
積
し
た
降
下
火
砕
物
の
除
去
を
適
切

に
実
施
す
る
手
順
を
定
め
る
。
 

(2
)
 
①
降
灰
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
，
状
況

に
応
じ
て
給
気
隔
離
弁
の
閉
止
，
換
気
空
調

設
備
の
停
止
又
は
系
統
隔
離
運
転
モ
ー
ド
と

す
る
こ
と
に
よ
り
，
建
物
内
へ
の
降
下
火
砕

物
の
侵
入
を
防
止
す
る
手
順
を
定
め
る
。
 

(3
)
 
①
降
灰
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
，
換
気

空
調
設
備
の
外
気
取
入
口
の
フ
ィ
ル
タ
に
つ

   ①
今
回
の
保
安
規
定
申
請
に
よ
り
，
降

下
火
砕
物
の
除
去
等
に
 
対
す
る
左
記

運
用
は
変
わ
ら
な
い
た
め
，
変
更
不
要
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黄
色
：
設
計
条
件
に
関
す
る
記
載

 
緑
色
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
関
す
る
記
載

 
水
色
：
運
用
に
関
す
る
記
載

 

別
表

 

基
本
設
計
方
針
 

設
置
許
可
本
文
 

設
置
許
可
添
付
書
類
八
 

備
 考

 

い
て
，
フ
ィ
ル
タ
の
差
圧
を
確
認
す
る
と
と

も
に
，
状
況
に
応
じ
て
取
替
え
又
は
清
掃
を

実
施
す
る
手
順
を
定
め
る
。
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補足資料 

 

保安規定審査における高濃度火山灰対応に係る説明項目 

 

  島根原子力発電所２号炉での高濃度火山灰対応については，これまでの設置変更許可申請書

（以下「EP」という。）および工事計画認可申請書（以下「CP」という。）における説明内容に加

え，有効性評価では原子炉隔離時冷却系および高圧原子炉代替注水系の水源をサプレッションチ

ェンバとしていることに対し，高濃度火山灰対応では復水貯蔵タンクに水源を切り替えること

等，高濃度火山灰対応で新たに定める運用がある。EP，CPでの説明内容を踏まえ，高濃度火山灰

対応に係る保安規定審査における説明項目および保安規定審査資料（TS-78）での説明箇所を表１

に示す。 

 

表１ 保安規定審査における説明項目と説明箇所 

 

系統機能 構造強度
火山影響評価
［荷重，腐食］

火山影響評価
［降灰が24時間継続した

場合の機能成立性］

火山影響評価
［運用・手順］

－ － －

①堆積荷重及び腐食等に
対する健全性を説明

②降灰により閉塞しない
ことを説明

③改良型フィルタの取付
け手順を説明

－

①8時間を超えて運転可能
であることを説明

◎（一部）
建物により防護

◎（水源切替え）
EP:添十追補

CP:基本設計方針
①建物等により防護でき

ることを説明
②水源切替え手順を説明

（EP添十追補再掲）

－
（除灰等で機能維持）

－
◎（水源切替え）

EP:添十追補
CP:基本設計方針

①堆積荷重及び腐食等に
対する健全性を説明

②原子炉冷却に必要な水
量を確保可能であること

を説明

③水源切替え手順を説明
（EP添十追補再掲）

－

①8.3時間を超えて運転可
能であることを説明

◎（一部）
EP:有効性評価

CP:要目表，説明書
●（一部）

◎（一部）
建物により防護

〇（一部）
有効性評価と同じ

－

①CSTを水源にHPACが使用
できることを説明

②水源切替えにより使用
する上記以外の配管につ
いても，構造強度を有す

ることを説明

③水源切替えにより使用
する上記以外の配管につ
いても，建物等により防

護できることを説明

④CSTを水源にHPACが使用
できることを説明

⑤水源切替え手順を説明

－
－

（除灰等で機能維持）
－ －

①CSTを水源にHPACが使用
できることを説明

②堆積荷重及び腐食等に
対する健全性を説明

③原子炉冷却に必要な水
量を確保可能であること

を説明
⑤水源切替え手順を説明

－

①8時間を超えて原子炉圧
力の制御が可能であるこ

とを説明

－ －

①緊急時対策所扉の開放
により居住性を確保可能

であることを説明

②扉開放およびフィルタ
取付け手順を説明

－ －

①高圧発電機車が給電に
必要な容量を有すること
および建物内に設置する
ことで降灰の影響を受け

ないことを説明

②高圧発電機車による給
電および燃料補給手順を

説明

◎
原子炉建物

①:P.130,169,170
②:P.36,37,58,127～
　 129

※：上段はEPおよびCPにおける説明項目，下段（　　　）は保安規定審査における説明項目を示す。凡例は以下のとおり
　　◎：EP,CPで説明，○：EPで説明，●：CPで説明

四号

緊急時対策所の居住
性確保

○
緊急時対策所

①,②:P.33,34,53

通信連絡設備の機能
確保

○（待機側ボンベへの切
替え）

添十追補と同じ

復水貯蔵タンク
（CST）

●

①:P.164,165
②:P.166,167
③:P.110
④:P.79～81

ロ（２），
ロ（３）

逃がし安全弁
◎

EP:仕様，有効性評価
CP:要目表，説明書

●
◎

建物により防護
①:P.107～109

①,②,④:P.164,165
③:P.29
⑤:P.79～81

復水貯蔵タンク
（CST）

◎
EP:仕様，技術的能力

CP:要目表
●

①:P.166,167
②:P.110
③:P.59～61

ロ（２）

高圧原子炉代替注水
（HPAC）ポンプ

◎
EP:仕様，有効性評価
CP:要目表，説明書

●
ポンプ，弁，配管（ポン
プ～原子炉圧力容器）

◎
建物により防護

◎（原子炉冷却）
EP:添十追補
CP:説明書

①:P.82～110

配管（CST～HPACポン
プ）

①:P.29
②:P.59～61

配管（CST～RCICポン
プ）

◎
EP:技術的能力

CP:要目表，系統図
●

◎
建物により防護

◎（原子炉冷却）
EP:添十追補と同じ
CP:説明書と同じ

〇
技術的能力と同じ

ロ（１）
改良型フィルタ（非
常用ディーゼル発電
機の機能維持）

①:P.64～78,97～110
◎

EP:仕様，有効性評価
CP:要目表，説明書

●
ポンプ，弁，配管（ポン
プ～原子炉圧力容器）

実用炉規則
第83条該当

条項

高濃度火山灰対応に
用いる施設，手順

EP，CPおよび保安規定における説明項目
※

保安規定審査資料（TS-
78）での説明箇所

（丸囲み数字は左欄の
説明項目に対応）

①:P.163
②:P.135～137
③:P.30,47,48,126

ロ（３）

原子炉隔離時冷却
（RCIC)ポンプ
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